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1．はじめに 

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)

高速増殖原型炉もんじゅ (以下「もんじゅ」という。)は、平成 26 年 3 月に

実施された平成 25 年度第 4 回保安検査において、配管支持構造物に関し、①

点検計画に機器数量「一式」として記載されている配管支持構造物の点検記

録について、個々の支持構造物が特定できるように記録していなかったこと、

②目視で確認できない範囲（視認不可部）の存在を認識していたにも関わら

ず、外観検査における視認不可部の検査要領や健全性評価の方法が明確にな

っていなかったこと、③保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点

検することになっているにも関わらず、点検計画には、配管支持構造物とし

ての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検内容が記載されて

いなかったこと、から不適切な保全の実施により、多数のクラス 1 機器の点

検時期を超過させ、また、措置命令等に対して原子力機構が提出した報告書＊

1に記載されている未点検機器数の誤りを生じさせ、報告書の信頼性を喪失さ

せた。 

このことは、保守管理不備の要因の再発が認められ、原子力機構の保守管

理体制及び品質保証体制は、引き続き再構築のための取組みが必要な状況に

あると判断され、多数の安全上重要度の高いクラス 1 及び 2 機器の安全機能

要求が維持されていない状態が継続していることから、「違反」相当であると

の指摘を受けた。 

一方、平成 25 年 11 月 19 日に措置命令に対して原子力機構が提出した報告

書＊2に関し、保全計画に 804 件の誤りが確認されたため、不適合手続きを実

施していることを原子力規制庁に説明したところ、「原子力機構が、保全計画

の内容について確認作業を行っている状況でありながら、委員会に対し措置

が完了した旨報告を行った事実は、もんじゅに係る原子力機構の保守管理体

制及び品質保証体制の再構築が未だ不十分であることを示すものであり、保

守管理体制及び品質保証体制の再構築、保全計画の見直し等に係る原子力規

制委員会からの命令に関し適切に対応し改善されることが必要である」との

指摘を受けた。 

このため、もんじゅでは、改めて品質保証上の重大な課題と認識し、再度保

全計画の徹底的な確認と見直しを行うことを目的として、点検計画を構成す

る全管理項目の確認作業（以下「ローラー作戦」という。）を行うことにした。 

ローラー作戦は、点検計画の計画部に係る項」作業等最終的には合計 11 項

目の確認作業からなり、平成 26 年 3 月から同年 12 月まで継続された。 

上記の報告書＊2の提出以降、配管支持構造物に対する指摘をはじめとする保

安検査の結果等を踏まえ、根本原因分析の実施や保全計画の再度の見直し等
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必要な対応・措置を実施したうえで、報告書＊2を見直したことから平成 26 年

12 月 22 日に報告書＊3（平成 27 年 2 月 2 日に補正）を原子力規制庁へ提出し

た。 

平成 27 年 3 月に実施された平成 26 年度第 4 回保安検査は、平成 26 年 12
月 22 日に提出した報告書＊3において、「未点検機器を抽出し点検または不適

合処理等の特別採用により、すべての機器の未点検状態を解消した」と報告

していることを受けて、その妥当性を確認するとの位置付けで行われ、特に

安全上重要度が高いクラス 1 機器に対して検査が行われた。併せて抜き打ち

検査として機器の現場状況と再点検結果との整合性の確認も行われた。 

この保安検査に先立って実施された書類準備の過程において、安全重要度の

高いクラス 1 機器の配管の外観点検で、点検計画に確認できない箇所の取扱

いに関する記載が無いが、点検要領書で可視可能範囲を対象として点検して

いる不整合がないかを確認したところ、機械保修課、施設保全課、燃料環境

課において以下の不具合が確認された。 

a.一式管理している配管の外観点検における、高所・狭所・保温材敷設等で

確認できない箇所の取扱いに関する記載について、点検計画と点検要領書

で不整合がある。この不整合について、保全計画見直し作業（点検計画の

実績部の確認作業）での抽出がなされなかった。 

b.配管の外観点検報告書において、視認不可部の評価が実施されていない。 

c.配管の外観点検における点検計画の管理基準に定められている「腐食・減

肉状況」について、内外面の腐食の観点から肉厚測定を点検として明確に

せず、点検を実施しなかった。 

d.点検計画で設定している原子炉補機冷却水系配管の外観点検のうち腐食

減肉管理としての肉厚測定を点検要領書で実施していない。 

保安検査に際しては、上記不適合の発生を説明したうえで受検し、その結果、

安全重要度の高いクラス 1 機器である原子炉補機冷却水系配管の肉厚測定を

16 ヶ月毎に実施することが点検計画に定められているが、保全計画を策定し

て以降、保全計画に基づく肉厚測定を 1 度も実施していないことの指摘を受け

た。 

また、1 次主冷却系配管等の安全上重要な配管（クラス 1 機器）の外観検査

について床、壁貫通部、高所に設置されている等、視認不可部があるにも関

わらず、点検記録では視認不可部の健全性に関する評価も行われていないこ

とが判明した。これらの問題はいずれも健全性評価の結果、安全上直ちに問

題になるものではないものの、品質保証、保守管理上の問題があるとされた。 

平成 26 年度第 4 回の保安検査で確認された安全上重要な配管等の外観検査

の不備等については、平成 25 年度第 4 回保安検査において、視認不可部にあ
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る配管支持構造物が未点検であるとの指摘を受けて、保安規定違反であると

判断された事項と本質的に同一であるとの指摘を受けた。 

本件は、保守管理不備を受けた保守管理及び品質保証について再構築のため

の取り組みが未だ必要な状況にあり、多数のクラス 1 機器の安全機能の要求

が維持がなされず、品質マネジメントシステムが機能していないことにより、

クラス 1 に分類される安全機能の健全性が担保されていないと判断され保安

規定違反（違反 2）と評価された。 

 

本件について、もんじゅ所長は、平成 27 年 10 月 8 日に業務連絡書で安全・

核セキュリティ統括部長に不適合報告書（管理番号 14-174R4「点検計画実績

部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認」）を報告し、安全・核

セキュリティ統括部長は平成27年10月13日に当該業務連絡書を受理した。 

この不適合報告書について、当該保安検査で説明を行った後、更に詳細に不

適合の内容を特定して、プラント安全性への影響評価を行い、平成 27 年 8
月 31 日に不適合報告書の改訂を行った。 

この不適合報告を踏まえ安全・核セキュリティ統括部長は、「点検計画の実

績部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）

に関する根本原因分析チーム（以下「分析チーム」という。）（リーダー：安

全・核セキュリティ統括部特別嘱託）を平成 27 年 10 月 16 日に設置した。 

本報告書は、分析チームにおいて実施した根本原因分析の結果及びその結果

に基づく必要な対策の提言について取りまとめたものである。 

 

＊1）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36 条第 1 項の規定に基づ

く保安のために必要な措置命令について（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第 1305293

号）に対する結果報告（その 1）」、もんじゅにおける保守管理上の不備に対する原子力規

制委員会からの措置命令を受け、未点検機器について平成 25 年 9 月 25 日に現場での点

検作業を完了したことから 9月 30日付けで原子力規制委員会に対して点検完了を報告し

た報告書 

＊2）「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36 条第 1 項の規定に基づ

く保安のために必要な措置命令について（平成 25 年 5 月 29 日 原管 P 発第 1305293

号）に対する結果報告（その 2）」、措置命令に対し、保守管理体制及び品質保証体制を再

構築するとともに、保全計画の見直しを行ったことから平成 25 年 11 月 19 日付けで原子

力規制委員会に提出した報告書 

＊3）①「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 36 条（現第 43 条の 3

の 23）第 1 項の規定に基づく保安のために必要な措置命令について（平成 25 年 5 月 29

日 原管 P 発第 1305293 号）に対する対応結果について」、  
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②独立行政法人日本原子力研究開発機構高速増殖炉原型炉もんじゅ原子炉施設保安規

定の変更認可申請について、③高速増殖原型炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係

る保守管理上の不備に関する根本原因分析結果と対策の実施状況について 

 

2．事象の概要 

平成 26 年 12 月 22 日に原子力機構から原子力規制庁へ提出した報告書＊3

において、未点検機器を抽出し点検または不適合処理等の特別採用により、す

べての機器の未点検状態を解消したと報告したことを受けて、平成 27 年 3 月

に行われた平成 26 年度第 4 回保安検査にてその妥当性を確認することになっ

た。 

また、合わせて抜き打ち検査として機器の現場状況と再点検結果との整合性

の確認も行われた。 

その結果、安全重要度の高いクラス 1 機器である原子炉補機冷却水系配管の

肉厚測定を 16 ヶ月毎に実施することが点検計画に定められているが、保全計

画を策定して以降、保全計画に基づく肉厚測定を 1 度も実施しておらず、その

実績管理も不備（未実施を実施と記載）であることが判明した。配管の腐食環

境を考慮し保守的に技術評価を行った結果、配管の余寿命は 39 年と評価し、

安全上直ちに問題にはならないと評価しているものの、品質保証、保守管理上

問題があるとされた。 

また、この問題は報告書＊3 の未点検機器の数等に影響を及ぼしていること

を示し、今回の他に指摘があった不備内容も含め報告書＊3 の根拠となってい

る保全計画見直し作業で検討すらされていなかった。【安全上重要な配管の肉

厚測定未実施】 

 

1 次主冷却系配管、2 次主冷却系配管、補助冷却系、補機冷却系水の安全上

重要な配管（クラス 1 機器）の外観検査について床、壁貫通部、高所に設置さ

れている等、視認不可部があるにも関わらず、点検記録では視認不可部の健全

性に関する評価も行われていないことが判明した。健全性評価の結果が安全上

直ちに問題になるものではないものの、品質保証、保守管理上の問題があると

された。【安全上重要な配管等の外観検査の不備】 

更に、保守管理不備を踏まえたプラント保全部の体制強化、点検計画の改善、

点検実績管理の強化等の是正処置が実施され、また繰り返し実施された未点検

機器の再調査の実施においてもこうした問題が検出されていないことから、原

子力機構の保守管理体制、品質保証体制は、再構築のための取組みが未だ途中

の状況であると判断された。 
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今回の保安検査で確認された安全上重要な配管等の外観検査の不備等につ

いては、平成 25 年度第 4 回保安検査において、視認不可部にある配管支持構

造物が未点検であるとの指摘を受けて、保安規定違反であると判断された事項

と本質的に同一である。更に報告書＊3 の根拠となっている「保全計画改善作

業計画により類似の水平展開の対応が行われている」としているが、クラス 1
機器の限られた対象の抜き打ち検査で不備が顕在化する状況であった。 

これらを総合的に検討された結果、本件は、保守管理不備を受けた保守管理

及び品質保証について再構築のための取組みが必要な状況にあり、多数のクラ

ス 1 機器の安全機能要求が維持されず品質マネジメントシステムが機能して

いないことにより、クラス 1 に分類される安全機能が担保されていないことか

ら保安規定違反（違反 2）と判断された。 

 

本件に係る不適合報告書の内容は以下のとおり。 

管理番号 14－174R4、発生(認知)日：平成 27 年 3 月 2 日 不適合区分 A－②

（A－②クラス 1 の機器、B－⑥クラス 1 以外の機器） 

件名：点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検機器の確認（保

全計画課） 

【不適合の内容】 

・ 配管の外観点検について点検計画に定める点検内容では、保温材敷設部

について保温材表面からの確認方法を記載していないが、点検要領書上で

の確認方法が保温材外表面からの確認となっており、その際に対する評価

がなされていなかった。 

・ 配管の外観点検について高所・貫通部、保温材敷設部等点検内容のうち

一部若しくは全ての視認不可能な配管の識別について、点検要領書の中で

具体的な方法を明確にしていなかった。 

・ 配管外観点検について、点検記録にて視認不可部を識別し、視認不可部

の健全性に係る評価を実施していなかった。 

・ 配管の外観点検について点検計画の管理基準に定められている「腐食・

減肉状況」について、内外面の腐食の観点から肉厚測定を点検として明確

にせず、点検を実施しなかった。 

・ 配管の外観点検で保全計画見直し作業（点検計画実績部の確認作業）で

「点検計画が一式外観点検で、点検要領書段階で可視可能範囲等に限定し

ているものはないか」のチェック項目での抽出ができなかった。 

・ 配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされず、視認不可部の

識別と当該部の評価を実施していない事象が再発している。 
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3．根本原因分析の実施体制 

3．1 分析対象事象の抽出及び分析チームの設置 

安全・核セキュリティ統括部長は、もんじゅ所長からの業務連絡書を踏まえ、

点検計画の実績部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適切

な識別等）について、「QS－A05 不適合等の根本原因分析に係る手順」（安全

統括部（現安全・核セキュリティ統括部） 平成 19 年 12 月制定 平成 27 年
7 月改訂）（以下「原子力機構の分析手順」という。）に従って、本件を「安全

に重大な影響を与える事象」として抽出し、平成 27 年 10 月 16 日に、分析チ

ームを設置し、活動を行うことにした（図－1 参照）。 

安全・核セキュリティ統括部長は、点検計画の実績部の十分でない確認作業

（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）に関する根本原因分析を実施

するにあたり、分析チームの要員が処遇上の不利益を被らないようもんじゅ所

長及び所属長に要請し活動を行うことにした。なお、分析対象のもんじゅ及び

関連する部署には、本調査の重要性を認識し、調査に協力することを要請した

（図－2 参照）。 

この他、当該事象に関する情報収集を行なうため、中立的な立場で活動が行

なえる範囲で「もんじゅ」に調査チームを設置した。 

 

3．2 分析チーム体制 

安全・核セキュリティ統括部長は、原子力機構の分析手順に従い、根本原因

分析の中立性を確保するため、次の事項に留意し分析チームのメンバーを人選

した（別添－1 分析チーム、調査チームの構成及び取組みの経緯等 参照） 

 

（1）分析の主体となるメンバーは、分析対象事象に直接関与しない「もんじゅ」

以外の部署から人選した。これら分析の主体となる者は、過去において当該

事象への関わりはない。 

（2）メンバーを取りまとめる者は、原子力施設における長年にわたる保安活動

の実務経験を有し、原子力機構内での根本原因分析の事例を理解している。

また、過去に根本原因分析を経験しており、既に根本原因分析に関する教育

を受けている。 

（3）その他のメンバーは、原子力施設における保安活動の実務経験を有し、機

構内での根本原因分析の事例を理解している。また、既に根本原因分析に関

する教育を受けている。 

（4）分析チームは、分析対象に関する必要な文書類へのアクセス及び「もんじ

ゅ」幹部を含む関係者への聴取等による調査を実施することができる。 
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4．分析の進め方 

4．1 分析・調査の方針 

分析チームは、原子力機構の分析手順に従って、以下の対応を行った。 

（1）調査の方針・課題 

本件の発生において、組織としての問題が潜在していないかどうかを調査・

分析する。 

調査では、関連する文書、記録等から客観的な事実を収集するとともに、必

要に応じて関係者からの聞き取り調査を実施する。 

また、分析結果から組織としての問題が認められた場合、それに対する対策

（是正事項または検討事項）について提言する。 

（2）調査すべき事実関係 

・点検計画の実績部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適

切な識別等）の保守管理不備に関する事項 

・点検計画の実績部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適

切な識別等）について配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされ

なかったこと、ローラー作戦の不備、安全上重要な配管の肉厚測定が未実施

だった事項等 

・その他分析チームが必要とした事項 

（3）調査・検討スケジュール 

調査・検討は、事実関係調査、事実の時系列、問題点の抽出、要因分析及び

対策の検討について段階的に行う。 

 

4．2 採用した分析手法 

分析チームは、根本原因分析にあたり原子力安全・保安院の「事業者の根本

原因分析実施内容を規制当局が評価するガイドライン」（以下「国のガイドラ

イン」という。）のベースとなった「根本原因分析に対する国の要求事項」に

示される「根本原因分析の実施に当たっては、分析主体の中立性、分析結果の

客観性及び分析方法の論理性が確保されることを確実にすること」等を基本と

して、また、民間規格の「原子力発電所における安全のための品質保証規程

（JEAC4111－2009）の適用指針－原子力発電所の運転段階－」（JEAG4121
－2009）附属書－2「根本原因分析に関する要求事項」の適用指針に適合する

よう努めた。 

また、事象に対する時系列の分析を行い、見出された問題点に関して背後要

因を SAFER（Systematic Approach For Error Reduction）の方法を用いて

分析した。この過程で、関連する文書類の確認、事実関係の調査を実施した。 

SAFER の方法による分析では、頂上事象を起点として、今まで調査した事



8 
 

実に基づき、なぜその事象が発生したのかを辿っていき、背後要因の連鎖構造

を明確にするが、その中に時系列の分析で見出された問題点が全て入っている

こと、また、それらの背後要因が含まれていることが必要である。単に問題点

から出発するのではなく、頂上事象から出発して漏れなく事象の背後要因全体

を明確にすることが SAFER の方法である。 

更に、抽出された背後要因の中で、マネジメントの観点から何が大きな要因

なのかを究明し、最終的に直接要因の背後にある組織の要素を含む背後要因

（以下「組織の要因」という。）を取り除くために有効な対策について検討す

る。 
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5．事実の把握と問題点の整理 

5．1 文書類の調査及び聞き取り調査（データ収集・調査） 

本事象に関して、点検計画の実績部の十分でない確認作業（配管外観検査の

視認不可部の不適切な識別等）の保守管理上の不備等を対象に、点検計画改善

チームの活動状況、ローラー作戦の計画段階から実施のプロセス、ローラー作

戦確認作業プロセスやその実施状況、各種会議等での確認プロセス、配管支持

構造物の保安検査における指摘事項に対する水平展開状況等について調査し

た。 

文書類の調査については、点検計画改善作業計画書、作業要領書、実績部確

認報告書、その他ローラー作戦関連文書、点検報告書（検査成績書）、点検計

画及び品質保証に関する文書及び記録等について調査した。また、関係者に対

して聞き取り調査を行った（計 22 名に聞き取り調査を実施）。 

なお、本報告書には、関係者の個人名は伏せ、組織の要因を明らかにするた

めに組織名及び役職名を示した。 

 

5．2 時系列の整理 

5.1 項による文書類の調査及び関係者への聞き取り調査を基に、点検計画の

実績部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）

が発生した状況として、もんじゅ性能試験（炉心確認試験）開始前に行った配

管を含むもんじゅ設備健全性確認の状況と配管等の保守管理の状況、平成 25
年 11 月 19 日保安措置命令に対する報告書提出以降の、保全計画の徹底的な確

認と見直しを行うことを目的としたローラー作戦の状況、保安措置命令に対す

る報告書提出に至るまでの状況、その後、平成 26 年度第 4 回保安検査で指摘

されるまでを以下のように整理した。その結果を添付資料－1 「点検計画の実

績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列

に示す。 

この時系列は、各時期に行われた業務の流れに沿って、業務に携わった当時

の関係者（組織、担当課長、チームリーダー（TL）及び担当者等）が、各業務

にどの様に関わったか、また当時どう考えたかの事実関係を整理した。また、

この時系列の中で今回の事象に関連すると考えられる問題点を抽出し、この問

題点を 5.4 項の分析対象とする問題事象として選定するとともに、6.1 項の要

因分析に反映した。 

 

5．3 時系列 

○平成 18 年 9 月 

機能・性能が使用前検査を受検した状態で維持されていることを確認する
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計画として「長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確

認計画書」が承認された。ここでナトリウム配管や補機冷却系水配管等の劣

化モードと点検項目（外観、肉厚測定）がまとめられた。 

○平成 19 年 1 月～同年 11 月 

「高速増殖原型炉もんじゅ 健全性確認要領書」作成、改正を経て承認さ

れた。 

・確認内容：使用前検査対象設備の外観・据付状態を目視により確認し、漏

えいの痕跡のないこと、強度に影響を与える欠陥がないことを確認する。 

・確認方法：可視可能範囲について据付状態を目視にて確認する。 

・その他注意事項として使用前検査のときから変更したポイントとして「原

子炉容器、仮設足場を必要とする個所、案内管に挿入された部分等は、人が

容易にアクセスできないことから外観及び据付状態は変わらない。従って、

アクセス可能範囲とは、人のアクセスが容易で、かつ常設の足場、踊り場か

ら可視できる範囲（遠隔目視を含む範囲）を指す。」との記載が追加され、

以降のもんじゅ設備点検における検査要領書段階での外観点検の基本的な

確認方法となった。 

・「設備健全性確認計画書」や「健全性確認要領書」は運転中の計画ではな

いが、点検方法、劣化モード想定はもんじゅ内で設備保全の基本と考えられ

ていた。 

○平成 19 年 8 月 9 日 

プラント保全部が「設備健全性確認において保温材外面から外観検査を行

う場合の観点につて」（エンジニアリングシート）を発行。 

長期停止プラントの設備健全性確認計画書等に従って、健全性確認として

保温材外面から外観検査を行う場合、「保温材外表面に著しい変形がないこ

と」について統一的見解をまとめ、これに従い外観検査を行うこととした。

これも以降のもんじゅ設備点検における保温材敷設機器・配管の確認方法と

なった。 

○平成 20 年 12 月 26 日 

保全計画（Rev.0）承認 

・1 次主冷却系配管、炉外燃料貯蔵槽 1 次補助ナトリウム系配管等について

は、点検内容は、外観点検（ISI 定期検査）、体積試験（ISI 定期検査）、ま

た、点検時期／頻度は、外観点検：33％／10 年、体積試験：3 箇所／10 年

となっており ISI（供用期間中検査）に重点が置かれていた。 

・原子炉補機冷却海水系配管については、点検内容：外観検査、簡易点検、

解放点検が定められ、減肉については必要に応じて肉厚測定を行うとして運

用を開始した。 
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○平成 21 年 11 月 

保全計画（Rev.3）承認 

・1 次主冷却系配管の点検内容について、ISI がなくなり外観点検を 5 年毎

の頻度で行うよう改正された。 

○平成 25 年 11 月 19 日 

「保安措置命令報告書（その 2）」を原子力規制委員会へ報告。 

・報告内容：国の措置命令に対し、保守管理体制及び品質保証体制を再構築

するとともに、保全計画の見直しを行ったことを報告した。 

○平成 26 年 1 月 9 日 

平成 25 年 11 月 19 日に提出した報告書（その 2）に記載されている保全計

画見直し（Rev.15）に対する誤りについて原子力規制庁へ報告。 

・報告内容：保安措置命令に対する報告書に記載されている保全計画のデー

タに、現時点までに 804 件の誤りが確認されたため、不適合手続きを実施し

ている。 

今後、これらについてデータを精査するとともに、同様の問題がないか改

めて確認する予定。 

○平成 26 年 1 月 15 日 

原子力規制委員会（平成25年度第28回）において保全計画見直し（Rev.15）
に対する誤りについて報告。 

・原子力規制委員会の見解「原子力機構が、保全計画の内容について確認作

業を行っている状況でありながら、委員会に対し措置が完了した旨報告を行

った事実は、もんじゅに係る機構の保守管理体制及び品質保証体制の再構築

が未だ不十分であることを示すもの。保守管理体制及び品質保証体制の再構

築、保全計画の見直し等に係る委員からの命令に関し適切に対応し改善され

ることが必要である。」 

○平成 26 年 1 月 22 日 

平成 26 年 1 月 15 日の原子力規制委員会見解を受けて、保全計画改善検

討委員会の準備の位置付けで、保全計画（Rev.15）に多数の誤りが発生し

た要因を調べ対策に反映するため、運営管理室が「保守管理担当課員からの

意見聴取」についての要領作成及び保守管理担当課員（TL・主査～一般職）

へのインタビュー。  

その結果のまとめは以下のとおり。 

・位置付け、考え方等の対応方針について、所員間の隔たりが大きく、相互

理解が十分にできていないこと。 

・工程・作業管理、作業要領書類・システム等の問題も出ているが、コミュ

ニケーションに係る課題が最も重大かつ根深い問題であること。 
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・対策については、先ずは関係者間での意識合わせを徹底することにより、

各職域、職層における歯車が相互に噛み合う状態に復帰することが必要。 

○平成 26 年 1 月 23 日 

保全計画改善検討委員会（準備会）開催。 

・主な参加者：理事、所長、所長代理、副所長、運営管理室長、品質保証室

長、プラント保全部長、企画調整部長他。 

・配布資料：保全計画改善実施計画書（案）、点検計画の改善について（案） 

（主な議事内容）。 

・本日の確認を以て「保全計画改善実施計画書」を早急に起案し、所長を委

員長とする「保全計画改善検討委員会（仮称）」を立ち上げること。 

・本日の議論を踏まえて、保全計画の見直し作業工程について詳細化するこ

と。 

・今回のミスの要因を踏まえて作業要領書を作成すること。 

○平成 26 年 1 月 24 日 

第 1 回保全計画点検・改善小委員会開催 （後のもんじゅ安全改革小委員

会）。 

・主な参加者：理事長、副理事長、理事、監事、経営企画部長、所長、所長

代理、副所長他。 

・事務局：もんじゅ安全・改革室。 

・平成 25 年度に見直しを行った高速増殖原型炉「もんじゅ」における保全

計画において、多くの誤入力が確認されたため、保全計画の徹底的な確認作

業を実施する。その指導、進捗管理を行うことを目的に設置。 

（主な議事内容） 

・当面の作業体制、方針、原因に関する調査状況、今後の見直し方針につい

て議論し、保全活動本来の趣旨に沿った考え方を整理し、見直し作業を位置

付けて、保全担当部署が納得できる作業人工と工程を精査し、小委員会で議

論する。 

○平成 26 年 1 月 24 日 

第 0 回保全計画改善タスクフォース（以下「TF」という。）開催。 

・主な参加者：所長代理、運営管理室長他。 

・TF の準備会として開催。 

・保全計画改正の失敗要因を集め、今後の改善に反映するとともに、各課の

コア要員を決めて、作業要領を議論し、現実的な作業内容・工程とする。 

○平成 26 年 1 月 28 日 

第 1 回 保全計画改善 TF 
・主な参加者：理事、所長代理、運営管理室長、プラント保全部長、企画調
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整部長他。 

（主な議事内容） 

・保全計画改善の作業方針、作業工程を検討。 

・1／30 の改善検討委員会では、作業方針（案）と作業計画のたたき台を提

示する。 

・半年程度の作業期間で実施するのであれば、全体の計画と 3 月までに何が

できるかを分かるようにしておく必要がある。 

・保全計画の改正を R16、R17 の 2 ステップで実施するのであれば、R16
の位置付けについて外部に説明できるよう明確にしておく必要がある。また、

作業を行う担当レベルに説明しなければいけない。 

・保全計画の改善作業を行った時、改善点が多数出てくることが予想される

が、計画段階から不適合とするものを例示し、作業段階で仕分けしておく必

要がある。 

○平成 26 年 1 月 28 日 

所長より本件について課題発生時対応要領で対応するよう運営管理室長

へ指示。 

・課題発生時対応要領：保安規定に基づく所長承認文書で、もんじゅにおい

て組織全体に係る課題が発生した場合に、安全、適確かつ迅速な課題解決を

行うために定めた要領。 

○平成 26 年 1 月 29 日 

課題発生報告・承認書の承認。 

・課題発生報告・承認書：平成 26 年 1 月 15 日の原子力規制委員会での報

告を受け、この誤りについては、品質管理において重大な課題と捉え、保全

計画の徹底的な改善を実施する必要がある。 

○平成 26 年 1 月 30 日 

第 1 回保全計画改善検討委員会開催。 

・主な参加者：理事、所長、所長代理、副所長、運営管理室長、品質保証室

長、プラント保全部長、もんじゅ安全・改革室長、発電用原子炉主任技術者

他。 

・事務局：運営管理室。 

（主な議事内容） 

・点検計画の確認内容について、保全計画点検・改善小委員会では全ての管

理項目を対象に確認することとしている。今回の資料では確認対象の範囲が

よくわからないため見直すこと。確認項目と確認方法を明確にすること。 

・確認内容の詳細表について、確認対象は全項目である。誤解されないよう

“必須項目”の欄は削除するとともに各々の確認方法を記載すること。 
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・チェックは、点検計画をベースとして、設備図書等との突き合わせを行う。

設備図書等から点検計画への反映が必要な事項が確認された場合は、その都

度、点検計画の見直しを行う。 

・機器名称、機器番号、機器個数については、点検計画を正として設備図書

等と照合する。 

・要領作成は、誰でも機械的に作業でき品質を一定にできるよう、明解な作

業要領書の作成（作成例：例題を明示する。準拠する基準について、法令、

ES、メーカー設計基準等多様であるので、要領書で確認手法を明確にする）

を目指す。そのためにはある程度の時間を要する。 

・保全重要度の確認は、設備機器に係る運用面での冗長性を確認する必要が

あるため、発電課にお願いする。 

・担当課に作業依頼をするまでの段取りを確実に行うこと。過去のように所

大チェック開始時の準備不足による作業開始の遅れ等を繰り返さないこと。 

・見直し作業に投入する人員（全 15 チームでプラント保全部 20 名、他部

署 10 名）及び作業日程の見積もりについて、今後、他事業所からの協力も

考えられることから、超勤や休息時間も考慮してより現実的な積み上げとす

ること。また、3 月の保安検査準備及び対応と本件の人員配置も考慮のこと。

なお、メーカーの人工については契約の関係もあり今回の点検作業では考慮

していない。 

・要領書の作成段階からチェック員を参画させ、その後実施する点検作業が

スムーズに行くようにすること。 

・今後、機械設備でリハーサルを行い、日程見積りの精度を高めていく。 

○平成 26 年 3 月 4 日～同年 12 月 6 日 

点検計画改善作業計画書承認、ローラー作戦開始。 

目的：点検機器の確認及び点検の実施結果を踏まえ、点検超過機器を出さな

いように管理できる保全計画を作成するため、保全計画の改正を行った。し

かしながら、改正した保全計画（点検計画部分）にミスが多数発見されたこ

とを踏まえ、点検計画に記載している 22 項目全ての記載内容を点検し、適

正な点検計画とすることを目的とする。このため本 RCA 報告書に関連する

「点検計画の実績部の確認作業要領書」、「点検計画「一式」表記の再確認作

業要領書」、「点検計画の計画部に係る項目の確認作業」を含めて最終的には

合計 11 種類の確認作業要領書を策定しローラー作戦を開始した。 

ただし、実態として 2 月 20 日から先行して「点検計画の計画に係る項目

の確認作業要領書」に係る確認作業を開始していた。 

○平成 26 年 3 月 26 日（平成 25 年度第 4 回保安検査期間中） 

同上保安検査における抜き打ち検査で、配管支持構造物の点検に関し「支
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持構造物の点検は、アイソメ図がなければ、物と場所を特定できないが、点

検要領書及び成績書にはアイソメ図がない。この点について、7 月～9 月の

所大チェックで疑義リストに上がったか。上がっていたとしたら担当課でど

のように処置されたか説明すること」とのコメントを受けた。 

○平成 26 年 3 月 28 日（同上） 

保安検査官からもんじゅに対して平成 24 年度第 4 回保安検査「保安規定

違反事項判定表」が提示された。 

事象の詳細と問題点（検査指摘内容） 

・配管支持構造物について「一式」表記の記録が残されているのみで、支持

構造物の番号、支持構造物の種類、支持点及び支持方向等が記録されていな

い。 

・「一式」での目視確認以外の点検が実施されていない等から、所定の機能

を発揮しうるかの観点からの点検が行われていない。 

○平成 26 年 4 月 1 日 

改善作業チーム主幹より機械保修課長他に、「点検計画の実績部の確認作

業要領書（案）」をメール配信。この時点では、保安検査における配管支持

構造物の指摘事項は含まれていなかった。 

○平成 26 年 4 月 4 日 

3 月 26 日のコメントは保安検査期間中に回答することができず、4 月 4
日になって以下のように回答した。 

当該機器の外観点検については配管系統図の配管、機器に接続されている

配管支持構造物を確認することで配管支持構造物一式の外観を確認してい

る。今回選定された支持構造物 SNM－150－394A については 1 次 Ar ガス

系配管の支持構造物であり、1 次 Ar ガス系の系統図上の配管を支持してい

ることが配管系統図および配管サポートアイソメ図では特定されるが、ご指

摘いただいたように要領書は機器を個別に特定できていない。本支持構造物

の点検については、機器個別の特定について不十分であったことから不適合

を発行することとする。 

当該機器については機器個別の特定について不十分であることから不適

合管理とするものの、配管、機器に接続されている支持構造物一式の点検は

実施していることから、その点検記録は次回点検終了まで特別採用とする。 

次回の外観点検は、プラント工程（ドレン含む)に組み込んで平成 26 年度

内に速やかに行うこととし、その際には点検要領書・成績書で機器を個別に

特定できるようにする。 

また、7 月～9 月の所大チェックの疑義リストで当該支持装置に疑義は上

がっていない。これは、所大チェックのチェック事項の一つは｢機器名称及
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び機器番号にて機器が特定できる｣という項目だが、点検計画の記載も記録

上の記載も｢支持構造物｣であることから機器名称が一致しており特定でき

ると判断したものと推定される。 

○平成 26 年 4 月 8 日 

もんじゅの回答に対して、原子力規制庁から「1 次 Ar ガス系支持構造物の

外観点検を記録として有効と考えるか否か回答すること。不適合を発行する

のであれば点検実績を削除することで良いか回答すること」との再度のコメ

ントがあった。 

○平成 26 年 4 月 9 日 

上記コメントを踏まえ、4 月 4 日コメント回答内容を修正し、以下のとお

り回答した。 

・当該機器の外観点検（平成 25 年 2 月 20 日実施）について担当者は、要

領書及び配管系統図を用いて配管、機器を特定し、現場の配管を追いかけな

がらすべての支持構造物を確認した。 

・支持構造物の外観点検は実施しており点検記録も有効と考えていたが、当

該機器を特定できるようになっていないことから点検記録として有効でな

いものとして扱い、不適合管理を行ったうえで今後見直しを行う点検計画の

実績からは削除する。 

○平成 26 年 4 月 9 日、4 月 14 日 

保修計画課長から機械保修課長と燃料環境課長宛てに、電子メールで以下

のとおり調査依頼を発信。 

・平成 25 年度第 4 回保安検査での 1 次 Ar ガス系配管支持構造物に係る指

摘事項を踏まえ、他設備での類似事象に関する調査方法を定める。 

調査範囲は以下のとおり。 

・点検計画 Rev.15 において｢機器個数｣の記載が、｢式｣、｢群｣、｢組｣等の点

検対象機器が特定されにくいと推定される機器のうち、現時点での未点検機

器の発生の有無を調査する観点で、点検間隔／頻度が｢64M｣以下の機器を対

象とする。 

・抽出した機器について、直近の点検実績の確認を、点検対象機器の特定が

可能かの観点から実施する。この結果、未点検機器（現在超過）かを確認す

ること。 

・4 月 9 日の調査で、機器個数の誤記による抜け落ちの可能性が生じたこと

から 4 月 14 日になって更に追加調査依頼を発信。 

○平成 26 年 4 月 10 日 

第 6 回保全計画改善検討委員会において、保安検査での指摘を踏まえた課題

と対応として、以下の議論と指示があった。 
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・点検結果が記録から読めないものに対して、品質保証の視点から点検実績

として成立するか否かの観点からの点検実績再確認。 

・「一式」管理している機器の内訳と点検実績の確認。 

・点検実績確認の作業方針・作業要領書作成等。 

○平成 26 年 4 月 10 日 

第 3 回 TF にて、点検計画 Rev.15 にて、「一式」で機器個数が式、群、ユ

ニット等の特定しにくい機器（64M 以下）の数が報告された。 

・機械保修課約 250、電気保修課約 500、燃料環境課約 170、施設保全課約

150、安全管理課 12。 

・改善作業チーム主幹が、点検実績部の確認作業の試作業結果（点検計画 1
行あたりのおおよそのチェック作業時間）や作業実施時の課題についてメー

ルで配信。 

〇平成 26 年 4 月 16 日 

第 4 回原子力規制委員会にて「高速増殖原型炉もんじゅにおける点検時期

超過事案に係る原子炉等規制法に基づく命令に対する日本原子力研究開発

機構の対応状況について」が報告された。ここでもんじゅについて、 

・今回（平成 25 年度第 4 回）の保安検査で確認した内容は、原子力機構が

昨年（平成 25 年）11 月 19 日に完了したとする保守管理体制及び品質保証

体制の再構築並びに保全計画が未だ途上であることを示すものである。 

・根本原因分析を再検討することが必要。 

との指摘を受けた。 

〇平成 26 年 4 月 16 日 

第 13 回保全計画点検・改善小委員会開催。 

・主な参加者：理事長、所長（副理事長）、理事、監事他。 

・事務局：もんじゅ安全・改革室。 

保安検査で受けた指摘について、点検は実施していることを主張した上で、

点検実績は削除しなくてもよい方向で規制庁と再度交渉すること。 

・ただし、指摘された機器については水平展開を実施し該当する機器は速や

かに再点検ができる準備を行うこと。 

・具体的対応についてはもんじゅ所長が責任をもってまとめること。 

との結論となった。 

〇平成 26 年 4 月 16 日～同年 9 月 18 日【平成 26 年 4 月 16 日～同年 9 月 18
日に行われた保安検査、保安調査、保安検査官との面談等を踏まえた配管支

持構造物の指摘への対応まとめ】 

平成 25 年度第 4 回保安検査における配管支持構造物の指摘（未点検状態に

ある設備の認識について）に関しては、この後の平成 26 年度第 1 回及び第
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2 回保安検査、平成 26 年 5 月に行われた「1 次系配管支持構造物に係る保

安調査」、原子力規制庁との面談や、その後の保安検査官への説明等を通じ

て、未点検状態にある設備に関する認識を共有した。 

なお、4 月 16 日以降、原子力規制委員会で保安検査実施状況が公表される

5 月 12 日（5 月 14 日原子力委員会報告）までの間、もんじゅでは配管支持

装置に関する指摘への対応に追われ、ローラー作戦（点検計画の実績部の確

認作業の準備）は実質的にほとんど進行しなかった。 

〇平成 26 年 5 月 13 日 

プラント保全部主席より保全管理課、保修計画課に対して、以下の内容につ

いて指示するメールが発信された。 

・ローラー作戦（点検計画の実績部の確認作業）を早急に立ち上げること。 

・各課が現在やっている外観点検が、保安検査で指摘されたような問題を含

んでいないものになっているかどうかチェックすること。 

・保修計画課主導で行うこと。 

〇平成 26 年 5 月 14 日 

第 7 回原子力規制委員会にて「平成 25 年度第 4 四半期の保安検査の実施状

況について」が報告された。ここでもんじゅについては、クラス 1 機器を含

む安全重要度の高い1次主冷却系及び1次アルゴンガス系の配管支持構造物

について、点検要領書に基づき可視可能範囲での外観点検は実施されていた

が、一部の配管支持構造物の点検が実施されていない等、以下の観点から保

全計画上の点検としては不十分であったと報告された。 

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの

点検(作動性等の確認)を行うことが点検要領書に記載されていない。 

・保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点検することになってい

るにも関わらず、点検要領書では可視可能範囲を対象とし、それ以外の点検

が実施されていない。 

・点検結果が｢一式｣として記録され、個々の支持構造物を特定できるように

支持構造物別に記録されていない。 

として、配管支持構造物の点検について具体的な指摘があり、保安規定違反

とされた。 

〇平成 26 年 5 月 19 日 

5 月 13 日のプラント保全部主席よりの指示メールに対して、保修計画課員

から以下の内容についての回答メールが発信された。 

・保安検査コメント、その他懸案事項、配管支持構造物の指摘をまとめた。

また、これ以外の懸案事項は、設備担当課からの意見吸上げ結果から保安検

査のコメント回答でカバーできないものまでまとめた。 
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・支持構造物の指摘は、保安検査報告書から拾い出した。 

・今回の再点検が「配管支持構造物としての機能が発揮しうる状態にあるか

否かの観点から点検（作動性の確認）を行うことが点検要領に記載されてい

ない。」との視点からの点検が行われているかどうか懸念する。 

〇平成 26 年 5 月 26 日 

・改善作業チーム主幹が、これまでの点検計画実績部確認（ローラー作戦）

に関するメールや調査等を踏まえて作業要領書案をまとめ、関係者へメール

で配信した。 

・実績部のローラー作戦の要領書は、平成 25 年度第 4 回保安検査の指摘を

受けたことから、その指摘に関する水平展開を取り入れることとなった。 

・この実績部の確認では、平成 25 年度第 4 回の保安検査で指摘された事項

と所の対応方針を整理し、「点検計画の実績部の確認作業要領書」を作成し

た。 

・この実績部の確認作業要領書の案では、「添付資料－5 確認作業時留意事

項リスト」に「⑤点検計画の点検対象を全て点検していること」とされ「点

検要領書の段階で可視可能範囲等に限定していないこと」と記載されていた。 

・平成 25 年度第 4 回保安検査において指摘があってから、実績部の確認作

業要領書（平成 26 年 6 月 4 日）が作成されるまで、3 ヶ月間要したのは、

保安検査のコメント（108 項目）の対応や、先行プラント（原電）の点検計

画の調査等により、時間がかかったためである。 

〇平成 26 年 5 月 27 日 

・要領書打ち合わせ。 

・出席者：改善作業チームに属する機械保修課副主幹、燃料環境課 TL、施

設保全課員他。 

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」の作成時は、保全計画改善事務局

内でレビューし、各課取りまとめ者との検討会で説明した。 

（要領書打ち合わせ時の視認不可部の認識） 

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」は、保全計画改善チーム内でレビ

ューしている。 

・実績部の確認作業要領書中の確認作業時チェックシート⑤の「ただし」書

きの部分＊4は、要領書の作成段階で、燃料環境課 TL（燃料環境課とりまと

め担当）から既に据付けてある縦型ポンプ等の外観検要領書において可視可

能範囲で検査するという記述があり、外からは見えない箇所もあるため、こ

のような場合には、問題ないのではないかという旨の議論があったことから、

記述を追加した。このため、要領書を取りまとめた事務局では、ただし書き

の部分は上述のようなものとして共通の認識となっていた。 
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・燃料環境課の縦型ポンプ等の外観検査要領書では、検査対象となる機器配

管個々に点検範囲を「可視可能範囲」としており、このままでは燃料環境課

所掌の機器配管が全て抽出対象になってしまうことから、燃料環境課 TL は

抽出対象から除外するようコメントした。 

・上記のコメントした燃料環境課 TL をはじめ改善作業チーム員は、支持構

造物での機器の識別がなされていないことや、視認不可部が存在していると

の指摘内容は理解していたが、配管は連続した機器であり、支持構造物に対

する指摘には適用されないと認識していた。 

・同日中に要領打ち合わせ時の質問事項について関係者へメール発信した。 

 

＊4）要領書中のチェックシート⑤の「ただし」書きの部分とは、実績部の確認作業要領

書中の添付資料‐5 確認作業時チェックリストにある記述であり、要領打ち合わせの結

果により追加されたものである。そこには、以下のように記載されていた。 

⑤点検計画の点検対象を全て点検しているか。 

 ・点検要領書の段階で可視可能範囲等に限定している。（例：点検計画では支持構造物

（一式）を外観点検すると記載しているが、要領書において「可視可能範囲な支持構

造物」としている。ただし、機器毎の外観点検要領で据付状態で可視可能範囲を点検

するとしている場合は良しとする。） 

 

このため、実際に確認作業にあたった者の中には、「機器毎の外観点検要

領で据付状態で可視可能範囲を点検するとしている場合は良しとする」との

記載を見て、外観点検要領書や検査記録に可視可能範囲としていても問題が

あるとは考えず、抽出できなかった。 

〇平成 26 年 5 月 30 日 

・5 月 27 日の要領書打ち合わせ結果を反映した実績部確認作業要領書の案

を関係者へメールで配信した。 

・この実績部確認作業要領書に燃料環境課 TL からの除外範囲を追加するコ

メントを反映したが、追加した「ただし書き」は、「可視可能範囲」と限定

した条件でも良しと解釈できるような文章となっていた。 

・改善作業チーム事務局は、実績部の確認作業要領書の策定段階で、要件を

満たさない点検計画の各項目（タスク）を抽出できるか確認すべきであった

が、当該要領書の策定前に行った試作業が単に作業時間の算出にとどまった

ことや、コメント反映後に検証を行っていない等業務プロセスの妥当性確認

が十分でなかったため、当該要領書があいまいな記載であることに気付かな

かった。 

第 10 回保全計画改善検討委員会開催。 
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・主な参加者：所長（副理事長）、所長代理、副所長、プラント管理部長、

プラント保全部長、品室保証室長他。 

・議題の一つとして実績部の確認作業要領書の要約版が審議されたが特にコ

メント等はなかった。 

〇平成 26 年 6 月 2 日 

第 215 回安全技術検討会開催。 

・主な参加者：プラント保全部次長、保全管理課長、燃料管理課長代理、改

善チーム主幹、技術専門職他 

・実績部の確認作業要領書について審議されたが、ただし書きについての議

論はなかった。 

〇平成 26 年 6 月 3 日 

第 4 回保全計画改善 TF 開催。 

・主な参加者：所長代理、プラント保全部長、プラント保全部次長、プラン

ト保全部主席、改善作業チーム主幹他。 

・実績部の確認作業要領書の審議では、作業時確認チェックシート各項目に

関して、説明が行われた。その際、ただし書きの部分について質問があり、

燃料環境課からのコメントが反映された旨説明したがそれ以上の議論はな

かった。 

・所長代理の配管視認不可部の認識は、配管に関しては連続性があり、見え

る範囲で点検すれば良いと考えていた。 

〇平成 26 年 6 月 4 日 

・実績部の確認作業要領書の燃料環境課長、機械保修課長等確認、プラント

保全部長承認。 

・機械保修課長は、当該要領書確認において、配管については保温部や貫通

部があり点検できない箇所があることは認識しつつも、連続性があること、

系統図で色塗りされて識別が図られていること、保安検査でも確認されてい

ること、との理由から、可視可能な範囲の点検だけで健全性は説明可能だと

思っていた。 

・プラント保全部長は、要領書はプラント保全部内で何度も議論されて作成

しており、安全技術検討会や TF でも審議され、プラント保全部次長からも

説明を受けているため、問題ないとした。 

〇平成 26 年 6 月 4 日～同年 9 月 5 日（この後、実績部の確認作業その 2 を 10
月 14 日から 10 月 28 日まで実施） 

点検計画の実績部の確認作業開始。 

・本確認作業の内容は、直近の点検実績の点検報告書等（点検報告書が未作

成の場合は品質記録とする）の点検実績エビデンスと点検実施時に運用して
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いた点検計画の記載項目の実績に係る 6 項目（点検項目、点検内容、最新デ

ータ項目、管理基準、確認・評価方法、点検実績（直近））の記載内容を照

合し、点検計画に記載のある点検を実施しているかどうかを確認し、不十分

な点検記録の機器を抽出する。また、併せて点検計画 Rev.15 の実績部の上

記 6 項目の記載内容を点検し、適正な点検計画案を作成するというもの。 

〇平成 26 年 6 月 23 日 

第 6 回保全計画改善 TF。 

・主な参加者：所長代理、副所長、プラント保全部次長、運営管理室長代理

他。 

・確認作業によって、本来抽出されるべき配管の外観点検が可視可能範囲等

に限定していることが抽出されていないことについて議論されることはな

かった。 

〇平成 26 年 6 月 26 日 

点検計画「一式」表記の再確認作業要領書を承認し、即日作業開始。 

〇平成 26 年 8 月 6 日 

点検計画「一式」表記の再確認作業報告書をプラント保全部長承認、点検計

画を改定するための一式表記に係る「変更点リスト」取りまとめ開始。 

再確認の結果は、最終的に平成 26 年 12 月 17 日の保全計画改訂（Rev.17）
へ反映した。 

第 19 回原子力規制委員会において「平成 26 年度第 1 四半期保安検査の実

施状況について」が審議され、以下のとおり報告された。 

・未点検状態の配管支持構造物については、A セル室内の配管支持構造物の

点検結果を基に健全性評価が行われていることを確認した。しかしながら、

配管支持構造物の再点検に関する不適合報告書は、いずれも作業終了後に発

行され、また、再点検に関する不適合報告書には未点検状態の配管支持構造

物があることの記載がなく、その処置の記載もなかった。このように、未点

検状態の配管支持構造物が存在しているにも関わらず、未点検であることを

識別せず、未点検に対する処置が明確にされていなかった。 

〇平成 26 年 9 月 5 日 

点検計画の実績部の確認作業終了。この結果を基に点検計画を改定するため

の「変更点リスト」取りまとめ開始。 

〇平成 26 年 9 月 16 日～18 日 

平成 26 年度第 2 回保安検査において、懸案となっていた配管支持構造物に

関して未点検状態にある設備の認識についてのコメント回答内容を説明し、

以下のとおりまとめ保安検査官に提示した。 

未点検状態にある設備：健全性について保守管理がなされていない設備（規
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制庁と機構が確認した認識） 

【配管支持構造物における未点検個所への認識と認識に基づく対応】 

・視認不可部は点検計画の中で極めてあいまいな取扱いであり、視認不可部

の健全性を確認することに点検作業者の意識が向かない状況にあった。 

・平成 25 年度第 4 回保安検査において、検査官指摘により、個別設備が記

録上判別できない点検計画、点検記録になっていることを認識したが、問題

意識は個々の設備の特定不可に留まり、この時点でも「未点検にある設備」

への認識は希薄であった。 

・平成 26 年度第 1 回保安検査及び 4 月～5 月中旬の A セル点検を通じて、

視認不可部の健全性について保守管理がなされていない「未点検状態にある」

との認識を持った。（不適合報告書 14-5R1） 

【点検不十分な設備、未点検状態にある設備の呼称について】 

・原子力機構が過去の調査等で使用した「未点検設備」とは、点検計画、点

検要領通りに点検が行われていない設備を指した。 

・不適合管理の起点として不適合を識別するためには、呼称に関わらず、不

適合の除去、是正措置、予防措置が的確に行われるよう、不適合の認識をよ

り具体的、明確に記述する必要があるとの認識に至った。（不適合報告書

14-5R2） 

【機構における「未点検状態にある設備」解消に向けた対応について】 

・保全計画見直し作業における点検記録及び保全の有効性評価の確認作業等

では、1 次系支持構造物点検不備に関する要因分析結果を反映している。  

・「未点検状態にある設備」についても、不適合報告書「1 次主冷却系等配

管支持構造物外観点検の不備について」における課題認識、その水平展開に

より対応している。 

・上記作業結果を踏まえ、今後、必要な点検計画、点検要領の見直しを行い

つつ、「未点検状態にある設備」の摘出、不適合処理を行い、適切な点検計

画作成、速やかな着手及び必要な技術評価により、規制委員会からの命令（平

成 24 年 12 月）である「未点検機器」の解消を行う。 

〇平成 26 年 10 月 14 日～同年 10 月 28 日 

点検計画の実績部の確認作業（その 2）（制定：平成 26 年 10 月 14 日) 

・平成 26 年 6 月 4 日から同年 9 月 5 日まで実施した点検実績部の確認にお

いては「点検項目」及び「点検内容」について、確認の対象となっていなか

った。このため、当該項目における保全方式との整合性及び記載表現の誤り

の有無について確認を行う。 

〇平成 26 年 12 月 13 日 

プラント保全部安全技術検討会開催。 
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主な参加者：プラント保全部次長、保全管理課長、保全計画課長、機械保修

課長、燃料環境課長他。 

・機械保修課は、実績部の確認作業は点検計画を綺麗にするという目的で実

施したが、配管支持構造物と同様な指摘を、他の機器に関しても今後、指摘

されるかもしれないと考えていた。しかしながら、配管支持構造物の保安検

査での指摘の対応で他の機器まで検討する余裕はなく、点検計画については

保安検査で指摘された配管支持構造物に着目した改正となった。 

・プラント保全部は、保全計画 Rev.17 改正について、配管についての改定

の検討を行うことはなかった。配管はこれまでの保安検査で確認がなされて

おり、配管の確認箇所（系統図への色塗り等）と、その記録が問題なければ

良いと判断していた。 

〇平成 26 年 12 月 17 日 

保安管理専門委員会開催、保全計画 Rev.17 制定。 

主な参加者：所長、所長代理、副所長、品質保証室長、プラント保全部長、

プラント保全部次長、保全管理課長、保全計画課長、もんじゅ安全・改革室

長、発電用原子炉主任技術者他。 

・1 次主冷却系配管等の安全上重要な配管（クラス 1 機器）の外観検査につ

いて床、壁貫通部、高所に設置されている等、視認不可部があるにも関わら

ず、点検記録では視認不可部の健全性に関する評価も行われていないことに

ついて抽出されることはなかった。 

・機械保修課は、「一式」表記の再確認作業によって配管も配管支持装置と

同様に「一式」と表記されており、対応の必要性について言及していること

は知っていたが、保安検査で指摘された配管支持構造物の対応に追われてい

る状況であり、配管に関して対応しなかった。 

・機械保修課は、もし配管が未点検となれば、プラント保全部全課に波及し

影響も大きいとの懸念はあったが、配管は構造的に連続性があるため、可視

部を確認していれば、視認不可部も健全であろうと認識していたこと、また、

色塗りの配管系統図が過去の保安検査で記録として確認されていたという

ことの 2 点によって保安検査において説明できるものと考えていた。 

〇平成 26 年 12 月 22 日 

保安措置命令に対する報告書提出。 

〇平成 27 年 3 月 2 日 

保安検査の対象となるクラス 1 配管の検査記録について所長の確認を受け

た結果、配管について視認不可部の特定及び健全性評価の未実施であるとの

所長からの指摘を受け不適合報告を作成することとした。所長の認識は以下

のとおり。 
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・ローラー作戦から上がってくる結果において、技術評価の内容を確認する

機会があったが、保安検査では通らないような評価となっており、評価のレ

ベルが十分でなかった。 

・配管の視認不可部の健全性について相談を受けたのが保安検査の直前であ

った。次世代部門に軽水炉や世間一般に配管の点検方法についてどのように

なっているか調査を依頼した。しかし、調査内容をまとめるのに時間がなく、

保安検査を受けることになった。 

・ローラー作戦にて「一式」調査も含まれて実施していると認識している。

しかし、平成 26 年度第 4 回保安検査前の確認にて、ローラー作戦からは「配

管支持構造物」のみが上がっている結果となっていた。同様に「一式」と記

載のある床ライナ等についても、要領書の中に確認する項目があるにも関わ

らず、抽出されていなかった。 

・配管系統図を色分け表示したことは、識別としては正しい。ただ、視認不

可部がある所の健全性評価については、評価結果がなければアウトである。

色塗りでも点検対象がわかれば、識別としては OK であるが、視認不可部の

ところに関して、類似の機器の点検結果や健全性評価をした結果がなければ、

点検記録としてはアウトである。 

・保安検査の直前に配管に関する点検状況について確認を行った。その際、

プラント保全部長及び機械保修課長から、「配管は連続性があり、機器を特

定するという観点では説明できる」と説明があった。しかし、視認不可部の

健全性は評価していないとの事だったので、それでは配管支持装置の一式と

同様であることから不適合報告を出すよう判断し、所長として指示をした。 

・配管に関しては、プラント保全部長も機械保修課長も点検記録が不十分で

あることを気付いていたはず。機械保修課は、配管支持構造物の指摘対応で、

予算も時間もない中で配管に関しては、上記のような整理をしたのだと思っ

た。 

〇平成 27 年 3 月 6 日（平成 26 年度第 4 回保安検査期間中） 

不適合報告書 14－174（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検

状態機器の確認）認知日：平成 27 年 3 月 2 日、作成日：平成 27 年 3 月 5
日、承認日：平成 27 年 3 月 6 日 

・機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管支持構造物の是正処置の水

平展開を確実に実施すべきであったが、配管において視認不可部の識別と当

該部の評価を実施していないことが再発した。（問題事象 A1） 

・機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において保温材

が敷設された配管の外表面を直接確認できない場合には、健全性を評価して

確認しなければならなかったが、実施していなかった。（問題事象 A2） 
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・機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において、高所・

貫通部、保温材敷設部等、配管の点検範囲の一部若しくは、全てが視認不可

である部分の識別を行わなければならなかったが、実施していなかった。（問

題事象 A3） 

・機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検の点検記録にお

いて、視認不可部の識別を実施し、視認不可部について健全性の評価を行わ

なければならなかったが、評価を実施していなかった。（問題事象 A4） 

・機械保修課は、点検計画の配管の外観点検の管理基準に「外観状態に異常

等なし（腐食・減肉の進行状況に応じて肉厚測定を実施）」と記載してあり、

外面で異常が認められなかったことから、肉厚測定を行わなかった。（問題

事象 B） 

〇平成 27 年 3 月 20 日 

平成 26年度第 4回保安検査保安規定違反判定表（整理番号：26－4－も－2）
受領 

（安全上重要な配管の肉厚測定未実施） 

・安全重要度の高い機器について、クラス 1 機器である原子炉補機冷却水系

配管の肉厚測定を 16 ヶ月毎に実施することが点検計画に定められているに

も関わらず、保全計画を策定して以降、保全計画に基づく肉厚測定を一度も

実施しておらずその実績管理も不備である。 

（安全上重要な配管等の外観検査の不備） 

・1 次主冷却系、2 次主冷却系、補助冷却系及び補機冷却水系の安全上重要

な配管（クラス 1 機器）の外観点検について床・壁の貫通部、高所に設置さ

れている等、視認不可部があるにも関わらず、点検結果記録では視認不可部

の識別がなされておらず、視認不可部の健全性に関する評価も実施されてい

ないことが判明した。 

・安全上重要な配管等の外観検査の不備に関する事項は平成 25 年度第 4 回

保安検査において、視認不可部にある配管支持構造物が未点検であることを

指摘している違反事項と本質的に同一である。 

不適合報告書 14-174R1（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点

検状態機器の確認）認知日：平成 27 年 3 月 2 日、作成日：平成 27 年 3 月 8
日、承認日：平成 27 年 3 月 20 日 

・低温停止状態で、プラント安全に係る機能要求である崩壊熱の除去に必要

な系統（1 次主冷却系、2 次主冷却系、補助冷却設備、原子炉補機冷却水系、

原子炉補機冷却海水系）の配管について、不適合を特定したことから、不適

合の内容、除去を系統毎に具体的内容に整理した。 

〇平成 27 年 8 月 31 日 
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不適合報告書 14-174R4（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点

検状態機器の確認）認知日：平成 27 年 3 月 2 日、作成日：平成 27 年 8 月

17 日、承認日：平成 27 年 8 月 31 日 

・本不適合報告書の R1 の処置として、クラス 1 を含む配管の外観点検につ

いて類似事案がないかの調査を行い不適合内容を特定した。 

・不適合の発端は、平成 26 年度第 4 回保安検査に向け、クラス 1 機器に対

し点検の実施状況を確認し、配管の外観点検で、点検計画には確認できない

箇所の取扱いに関する記載がないが、点検要領書で可視可能範囲を対象とし

て点検していることがわかり、点検計画と実際の点検において不整合が確認

された。不整合を発生させた対象の課は、機械保修課、施設保全課、燃料環

境課であった。 

（不適合の内容） 

・外観点検について点検計画に定める点検内容では、保温材敷設部について

保温材表面からの確認方法を記載していないが、点検要領書上での確認方法

が保温材外表面からの確認となっており、その差異に対する評価がなされて

いなかった。 

・高所・貫通部、保温材敷設部等点検内容のうち一部若しくは全て視認不可

能な配管の識別について、点検要領書の中で具体的な方法を明確にしていな

かった。 

・外観点検の点検記録にて視認不可部の識別をし、視認不可部について健全

性に係る評価を実施していなかった。 

・点検計画の管理基準に定められている「腐食・減肉状況」について、内外

面の腐食の観点から肉厚測定を点検として明確にせず、点検を実施していな

かった。 

・配管の外観点検で、可視可能範囲の取扱いに関する記載について、点検計

画と点検要領書で不整合があることについて、保全計画見直し作業（点検計

画の実績部の確認作業）で「点検計画が一式外観点検で、点検要領書段階で

可視可能範囲等に限定しているものはないか」のチェック項目での抽出がで

きなかった。 

・配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされず、視認不可部の識

別と当該部の評価を実施していない事象が再発している。 

 

5．4 分析対象とする頂上事象の選定 

5.3 項の時系列の整理の結果及び「点検計画の実績部の十分でない確認作業

（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）」を基に以下の項目を頂上事

象とした。 



28 
 

【頂上事象 A】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課では、安全上重要な配管の外観点検

において、視認不可部の識別と健全性の評価が十分に行われていなかった 

【頂上事象 B】 

機械保修課では、安全機能の重要度の高いクラス 1 機器である配管につい

て、「腐食・減肉状況」の管理としての肉厚測定が実施されていなかった 

 

5．5 組織の要因の視点 

組織の要因の分析を進める過程で、組織の要因が重要な因子と考えられる

事項を抽出することとした。また、前述の SAFER の方法では、分析を進

める際の視点が示されていないため、組織の要因の分析の視点については、

「国のガイドライン」に参考として示されている「根本原因分析における組

織要因の視点」及びその具体的な内容が示された旧独立行政法人 原子力安

全基盤機構(JNES) の組織要因表（JOFL：JNES Organizational Factors 
List）を参照することとした。 
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6．分析の結果 

6．1 要因の分析 

選定した【頂上事象 A】、【頂上事象 B】に対し、要因を掘り下げる分析を実

施した。 

これらの頂上事象に対して、5.1 項の 文書類の調査及び聞き取り調査、5.2 
項の時系列の整理を踏まえ、以下の問題事象（A1～A4、B1）についての直接

要因に対して、その背後にある組織の要因を分析した（添付資料－2「点検計

画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認」に関する要因

分析図 参照）。 

要因分析を行った結果を以下に示す。 

 

【頂上事象 A】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課では、安全上重要な配管の外観点検に

おいて、視認不可部の識別と健全性の評価が十分に行われていなかった 

 

【問題事象 A1】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管支持構造物の是正処置の水平

展開を確実に実施すべきであったが、配管において視認不可部の識別と当該部

の評価を実施していないことが再発した 

 

【直接要因 A1－1－①】 

実績部の確認作業に従事した者は、「確認作業時チェックリスト」に記載の

ある⑤のチェック項目で、可視可能範囲の点検に限定している配管を抽出す

べきであったが、「ただし、機器毎の外観点検要領で据付状態で可視可能範囲

を点検することとしている場合は良しとする。」としたあいまいな記載である

要領書を使用した 

直接要因 A1－1－①の組織の要因 

○ もんじゅは、配管支持構造物の保安検査の指摘事項を踏まえ、不適合の再

発防止を確実にするための措置として、課題の原点まで立ち返って改善につ

なげる仕組み（不適合管理、是正処置）が機能していなかった 

（組織の要因 A1－1－①－1）JOFL 4. 中間管理要因、4－11 不適合管理、

4－12 是正処置・予防処置 

○ 要領類の検討・審査・承認等を行う職位は、要領書の内容にあいまいな記

載がないことを確実に確認すべきであったが、会議体での説明者の考え方が

当然であると、出席者が一様に受け止め、要領書のあいまいな記載を各々の

立場でチェックを行う仕組みが機能していなかった 
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（組織の要因 A1－1－①－2）JOFL  5. 集団要因、5－3 集団浅慮 

○ 改善作業チーム事務局は、実績部の確認作業要領書において、業務プロセ

スの妥当性を確認するべきであったが、試作業では作業時間の確認に留まり、

要領書に誤りがなく、要件を満たしていることを確認するための仕組みが不

足していた 

（組織の要因 A1－1－①－3）JOFL 4. 中間管理要因、4－1－3 マニュア

ルの整備 

 

【直接要因 A1－1－②】 

実績部の確認作業のチェック者は、要領書のチェックリストに従って可視

可能範囲の点検に限定している配管を抽出すべきであったが、外観点検要領

書に可視可能範囲と記載されていることを見逃した 

直接要因 A1－1－②の組織の要因 

○ もんじゅは、措置命令の解除を早期達成しようとしたため、実績部の確認

作業に係る作業時間の確保が十分でなく段取りが不足していた 

（組織の要因 A1－1－②－1）JOFL 4. 中間管理要因、4－9－3 工程・計

画 

○ 設備担当課のライン職は、確認作業を設備担当者に任せっきりにし、その

実施状況を自ら確認しておらず、要領書の手順どおりに実施されているかの

観点からラインとしてのフォローやチェックができていない 

（組織の要因 A1－1－②－2）JOFL 4. 中間管理要因、4－5－2 部署レベル

のコミュニケーション 

 

【直接要因 A1－2－①】 

プラント保全部は、配管支持構造物の保安検査での指摘を踏まえた不適合

是正処置として、配管の視認不可部に水平展開すべきであったが、不適合の

再発防止の検討が十分でなく、類似機器への展開が行われず、保安検査で指

摘された配管支持構造物の対応に留まった 

直接要因 A1－2－①の組織の要因 

○ もんじゅは、配管支持構造物の保安検査の指摘事項を踏まえ、不適合の再

発防止を確実にするための措置として、課題の原点まで立ち返って改善につ

なげる仕組み（不適合管理、是正処置）が機能していなかった 

（組織の要因 A1－2－①－1）（要因 A1－1－①－1 再掲） JOFL 4. 中間

管理要因、4－11 不適合管理、4－12 是正処置・予防処置 

○ プラント保全部は、配管についても配管支持構造物と同様の指摘を受ける

可能性があるとの情報を所幹部に対し伝達するべきであったが、措置命令の解
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除に向けた面前の課題を解決するための作業時間を優先し、配管の問題を説明

しておらず、組織判断のためのコミュニケーションが不足していた 

（組織の要因 A1－2－①－2）JOFL 4. 中間管理要因、4－1－4 発電所の

意思決定 

 

【問題事象 A2】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において保温材が

敷設された配管の外表面を直接確認できない場合には、健全性を評価して確認

しなければならなかったが、実施していなかった 

【問題事象 A3】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において、高所・

貫通部、保温材敷設部等、配管の点検範囲の一部若しくは、全てが視認不可で

ある部分の識別を行わなければならなかったが、実施していなかった 

【問題事象 A4】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検の点検記録におい

て、視認不可部の識別を実施し、視認不可部について健全性の評価を行わなけ

ればならなかったが、評価を実施していなかった 

 

【直接要因 A2－3－①】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の健全性を確認するため、

視認不可部の識別、健全性評価等を含めた外観点検要領を定めなければなら

なかったが、従前の方法でも健全性が維持できていると考えていたことから

新たに策定しなかった 

直接要因 A2－3－①の組織の要因 

○ 機械保修課、燃料環境課、施設保全課は配管支持構造物で指摘された視認

不可部の問題を踏まえ、配管の視認不可部について識別し、健全性評価を行

って点検方法を定めるべきであったが、配管は連続性のある一機器であり、

可視可能範囲を点検すれば、視認不可部についても健全性が確認できると考

えていたことから問題はないと考え、課題の原点まで立ち返って改善につな

げる仕組み（不適合管理、是正処置）が機能していなかった。 

（組織の要因 A2－3－①－1）JOFL 4. 中間管理要因、4－11 不適合管理、

4－12 是正処置・予防処置 

 

【頂上事象 B】 

機械保修課では、安全機能の重要度の高いクラス 1 機器である配管について、

「腐食・減肉状況」の管理としての肉厚測定が実施されていなかった 
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【問題事象 B1】 

機械保修課は、点検計画の配管の外観点検の管理基準に「外観状態に異常等

なし（腐食・減肉の進行状況に応じて肉厚測定を実施）」と記載してあり、外

面で異常が認められなかったことから、肉厚測定を行わなかった 

 

【直接要因 B1－1－①】 

機械保修課は、内面からの腐食は抑制されていると考えており、また、保

温材敷設部は他の点検要領で考慮していることから、外面の点検で異常がな

ければ、肉厚測定は不要とする「外面劣化機器・設備の肉厚測定マニュアル」

（MQ－保全－13）に従っていた 

直接要因 B1－1－①の組織の要因 

○ もんじゅは、配管の肉厚測定の実施の判断について、「外面劣化機器・設備

の肉厚測定マニュアル」を適用する際は、配管の内外面、保温材の内側での

「腐食・減肉の進行状況」の管理の適用性を検討すべきであったが、これが

行われておらず、QMS の維持管理に関する対応が不足していた 

（組織の要因 B1－1－①－1）JOFL 4. 中間管理要因、4－2－3 ルールの

維持管理 

 

6．2 組織の要因の検討 

「6．1 要因の分析」を踏まえ、国のガイドラインの「根本原因分析におけ

る組織要因の視点」、「JNES の組織要因表（JOFL）」を参考に、抽出した 8
つの要因（組織の要因）を分類、整理した。その結果、組織の要因 A1－1－
①－1、A1－1－①－3、A1－1－②－1、A1－1－②－2、A1－2－①－1、A1
－2－①－2、A2－3－①－1 及び B1－1－①－1 の 8 個が中間管理要因に、A1
－1－①－2 の 1 個が集団要因に該当した。
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6．3 対策の提言 

6.1 項の要因分析及び 6.2 項の組織の要因の検討を踏まえ、組織の要因を防

止するために必要な対策を次のとおり提言する。また、直接要因及び組織の要

因とその対策の関係を整理した（添付資料－3「点検計画の実績の十分でない

確認作業による未点検状態機器の確認」に関する根本原因分析結果の整理表 

参照）。なお、「高速増殖炉もんじゅにおける点検間隔等の変更に係る保守管理

上の不備に関する根本原因分析結果の報告書」（以下「RCA 報告書」という。）

で抽出した「組織の要素を含む背後要因」及び「「対策の提言」と同様の内容

であるか、その関連性を確認した。 
 

【組織の要因 A1－1－①－1、A1－2－①－1】 

もんじゅは、配管支持構造物の保安検査の指摘事項を踏まえ、不適合の再

発防止を確実にするための措置として、課題の原点まで立ち返って改善につ

なげる仕組み（不適合管理、是正処置）が機能していなかった 

4. 中間管理要因、4－11 不適合管理、4－12 是正処置・予防処置 

【対策の提言 A1－1－①－1、A1－2－①－1】 

課題発生時や不適合に対する検討・審査を行う職制及び会議体では、その課

題や問題だけでなく、それが発生した起点（原因・意図）を明確（分析）にし、

それを解決するための要求事項が検討され、それの対処方法が整理されている

か等、本質に立ち返って審査・検討を行うように取組むステップ等を設けるこ

と。また、もんじゅ職員に対し、教育等により課題や問題の本質に立ち返り審

査・検討を行う意識を醸成させるように RCA 等の分析手法(課題解決のための

論理的手法）の理解・習得に努めること。 

 

【組織の要因 A1－1－①－2】 

要領類の検討・審査・承認等を行う職位は、要領書の内容にあいまいな記

載がないことを確実に確認すべきであったが、会議体での説明者の考え方が

当然であると、出席者が一様に受け止め、要領書のあいまいな記載を各々の

立場でチェックを行う仕組みが機能していなかった 

5.集団要因、5－3 集団浅慮 

【対策の提言 A1－1－①－2】 

もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等の制改定の際に、ライン職に

よるチェックや品質保証部門による横串チェック、部や所に設置された会議体

で要求事項（課題の対応に際しては、原点まで立ち返った検討の有無）や規格・

基準類との整合が保たれていることを確認すること。 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1－⑤に準ず
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る。また、この対策の提言は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(2)
①ⅳ」に準ずる。 

 

【組織の要因 A1－1－①－3】 

改善作業チーム事務局は、実績部の確認作業要領書において、業務プロセ

スの妥当性を確認するべきであったが、試作業では作業時間の確認に留まり、

要領書にあいまいな記載がなく、要件を満たしていることを確認するための

仕組みが不足していた 

4. 中間管理要因、4－1－3 マニュアルの整備 

【対策の提言 A1－1－①－3】 

業務の実施にあたっては、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセ

ス、資源の必要性、妥当性確認、監視、測定、合否判定基準、記録等が適切に

検討された計画を策定し、予め計画どおりのアウトプットが得られることを確

認し、業務実施途中で新たに課題が発生した場合は、その都度、要領書等に反

映・確認した上で、関係者間で共有を図り「段取り八分」を整えること。 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 2－⑧に準ず

る。また、この対策の提言は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(1)
③ⅱ」に準ずる。 

 

【組織の要因 A1－1－②－1】 

もんじゅは、措置命令の解除を早期達成しようとしたため、実績部の確認

作業に係る作業時間の確保が十分でなく段取りが不足していた 

4. 中間管理要因、4－9－3 工程・計画 

【対策の提言 A1－1－②－1】 

適切な保全計画を確実に実施するため、計画に要求される事項を明らかにし、

その業務の検証、妥当性評価、監視・測定、検査及び試験活動、並びにこれら

の合否判定、記録等が明確化された計画を作成して、工程に縛られることなく、

また必要な資源が確保されることを確実にすること。 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1－㉗に準ず

る。また、この対策の提言は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(1)
③ⅲ」に準ずる。 

 

【組織の要因 A1－1－②－2】 

設備担当課のライン職は、確認作業を設備担当者に任せっきりにし、その

実施状況を自ら確認しておらず、要領書の手順どおりに実施されているかの観

点からラインとしてのフォローやチェックができていない 
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4. 中間管理要因、4－5－2 部署レベルのコミュニケーション 

【対策の提言 A1－1－②－2】 

管理職とチームリーダー、チームリーダーと担当者間の報告・連絡・相談の

徹底によって、各課室が取り組む課題に係る対応の進捗や課題を把握・管理し、

週毎にフェイストゥフェイスでの指導・支援を強化すること。 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 1－⑱に準ず

る。また、この対策の提言は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(1)
⑥ⅰ」に準ずる。 

 

【組織の要因 A1－2－①－2】 

プラント保全部は、配管についても配管支持構造物と同様の指摘を受ける

可能性があるとの情報を所幹部に対し伝達するべきであったが、措置命令の解

除に向けた面前の課題を解決するための作業時間を優先し、配管の問題を説明

しておらず、組織判断のためのコミュニケーションが不足していた 

4. 中間管理要因、4－1－4 発電所の意思決定 

【対策の提言  A1－2－①－2】 

 もんじゅの幹部は、不適合につならがる情報等については、もんじゅの幹部 

も参画する CAP に係る会合を活用して、必要な情報の共有化を図り適切な判断

が行えるよう慎重な対応を行うこと。 

この組織の要因は、RCA報告書の組織の要素を含む背後要因3－⑥に準ずる。

また、この対策の提言 

は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(1)⑤ⅰ」に準ずる。 

 

【組織の要因 A2－3－①－1】 

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は配管支持構造物で指摘された視認不

可部の問題を踏まえ、配管の視認不可部について識別し、健全性評価を行って

点検方法を定めるべきであったが、配管は連続性のある一機器であり、可視可

能範囲を点検すれば、視認不可部についても健全性が確認できると考えていた

ことから問題はないと考え、課題の原点まで立ち返って改善につなげる仕組み

（不適合管理、是正処置）が機能していなかった 

4. 中間管理要因、4－11 不適合管理、4－12 是正処置・予防処置 

【対策の提言  A2－3－①－1】 

組織の要因 A1－1－①－1 の対策の提言と同じ（再掲） 

 

【組織の要因 B1－1－①－1】 

もんじゅは、配管の肉厚測定の実施の判断について、「外面劣化機器・設備
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の肉厚測定マニュアル」を適用する際は、配管の内外面、保温材の内側での「腐

食・減肉の進行状況」の管理の適用性を検討すべきであったが、これが行われ

ておらず、QMS の維持管理に関する対応が不足していた 

4. 中間管理要因、4－2－3 ルールの維持管理 

【対策の提言 B1－1－①－1】 

もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等を準用する際に、ライン職に

よるチェックや品質保証部門による横串チェックに加え、部や所に設置された

会議体で要求事項や規格・基準類との整合が保たれていることを確認すること。 

この組織の要因は、RCA 報告書の組織の要素を含む背後要因 3－⑨に準ず

る。また、この対策の提言は、RCA 報告書本文で示した対策の提言の「(2)
①ⅳ」に準ずる。 

 

 

以 上 
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図－1 分析チームの組織上の位置付け 

 

 

図－2 分析チーム等の体制  

理事長 安全・核セキュリティ統括部長 

点検計画の実績部の十分でない確認作業（配管外観検

査の視認不可部の不適切な識別等）に関する 

根本原因分析チーム 

高速増殖原型炉もんじゅ 

点検計画の実績部の十分でない確認作業 
（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）に関する 

根本原因分析チームリーダー 
 

安全・核セキュリティ統括部 特別嘱託 

点検計画の実績部の十分でない確認作業 

（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）に関する 

根本原因分析チームメンバー（調査・分析） 

大洗研究開発センター高速実験炉部 

もんじゅ運営計画・研究開発センター計画管理部 

安全・核セキュリティ統括部         計 3名 

もんじゅ調査チームメンバー
  

もんじゅプラント保全部 
                    計 5 名 

（分析チーム） 

事象の把握と問題点の整理（直接

要因の検討）に対する情報の共有  

（＊：もんじゅに設置し、事実関係の整理及び直接原因を調査するチーム） 

（調査チーム＊） 

：分析の主体 
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別添－1 分析チーム、調査チームの構成及び取組みの経緯等 

 

1．RCA チームの構成 

リーダー   安全・核セキュリティ統括部 特別嘱託 

主体メンバー 大洗研究開発センター高速実験炉部 嘱託 

もんじゅ運営計画・研究開発センター計画管理部 主査 

アドバイザー 安全・核セキュリティ統括部 非常勤嘱託 

 

 

2．調査チームの構成 

メンバー もんじゅプラント保全部機械保修課 技術主幹 

もんじゅプラント保全部保全計画課 主査 

もんじゅプラント保全部機械保修課 技術副主幹 

もんじゅプラント保全部施設保全課 

もんじゅプラント保全部燃料環境課 技術副主幹 

 

 

3．取組みの経緯等 

(1) 調査期間  

平成 27 年 10 月 16 日～平成 28 年 4 月 11 日 

(2）会合 

・ 平成 27 年 10 月 16 日から RCA チームは、もんじゅにて点検計画の実績

部の十分でない確認作業（配管外観検査の視認不可部の不適切な識別等）

に関する調査活動を開始 

・ もんじゅ調査チームとともにエビデンスの調査、時系列の作成・確認、

聞き取り調査及び分析チームによる要因分析を実施 

 

(3）聞き取り調査 

平成 28 年 1 月 18 日～平成 28 年 2 月 21 日まで、もんじゅにて実施：22
名 

 



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列（その１）1/7 添付資料ー１（その１）

敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課

 平成2年1月10日

平成2年10月8日

平成3年12月26日

平成4年3月3日

平成6年11月

運営管理室
安全品質管理

室長
品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム

機器設計仕様書設計　１次
系主冷却系配管
承認　D36-110－０２

時　　　期 トピックス

平成2年10月8日

平成3年12月26日

平成4年3月3日

平成6年11月

（R0：昭和60年4月2日）

（Z0）

平成2年1月10日

エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

もんじゅの供用期間中検査
詳細計画（案）

1次主冷却系配管体積試験
用ISI装置　1次主冷却系配
管体積試験PSI作業報告書

1次主冷却系配管体積試験
用ISI装置　1次主冷却系配
管体積試験PSI作業要領書
承認  Q42-110-91000-02

高速増殖原型炉もんじゅ 設備点検周期について

凡例【事象の概要】

平成26年度第4回保安検査の受検に向けて書類確認をしていたところ以下が確認されていなかった。

・「配管」について点検要領書では可視可能範囲について実施することとなっているが、点検計画ではそれに関する記載がされていなかった。

本件は、平成25年度第3回保安検査にて、「配管支持構造物」の点検について保全計画と点検要領書との点検対象範囲の齟齬を指摘され、保全計画の見直しを実施しているにも関わらず、水平展開をしていなかった。

【問題事象】

①配管の外観点検

・点検計画の点検内容では、保温材敷設部の保温材表面からの確認方法の記載がなく、点検要領書上での確認方法が保温材外表面からの確認となっていた。

・全ての視認不可能な配管識別について、点検要領書の中で、具体的な方法を明確にしていなかった。

・視認不可能な部分についての健全性評価を実施していなかった。

・肉厚測定による「腐食・減肉管理」をしていなかった。

②保全計画見直し作業（点検計画の実績部の確認作業）で、チェック項目が抽出されていなかった。

③配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされていなかった。

仮定関係

作成中留意点等

≪凡例≫

インタビュー

補足

移動点070300-1

へ

接続線パス記号

接続線結合・分岐点記

→

→

→

→

→

【要因の凡例】

要因１：問題点抽出

からの要因

要因２：要因分析か

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

メール→

1次主冷却系配管体積試験用ISI装置 1次主冷却系配管体積試験PSI作業報告書

承認 Q44-110-91000-02

機器設計仕様書設計 １次系主冷却系配管 承認 D36-110－０２

[もんじゅの供用期間中検査詳細計画（案）]

1次主冷却系配管体積試験用ISI装置 1次主冷却系配管体積試験PSI作業要領書

承認 Q42-110-91000-02

補足＜機器設計仕様書＞

機器概要

本配管の口径は圧力失損、腐食、負圧の防

止等を配慮している。

バウンダリの健全性

高温強度及びナトリウム環境効果に対する

適合性を考慮し、延性に富んだステンレス鋼

を使用する。また、運転状態において生じる

圧力、熱荷重、地震荷重等必要な組合せに

耐え、異能を維持できるよう設計する。

漏えい検出

冷却材の漏えいをナトリウム漏えい検出器に

より検出できる設計とするSIDは100g/h以上

のリーク率を24時間以内に検知できることを

目標とする。

作成
【担当

者】

【プラント

2課】

作成
【担当

者】

補足＜供用期間中検査詳細計

画＞

対象設備：1次主冷却系配管

試験方法：VTM-1

試験程度：可視範囲の33％

試験方法：CM(SID,DPD)

試験程度：100％

試験方法：VO(EMAT)

試験程度：代表部位

作成

補足＜もんじゅの供用期間中検査詳細計

画（案）

作成経緯について＞

当該資料について、もともとの出典元等は

不明、高速増殖原型炉もんじゅの定期検査

10年計画作成に関する調査（案）の添付資

料として存在を確認

作成
【担当者】

確認

【プラント2

課】

補足＜PSI作業要領書＞

適用範囲

1次主冷却系配管の供用前検査（PSI）の自動超音波探傷試験（AUT）要領に

ついて規定。

体積試験範囲

形状的に可能な限り溶接部及び溶接ビード端から母材側へ10mmを含む範囲

表面状態

探触子の走査面は、探触子の走査や超音波の伝播を妨げるようなスパッター、

スケール及びその他試験に支障を及ぼすものを取り除くものとする。探触子

の接触状況は垂直探触子によるバックエコーの監視によって行う。

評価

（1）基準感度によるDAC20％を超えるインディケーションのうち、欠陥等疑わし

いものについては、形状等を考慮したうえ欠陥の有無を評価する。基準感度

によるDAC100％を超えるインディケーションについては評価の対象とし、その

対策については、顧客と協議のうえ処置を決定するものとする。

（2）試験結果の検討において、疑似エコー、境界エコー等については、上記の

評価対象から除外する。

その他

（1）試験対象部の形状、周辺部の構造等によって試験が困難な場合は、可能

な範囲の試験にとどめるものとする。

（2）PSIの探傷記録は日立で整理した後、全て動燃（現JAEA）に提出する。

（3）本PSI作業に必要なフロッピーディスク、データ処理装置等の記録用紙等

は、貴事業団より無償にて御支給頂けるものとする。

（プラント保全部 主幹（CE） インタビュー結果）

供用中検査は試運転段階のプラントではなくすべての段階の使

用前検査が合格した後の運転プラントに適用される。試運転段階

の保守について、法律では明確な規定はなかった。特に、もんじゅ

は、試運転期間が長いことからこの間の設備の維持管理について

国と協議している。事業者としての懸念事項は、使用前検査を終

了し、国から合格をもらっている設備・機器に対して点検を実施す

ることは、使用前検査の状態を変えることになり、そのようなことが

許容されるのかであった。

国と調整した結果、設備を維持するための点検を行った後に、使

用前検査の状態が維持されていることを確認する検査を行うことと

なった。

この設備を維持するための点検は、供用中プラントの「施設定期

点検」に当てはまる「設備点検」と位置づけた。

なお、使用前検査を合格した設備機器を「設備点検」で分解など

した後の復旧状態の確認は、保安検査官が立ち会っている。

作成

【担当

者】

確認

【プラント2

課】

確認
補足＜高速増殖原型炉もんじゅ 設備点検周期について＞

点検項目の概要

配管等の外観について、目視による点検を行う。

性能検査Ⅱ

1次主冷却系主配管

・外観検査 33％／10年

・体積検査 3箇所／10年

補足＜供用期間中検査計画＞

供用期間中検査について

原子炉冷却材バウンダリについては、主要な機器、配管等について、溶接部を主たる対象とし

て肉眼試験を主とした試験を行い、また供用期間中を通じてナトリウム漏えい監視を行うこと等

により冷却材の漏えいを速やかに検知できるようにする。一部の構造材については材料監視試

験を行い、必要に応じて材料に対する環境効果を評価する。原子炉カバーガス等のバウンダリ

について必要に応じて原子炉冷却材バウンダリに準ずる試験等を行う。

供用期間中検査の概要

機器：1次主冷却系配管

対象部位：配管

試験等の方法

肉眼、ナトリウム漏えい監視、体積

肉眼：直接肉眼試験工業用テレビ（ITV）を使用する遠隔肉眼試験

ナトリウム漏えい監視：検出器などにより連続監視

（プラント保全部 主幹（CE） インタビュー結果）

高速増殖原型炉もんじゅ 設備点検周期につ

いての文書について知っている。

現在は、適用されていない。（現在は、保全計画

が適用されている）

作成・検

討

予備知識

H6.4.5 初臨界

H6.11.15 炉物理試験終了

H6.11.16 H6年度設備点検開

直接処理

関節関係

1 /7



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列（その１）2/7 添付資料ー１（その１）

敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成7年3月

平成14年12月24日

平成15年1月28日

平成18年1月25日

平成15年1月28日

平成18年1月25日

平成14年12月24日

平成7年3月
・高速増殖原型炉もんじゅの
定期検査10年計画作成に関
する調査（案）

原子炉補機冷却水系配管外
面点検作業要領書
承認　Q42-410H-2247

原子炉補機冷却水系配管外
面点検作業報告書
承認　Q44-410H-2247

高速増殖原型炉もんじゅの定期検査

10年計画作成に関する調査（案）

もんじゅ健全性確認

１次主冷却系主配管肉厚測

定

原子炉補機冷却水系配管外面点検作業要領書

承認 Q42-410H-2247

原子炉補機冷却水系配管外面点検作業報告書

承認 Q44-410H-2247

補足＜表-3「もんじゅ供用期間中検査計画」（設置者の検討資料）について＞

もんじゅ供用期間中検査計画

肉眼試験

原子炉容器及び同入口配管の外表面を検査し、ナトリウム漏えいの有無を確認する。保温材

外表面から、ナトリウム漏えいの有無を確認する。

体積試験

1次主冷却系、2次主冷却系配管については、高温構造の健全性を確認する観点から、使用

温度、応力条件及び接近性等を考慮して、エルボ部の体積試験を実施する。

体積検査の判定基準について

バウンダリに作用する内圧が低いこととあいまって、安全性の確保の観点での許容しうる欠

陥の大きさは、その板厚に比べて十分に大きい。「もんじゅ」におけるナトリウムバウンダリの

体積試験は、熱応力に起因するクラック状欠陥発生の有無を確認することが主目的である。

もんじゅ供用期間中検査計画

機器：1次主冷却系

対象部位：配管

試験の程度：ナトリウム漏えい監視（100％（連続））、肉眼（可視範囲の33％／10年）、体積

（代表部位1箇所／ループ×3ループ／10年）

作成・検

討

補足＜高速増殖原型炉もんじゅの定期検査10年計画

作成に関する調査検討について＞

委員長：東京大学 工学部付属原子力工学研究施設

教授

委員：

㈱日立製作所 日立工場主任技術者

富士電機㈱エネルギー事業本部 次長

日本原子力研究所 大洗研究所 課長

日本原子力発電株式会社 研究開発本部 課長

動力炉・核燃料開発事業団 大洗工学センター 課長

（プラント保全部 主幹(CE) インタ

ビュー結果）

高速増殖原型炉もんじゅの定期検

査10年計画作成に関する調査（案）

は知っている。監修は原子力安全技

術センターだが、中身は動燃が作っ

たもの。

資料の位置付けから現計画に適用

などの有無を論ずるものではないと

思っている。

【日立製作

所】
【担当者】

確認

【プラント

2課】

補足＜作業要領書＞

「配管結露部の影響評価調査」の目的

各設備設置部屋雰囲気温度と配管内部流体温度との差異により結露が確認されていることから、

配管母材に及ぼす影響を調査するために防露材を一部解体して配管表面の状態確認を行うこと。

調査対象配管

A系：原子炉補機冷却水ポンプA出入口配管付近

（410A-6B-84・410A-6B-1）

B系：原子炉補機冷却水ポンプB出入口配管付近

（410B-6B-84・410B-6B-1）

C系：原子炉補機冷却水ポンプC1出入口配管付近

（410C-14B-84A・410C-14B-1A）

：1次主冷却系循環ポンプMGセット発電機B入口配管付近

（410C-3B-45B）

作業場所

高速増殖原型炉もんじゅ・原子炉補助建屋：A-104、109a、109b、A-120室

【日立製作

所】
【担当者】

確認

【プラント

2課】

補足＜作業報告書＞

対象設備

系統名：原子炉補機冷却水系（410系）

対象部屋

A系：A-109a室

B系：A-109b室

C系：A-104、120室

調査対象配管

A系：原子炉補機冷却水ポンプA出入口配管付近

（410A-6B-84・410A-6B-1）

B系：原子炉補機冷却水ポンプB出入口配管付近

（410B-6B-84・410B-6B-1）

C系：原子炉補機冷却水ポンプC1出入口配管付近

（410C-14B-84A・410C-14B-1A）

：1次主冷却系循環ポンプMGセット発電機B入口配管付近

（410C-3B-45B）

作業範囲

・配管外面点検

配管外面について、結露部に対する影響として腐食の有無を調査確認。なお、必要に応じて補修塗装を実施。

・結露影響評価・報告。

作業期間

平成15年1月14日～平成15年1月15日

考察

配管外面には結露の発生した跡も見受けられず、防露材の効果が適切である。配管用防露材材質は、フォーム

ナートカバー（硬質ポリウレタンフォーム）を使用しており、フォームナートカバー表面にはアルミ箔及び特殊フィル

ム加工を施したもので吸水・吸湿性が極めて少ないものとしているため、外的要因による配管の発錆等はないも

のと考えます。

結露影響評価・報告

設計露点温度以下で実際に運転されるため結露し、周囲の機器、電気品・電線等に悪影響を与える部位、結露し

てドレンが発生し問題が生じる可能性がある部位については、原則として防露材を施工する。防露材の厚さは、屋

内雰囲気が停滞した状態で防露材表面温度が設計露点温度以上になるように設定。

補足＜記録採取、考察記載について＞

記録採取

・調査個所を特定、スプール単位で記

録を作成

・防露材取り外し時の腐食状況の確認

・防露材の効果確認

・調査部分のみではあるが、防露材施

工による結露防止効果及び錆止め塗

装上の錆の発生に対する評価を実施

【測定者】

記録作成

180125-1

へ

平成20年2月13日へ

補足＜高速増殖原型炉もんじゅの定期検査10年計画作成に関する調査＞

目的

「第1サイクル運転後第1回定期検査が予定されており、その計画準備作業である。

原子炉規制法第29条に定める定期検査は旧試験炉規則性能検査Ⅰ、Ⅱに定める原子炉施設の性能と健全性について行われる検査

設備・機器の検査項目、内容、周期等について調査検討を行いもんじゅの定期検査１０年計画作成のための技術資料を作成する。

調査範囲

・施設概要について

・定期検査対象施設について

・先行炉設備概要、定期検査状況等について

・もんじゅ特有設備について

・上記調査項目から検査項目、検査内容、検査周期を検討し、定期検査10年計画作成のための技術資料の作成を行う。

もんじゅ供用期間中検査検査内容

もんじゅの原子炉冷却材は圧力がきわめて低い上、機器や配管に延性に富む材料が使用されており、一度に噴出するような破損は考えられず、破損が

生じても破損の特徴は「漏えい先行型破損」（LBB）となる。供用期間中検査として表ー3のとおり漏えい監視、肉厚試験、体積試験、材料監視が行われる

表-2 設備点検周期表

110系主配管（1式）外観点検33％/１０年 体積試験３箇所/10年

410系、420系主配管（1式） 外観点検1回/１定検
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「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列（その１）3/7 添付資料ー１（その１）

敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成18年9月5日

平成19年1月30日

平成18年9月5日

平成19年1月30日

長期停止プラント（高速増殖
原型炉もんじゅ）の設備健全
性確認計画書

高速増殖原型炉もんじゅ健
全性確認要領書
承認  も健-Ⅸ-3（P2-1）

独立行政法人日本原子力研究開発機構

高速増殖原型炉もんじゅ健全性確認要領書

承認 も健-Ⅸ-3（P2-1）

長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備健全性確認計画書

長期停止プラント（高

速増殖原型炉もん

じゅ）の設備健全性

確認計画書

【課長】

起案

【課長】

確認・合議

【部長】

確認・合

【室長】

確認・合

【室長】

確認・合

【炉主任】

確認

【部長】

起案

【所長】

承認

機器：原子炉補機冷却海水系 主配管（４２０系）

健全性確認項目：外観点検、肉厚測定、性能・機能確認

健全性確認における点検にて確認された不具合、劣化事

象

腐食箇所の対応

①炉心性能試験開始までに実施

・A系配管3スプールについて取替

・B系、C系15スプールについてFRP補修、腐食抑制処置及

び使用前検査受験

②40％出力プラント確認試験開始までに実施

・B系、C系15スプールについて取替（肉盛溶接補修含む）

開放点検、性能・機能確認

内面ライニングに有意な傷、劣化等のないことを確認した。

開放点検後、外観・据付状態に異常のないことを確認した。

健全性確認結果の妥当性

原子炉補機冷却海水系配管のうち、送水管路内及び屋外

環境にある276スプールを対象として外観目視点検を行い、

腐食が確認された91スプールについて肉厚測定を行った結

果、使用前検査の判定基準を満足しない、もしくは、保守的

に同等と評価した配管が18スプールあることを確認してい

る。

対応処置

平成16年設備点検後、（使用前判定基準を満足しない個所

の発見後）当該箇所の腐食原因のひとつである、送水管路

内の湧水発生部の止水対策及び、平成17年度には、腐食

環境改善のための換気設備及び大型除湿機を設置した。

平成20年度に、屋外（取水口）及び送水管路内の配管につ

いては、配管全数について、腐食抑制のため全面補修塗

装を実施した。

補足＜表-5 設備健全性確認まとめ表につい

て＞

機器：1次主冷却系配管 1次主冷却系配管A

ループ（１１０系）

健全性確認項目：外観点検

健全性確認における点検にて確認された不具

合、劣化事象

肉厚測定：平成19年度に、評価の妥当性を確

認するため、肉厚測定を1次主冷却系配管（中

間熱交換器入口配管部）について行い、減肉

がないことを確認した。

健全性確認結果の妥当性：外観点検の目視お

よび肉厚測定（代表部位）により、著しい劣化

等が確認されなかったこと、また、性能・機能

確認において漏えいが確認されなかったこと

から健全であると評価する。

機器：原子炉補機冷却水系 主配管（４１０系）

健全性確認項目：外観点検、肉厚測定

健全性確認における点検にて確認された不具

合、劣化事象

肉厚測定：平成19年度に測定し、減肉のないこ

とを確認した。

補足＜設備健全性確認計画書＞

目的

「もんじゅ」の運転開始に向け、10年間停止しているプラントについて、

試験・検査を計画的に実施することにより、安全に試運転が行えるプ

ラント状態を確立する。

経年的影響の考慮

・ナトリウム系機器

ナトリウム中の金属材料の腐食量は極めて小さいことが確認されて

いる。

・非ナトリウム系機器

屋外設置機器については、腐食状況が著しい個所については、寸法

検査による評価結果を踏まえ、補修及び交換を実施する計画として

いる。

・使用前検査状態の維持確認

構造強度に関する健全性確認：経年的影響による内面・外面からの

腐食・浸食が発生し減肉の可能性がある。また、減肉の可能性が僅

少と評価された機器については、耐圧漏えい試験にて貫通性の欠陥

がないことを確認する。

機能・性能が工事に係る使用前検査、性能に係る使用前検査を受

検した状態で維持されていることを確認する計画。

ナトリウム設備を除く肉厚測定フロー

内面腐食

N2、乾燥空気、フロン、油：肉厚測定不要

ライニング施工配管：ライニングの状態が良ければ不要

水、蒸気、湿りガス（ステンレス鋼）：不要

水、蒸気、湿りガス（炭素鋼等）：防錆処理があるものは水滞留部の

肉厚を測定、防錆処理のないものは偏流個所を選定し複数個所を

測定する。

外面腐食

屋外設置（炭素鋼等）：目視にてもっとも減肉したものを肉厚測定

屋内空気雰囲気結露発生の可能性あり（炭素鋼等）：防露材を外し、

肉厚測定を行う。

【炉安審】

審議

【品質保証課長、設備管理担当課

【部長】

確認

作成

【原子炉主

任技術者、

健全性確

【担当

者】

記録作

【指揮者】

判定

【主任技術

者】

確認

独立行政法人日本原

子力研究開発機構

高速増殖原型炉もん

じゅ

健全性確認要領書

承認

も健-Ⅸ-3（P2-1）

補足＜健全性確認要領書＞

1.健全性確認目的

「長期停止プラントの設備健全性確認要領書」に基づき、使用前検

査対象設備の外観・据付状態の健全性を確認する。

2.確認内容

使用前検査対象設備の外観・据付状態を目視により確認し、漏え

いの痕跡のないこと、強度に影響を与える欠陥がないことを確認す

る。

4.健全性確認対象

1次主冷却系主要弁及び主配管（その1）（1次主冷却系主配管）

6.健全性確認方法

確認前条件：外観確認が可能な状態であること

確認手順：健全性確認方法変更理由書の健全性確認の確認方法

による

7.判定基準

外観確認：健全性確認方法変更理由書の健全性確認の判定基準

による。但し、使用前検査要領書と同様の場合は、使用前検査要

領書による。

8.その他注意事項

原子炉容器室、仮設足場を必要とする箇所、案内管に挿入された

部分などは、人が容易にアクセスできないことから外観及び据付状

態は変わらない。したがって、アクセス可能範囲とは、人のアクセス

が容易でかつ常設の足場・踊場などから可視できる範囲（遠隔目

視を含む）を指す。

■健全性確認方法変更理由書（使用前検査の検査を健全性確認

で変えたものの妥当性の説明文）

変更の妥当性

窒素雰囲気にある機器の外面腐食は無視できる程度であり、経年

的な影響はない。空気雰囲気にある機器の外表面は、Cループ2次

主配管の外表面観察結果により、空気環境による腐食の影響がな

いことを確認している。従って、著しい保温材の損傷がない限り、機

器の外表面は保護されている。保温材外表面の変形等の有無を

確認することにより、著しいかき傷等がないことを確認することがで

きる。

番号2

・使用前検査

検査項目：据付検査

検査方法：据付状態を目視又は自主検査記録により確認する。

判定基準：配置、据付状態が定期性であり、且つ他の機器との干

渉がないこと

・健全性確認

確認項目：据付確認

確認方法：可視可能範囲について据付状態を目視により確認する。

判定基準：配置、据付状態が適正であり、且つ他の機器との干渉

がないこと

・変更の妥当性

可視可能範囲以外については、通常人がアクセスしないため、据

付状態が使用前検査受験時から変化することはない。

（プラント保全部 主幹（CE） インタビュー結果）

知っている。長期停止プラントの設備健全性確認計

画は、判定基準がかなり議論となった。もんじゅは、試

運転段階のプラントであるが、かなりの設備が稼働さ

れた状態であった。このため、使用すれば必ず劣化す

るため、施設定期検査の判定基準でよいのではとの

機構の主張に対し国は施設定期検査は供用中の原

子炉であり、もんじゅは供用中ではないので使用前検

査の判定基準（新品同様）にすべきとなり機構の考え

方は受け入れられなかった。

保全プログラムを導入した時の特別な保全計画は、

「長期停止プラント（高速増殖原型炉もんじゅ）の設備

健全性確認計画書」（水蒸気系設備及び固体廃棄物

処理設備）の内容と同じである。

（プラント保全部 主幹（CE） インタビュー結

果）

設備健全性確認は運転中の計画ではないが、

プラント停止中の劣化を想定しどのような保全

を行うのかがまとめられている。これは、設備

保全についての基本となる考え方である。

（機械保修課 課員(EG)

インタビュー結果）

設備健全性確認計画書

や健全性確認要領書が

あることは知っている。

今の保守作業の参考と

したことがある。

（機械保修課 課員(EG) インタビュー結果）

参考としたものが、本当に参考にできるも

のなのかという思いがある。ハッキリとして

いない。

QMS要領とかで形は決まっているが、中身

が問題である。技術根拠などをしっかりして

いかなければならないと思っている。

（機械保修課 課員(ED) インタビュー結果）

QMS以外ではなく、ダブルスタンダードにならないため

にもQMS文書に取り込んでほしい。QMS文章に取り込

む場合、保全部は出向者が多く力量も様々なため、

QMS文書は分かりやすい（具体的な）表現で記載して

ほしい。

出向期間もあることから、過去の経緯までは見れてい

ないのが実情。

補足＜健全性確認成績書＞

使用前検査対象設備の外観据付状態記録

・確認年月日

平成19年12月19日～平成19年12月19日

・確認対象

1次主冷却系主要弁及び主配管（その1.）（1次主冷

却系主配管）

・確認項目

外観確認

・判定基準

外観確認

・保温材外表面に著しい変形等がないこと

・保温材外表面に漏えいの痕跡のないこと

作業名

もんじゅ健全性確認1次主冷却系主配管肉厚測定

対象部位

1次主冷却系配管（Aループ）配管継手 測定位置19

測定日

平成18年1月25日

測定方法

超音波肉厚測定

測定結果

判定基準なし

180905-1

へ

190130-1

へ

平成19年10月13日へ

平成19年10月30日へ

平成21年4月29日へ
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敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成19年8月9日

平成19年10月19日

平成19年8月9日

平成19年10月19日

設備健全性確認において
保温材外面から外観検査を
行う場合の観点につて

高速増殖原型炉もんじゅ　健
全性確認要領書
承認
も健-Ⅸ-3（P2-5

独立行政法人日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ 健全性確認要領書

承認 も健-Ⅸ-3（P2-5）

（機械環境課 課員(FE) インタビュー結果）

・保温材部分を確認する方法を示すエンジニ

アリングシートが有り、それに従っていた。

（機械環境課 課員(FF) インタビュー結果）

・エンジニアリングシートで保温材部分の健

全性評価はされていると思っている。

設備健全性確

認において

保温材外面か

ら外観検査を

行う場合の観

点につて

（エンジニアリ

ングシート発

補足＜トピックス名＞

「長期停止プラントの設備健全性確認計画書」及び

「長期停止プラントの設備健全性確認管理要領」に

従って、健全性確認として保温材外面から外観検査を

行う場合、「保温材外表面に著しい変形がないこと」に

ついて統一的見解をまとめ、これに従い外観検査を行

うこと。

「著しい変形がないこと」とは、

①保温材に、機器表面に到達するおそれのある、穴・

き裂がないこと。

何らかの突起物が保温材に接触し、機器表面に傷，

打痕をつけた可能性が想定される。

②外装板が取付けられている場合は、外装板がはく

離・脱落していないこと。

外装板のはく離・脱落は、著しい外力が急激に加

えられた可能性が想定される。

③保温厚さの約2分の1以上となるような、へこみ，打

痕が無いこと

保温材のへこみがあったとしても、機器の外観状

態に直接影響を与える可能性は低いが、保守的に機

器表面を確認する基準として保温材の厚さ（近傍の健

全部の保温の状況から推定される保温材厚さ等）の2

分の1を設定する。

なお、保温材に、上記の基準を超えるものが認めら

れた場合は、機器外表面の外観検査を行い、機器の

健全性を確認すること。

（機械保修課 課員(EG) インタビュー結果）

・貫通部等、視認不可部があることは認識して

いたが、保温材外からの点検で良しとしていた。

高所については、カメラで代替え可能との認識

であった。

・保温材敷設部の点検について、保温材は認

識しており、状態に応じた点検方法（エンジニア

リングシート）にて実施した。

・腐食・減肉状況については、外観検査による

腐食管理で部内マニュアルに従い対応してい

た。

要因A2-機

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、

配管の外観点検において保温材が敷設された

配管の外表面を直接確認できない場合には、

健全性を評価して確認しなければならなかった

が、実施していなかった。

作成

【炉安審】

審議

【品質保証課長、設備管理担当課長】

【部長】

確認

【原子炉主

任技術者、

健全性確

【担当

者】

記録作

【指揮者】

判定

【主任技術

者】

確認

独立行政法人日

本原子力研究開

発機構 高速増殖

原型炉もんじゅ

健全性確認要領

書

承認

も健-Ⅸ-3（P2-5）

補足＜健全性確認要領書＞

健全性確認目的

「長期プラントの設備健全性確認管理要領」に基づき、使用前検査

対象設備の外観・据付状態の健全性を確認する。

確認内容

使用前検査対象設備の外観・据付状態を目視により確認し、漏え

いの痕跡のないこと、強度に影響を与える欠陥がないことを確認す

る。

確認対象

・原子炉補機冷却水系主配管（A系）

①原子炉補機冷却水ポンプから原子炉補機冷却水熱交換器まで

②原子炉補機冷却水熱交換器から1次アルゴンガス系フレオン冷

凍機まで

③1次アルゴンガス系フレオン冷凍機から原子炉補機冷却水ポンプ

まで

④「原子炉補機冷却水熱交換器から1次アルゴンガス系フレオン冷

凍機まで」の分岐点から機器冷却系冷凍機まで

⑤機器冷却系冷凍機から「1次アルゴンガス系フレオン冷凍機から

原子炉補機冷却水ポンプまで」の合流点まで

・原子炉補機冷却水系主配管（B系）

・原子炉補機冷却水系主配管（C系）

・原子炉補機冷却水系主配管（A系）

①原子炉補機冷却海水ポンプから原子炉補機冷却海水系海水スト

レーナまで

②原子炉補機冷却海水系海水ストレーナから原子補機冷却水熱

交換器まで

③原子炉補機冷却水熱交換器から放水ピットまで

・原子炉補機冷却海水系主配管（B系）

・原子炉補機冷却海水系主配管（C系）

確認手順

健全性確認方法変更理由書の健全性確認の方法による。使用前

検査要領書と同様の場合は、使用前検査要領書による。

判定基準

外観確認：判定基準は、健全性確認方法変更理由書の健全性確

認の判定基準による。

補足＜エンジニアリングシート＞H18.8.9

「設備健全性確認において、保温材外面から外観検査を

行う場合の観点について」

「長期停止プラントの設備健全性確認計画書」及び「長期

停止プラントの設備健全性確認管理要領」に従って、健全

性確認として保温材外面から外観検査を行う場合、「保温

材外表面に著しい変形がないこと」の観点から確認を行う。

この「著しい変形」について統一的見解をまとめた。

「著しい変形がないこと」とは、以下の条件をすべて満たす

こととする。

①保温材に、機器表面に到達するおそれのある、穴・き裂

が無いこと。

②外装板が取付けられている場合は、外装板がはく離・脱

落していないこと。

③保温厚さの約1/2以上となるような、へこみ、打痕がない

こと。

補足＜健全性確認成績書（P2-5）＞

点検後外観目視検査記録

系統番号：410

系統名称：原子炉補機冷却水系

機器名称：原子炉補機冷却水熱交換器Aから

1次アルゴンガス系フレオン冷凍機Aまで（6B）

試験員：---

検査員：---

検査日：平成19年11月14日

検査方法

点検対象部位の状態を目視にて検査する

管理No：肉厚測定リスト管理No7-②

検査個所：配管表面

判定基準：表面に著しいかき傷、打こん、クラ

ンク等がないこと

検査結果：良

（機械保修課 課員(EH,EG) イン

タビュー結果）

前任者及び前年度のやり方を踏

襲した。
要因A2-3-①a-機 再掲

（機械保修課 課員(EG) インタ

ビュー結果）

外観点検において、保温材外から

の確認と認識しており、状態に応

じた点検方法（エンジニアリング

シート）にて実施した。
要因A2-2-機 再掲

（施設保全課 インタビュー結果）

・保温材部分を確認する方法を示すエンジニ

アリングシートが有り、それに従っていた。

（施設保全課 インタビュー結果）

・エンジニアリングシートで保温材部分の健

全性評価はされていると思っている。

要因A2-2-燃

燃料環境課は、「保温材外面から

の外観検査を行う場合の観点につい

て」（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞシート（Q4-

07037R0L)）を引用し、保温材外表面

からの目視確認による点検で良いと

していた。

180905-1

より

191019-1

へ

平成18年9月5日より

平成21年4月27日へ

要因A2-施

、施設保全課は、配管の外観点検において保温

材が敷設された配管の外表面を直接確認できな

い場合には、健全性を評価して確認しなければな

らなかったが、実施していなかった。

要因A2-燃

燃料環境課は、配管の外観点検において保温材が

敷設された配管の外表面を直接確認できない場合に

は、健全性を評価して確認しなければならなかった

が、実施していなかった。

要因A2-2-機

機械保修課、燃料環境

課、施設保全課は、「保温

材外面からの外観検査を

行う場合の観点について」

（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞシート（Q4-

07037R0L)）を引用し、保

温材外表面からの目視確

認による点検で良いとして

いた。

設備健全性確認におい

て

保温材外面から外観検

査を行う場合の観点に

つて

（エンジニアリングシート

要因A2-2-施

施設保全課は、「保温材外面からの

外観検査を行う場合の観点につい

て」（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞシート（Q4-

07037R0L)）を引用し、保温材外表

面からの目視確認による点検で良

いとしていた。

要因A2-1-燃

燃料環境課は、保温材が敷設されている配

管の外表面の健全性は、実績がある保温材

外表面からの目視確認により確認できている

と判断していた。

要因A2-1-機

機械保修課、燃料環境課、施設保全課

は、保温材が敷設されている配管の外表

面の健全性は、実績がある保温材外表

面からの目視確認により確認できている

と判断していた。

要因A2-1-施

施設保全課は、保温材が敷設されている配

管の外表面の健全性は、実績がある保温材

外表面からの目視確認により確認できている

と判断していた

（燃料環境課 ＴＬ（FD) インタビュー結果）

・保温材部分を確認する方法を示すエンジニ

アリングシートが有り、それに従っていた。

（燃料環境課 主幹（FC) インタビュー結果）

・エンジニアリングシートで保温材部分の健全

性評価はされていると思っている。

要因A2-3-①a-燃

燃料環境課の設備担当

は、前任者から引継ぎ

を受けた実績のある要

領書を用いた点検にお

いて問題は発生しな

かった。

要因A2-3-①a-機

機械保修課の設備担当は、前

任者から引継ぎを受けた実績の

ある要領書を用いた点検におい

て問題は発生しなかった。

組織要因A2-3-①-1

機械保修課、燃料環境課、施

設保全課は配管支持構造物で

指摘された視認不可部の問題を

踏まえ、配管の視認不可部につ

いて識別し、健全性評価を行っ

て点検方法を定めるべきであっ

たが、配管は連続性のある一機

器であり、可視可能範囲を点検

すれば、視認不可部についても

健全性が確認できると考えてい

たことから問題はないと考え、課

題の原点まで立ち返って改善に

つなげる仕組み（不適合管理、

是正処置）が機能していなかっ

た。

要因A2-3-①-燃

燃料環境課は、配管の健全性を

確認するため、視認不可部の識

別、健全性評価等を含めた外観

点検要領を定めなければならな

かったが、従前の方法でも健全

性が維持できていると考えていた

ことから新たに策定しなかった。

要因A2-3-①-施

施設課保全課は、配管の健全

性を確認するため、視認不可部

の識別、健全性評価等を含めた

外観点検要領を定めなければな

らなかったが、従前の方法でも健

全性が維持できていると考えてい

たことから新たに策定しなかった

要因A2-3-① 機

機械保修課、燃料環境課、施

設保全課は、配管の健全性を確

認するため、視認不可部の識別、

健全性評価等を含めた外観点検

要領を定めなければならなかっ

たが、従前の方法でも健全性が

維持できていると考えていたこと

から新たに策定しなかった.。

要因A2-3-①a-施

燃料環境課の設備担当

は、前任者から引継ぎを

受けた実績のある要領

書を用いた点検におい

て問題は発生しなかった。

要因A2-3-①-1 再掲

要因A2-2-①-機 再掲
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敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成19年10月30日

平成20年2月13日

平成20年3月14日

平成20年12月26日

平成19年10月30日

平成20年2月13日

平成20年3月14日

平成20年12月26日
高速増殖炉研究開発セン
ター　保全計画（REV.0）

 テクニカルメモ
 1次主冷却系ナトリウム配管
の肉厚測定結果
　承認 （MS-07-046）

設備健全性に係る使用前検
査対象機器の肉厚測定作業
保守点検要領書
承認　Q42-*Y-07206-01

設備健全性に係る使用前検
査対象機器の肉厚測定作業
保守点検報告書
承認(Q44-*Y-07206-01)

機器名（抜粋）

・ドアバルブガス置換系（538系）

点検項目

・外観点検

点検内容

・外観点検

管理基準

・かき傷、打痕、クラック等がないこと

管理基準根拠

・メーカ基準

補足＜高速増殖原型炉もんじゅ 保全計画＞

（2nd cycle REV.15 H25.10.28）

機器名

・1次主冷却系配管A（110系）

・1次主冷却系配管B（110系）

・1次主冷却系配管C（110系）

点検項目

・外観点検

点検内容

・漏えい又はその形跡、亀裂、変形等の有無を目視等に

より確認

点検時期／頻度

外観点検：52M

系統名

・原子炉補機冷却海水系（420系）

機器名（点検時期／頻度）

（1）配管・弁及び支持構造物（D/G建屋配管貫通部、耐

浸水性向上対策を含む）、送水管路内配管貫通部：3カ

所、放水ピット貫通部：3箇所）（16M)

（2）配管・支持構造物（屋外）（1M)

（3）主配管・支持構造物（送水管路内）（1M)

（4）主配管・支持構造物（屋外・送水管路内）（64M)

（5）主配管・支持構造物（放水ピット内）（64M)

（6）屋外保温施工配管（海水ポンプ潤滑水供給配管）

（64M)

点検項目

・外観点検（1～3,6）

・簡易点検（4,5）

管理基準

・目視で可能な範囲について、外観を確認する（1）

・腐食の痕跡がないこと（1～6）

・有害な損傷のないこと（1～6）

・有害な塗装むら・損傷のないこと（4,5）

・減肉箇所のないこと（必要に応じて肉厚測定）（1～6）

・発錆部の補修（1、6）

・保温施工配管については、保温材表面を目視にて外観

点検（1）

高速増殖炉研究開発センター 保全計画（REV.0）

設備健全性に係る使用前検査対象機器の肉厚測定作業

保守点検要領書

承認 Q42-*Y-07206-01

設備健全性に係る使用前検査対象機器の肉厚測定作業保守点検報告書

承認(Q44-*Y-07206-01)

テクニカルメモ

1次主冷却系ナトリウム配管の肉厚測定

結果

承認 （MS-07-046）

作成
【担当者】

確認

【プラント2

課】

確認

補足＜保守点検要領書＞

目的

設備健全性に係る使用前検査対象機器の肉厚測定作業を実施することにより、設備の

健全性を確認することを目的とする。

設備機器

・原子炉補機冷却水系設備

・原子炉補機冷却海水系設備

・蒸気タービン及び付属設備

・制御用圧縮空気設備

・アルゴンガス供給系設備

・窒素ガス供給系設備

・アニュラス循環排気装置

・格納容器設備

・非常用電源設備

使用前検査対象設備の外観据付状態確認記録 も健-Ⅸ-3（P2-5）

健全性確認指揮者：---

健全性確認担当者：---

検査年月日：平成19年11月14日

検査対象：原子炉補機冷却水系主配管（A系）

判定基準

外観確認：表面に著しいかき傷、打こん、クランク等がないこと

検査結果：良

備考

任意の代表個所について、保温材を取外し外観確認を実施。

【担当

者】

作成

【プラント2

課】

確認

補足＜テクニカルメモ1次主冷却系ナトリウム配管の

肉厚測定結果＞

目的

1次主冷却系主配管の健全性を確認するために代

表部位の肉厚測定を行い、減肉が無いことを確認す

る。

測定結果

使用前検査時メーカー自主検査記録と比較しても有

意差がないことを確認した。

作成
【担当者】

確認

【プラント

2課】

確認

補足＜保守点検報告書＞

作業期間

平成19年11月12日～平成20年2月26日

肉厚測定結果

原子炉補機冷却水系、原子炉補機冷却海水系

設備、配管類の肉厚測定値は許容値以内であ

り、著しい減肉のないことを確認した。また、外

観に有害な発錆も見られませんでした。

機械保修課 所掌分

補足＜高速増殖炉研究開発センター 保全計画

（REV.0）＞

（1st cycle REV.0 H21.1.1施行）

機器名

・1次主冷却系配管A（110系）

・1次主冷却系配管B（110系）

・1次主冷却系配管C（110系）

点検項目

・ISI

点検内容

・外観点検（ISI定期検査）

・体積試験（ISI定期検査）

点検時期／頻度

外観点検：33％／10年

体積試験：3箇所／10年

系統名

・原子炉補機冷却海水系（420系）

機器名（点検時期／頻度）

（1）配管・弁及び支持構造物（1年毎）

（2）主配管・支持構造物（屋外）（毎月）

（3）主配管・支持構造物（送水管路内）（毎月）

（4）主配管・支持構造物（屋外・送水管路内）（5年毎）

（5）配管（1年毎）

点検項目

・外観点検（1～3）

・簡易点検（4）

・解放点検（5）

管理基準

・腐食の痕跡がないこと（1～3）

・有害な損傷のないこと（1～3）

・減肉箇所のないこと（必要に応じて肉厚測定（1～3）

・有害な塗装ムラ・損傷のないこと（4）

・外観・打診による異常の有無（5）

・ピンホールテスターにて火花ブザー音のないこと（5）

・所定の肉厚を満足していること（5）

・所定の硬度を有していること（5）

系統名

・原子炉補機冷却海水系（420系）

機器名（点検時期／頻度）

（1）海水ポンプA,B,出口弁下流配管（ゴムライ

ニング）（64M)

（2）海水ポンプC1、C2、C3出口弁下流配管（ゴ

ムライニング）（64M)

（3）（A）(B)(C)オリフィス下流配管（ゴムライニン

グ部）（64M)

（4）（A）(B)(C)調節弁下流配管（ゴムライニング

部）（64M)

（5）上記以外のライニング配管（ポリエチレンラ

イニング部） （124M)

（6）配管・支持構造物（屋外）（1M)

（7）主配管・支持構造物（送水管路内）（1M)

（8）主配管・支持構造物（屋外・送水管路内）

（64M)

（9）主配管・支持構造物（放水路内）（64M)

（10）・屋外保温施工配管（海水ポンプ潤滑水供

給配管）（40M)

点検項目

・ライニング点検（1～5）

・外観点検（6～8,10）

・簡易点検（9）

管理基準

・損傷、ピンホール、硬化等ライニング状態に異

常がないこと

（1～5）

・外観状態に異常等なし（腐食・減肉の進行状

況に応じて肉厚測定を実施）（6～8,10）

・外観状態に異常等なし（腐食・減肉の進行状

況に応じて肉厚測定を実施）塗装状態に異常

なし（9）

補足＜高速増殖原型炉もんじゅ 保全計

画（REV.20）＞

（2nd cycle REV.20 H27.3施行）

機器名

・1次主冷却系配管A（110系）（2～6）

・1次主冷却系配管B（110系）

・1次主冷却系配管C（110系）

点検項目

・外観点検

点検内容

・漏えい又はその形跡、亀裂、変形等の

有無を目視等により確認

点検時期／頻度

外観点検：64M

施設保全課 所掌分

機器名

・配管（831：加圧送水装置）

（832：屋外消火栓設備）

（833：屋内消火栓設備）

（834：変圧器・水噴霧消化設備）

（835：泡消化設備及びタンク冷却用散水設備）

（836：二酸化炭素消火設備）

点検項目

・外観点検

点検内容

・外観点検

管理基準

・変形、損傷、著しい腐食等が無いこと

管理基準根拠

・消防法

燃料環境課 所掌分

補足＜高速増殖炉研究開発センター 保全計画

（REV.0）＞（1st cycle REV.0 H21.1.1施行）

機器名

・炉外燃料貯蔵槽冷却系（533系）

・炉外燃料貯蔵槽1次補助Na系（534系）

・炉外燃料貯蔵槽2次補助Na系（535系）

点検項目

・外観点検

点検内容

・外観点検

管理基準

・保温材表面に著しい変形・漏えいの痕跡等がないこと

管理基準根拠

・設工認/工認

機器名

・燃料検査設備（541系）

・固体廃棄物貯蔵プール設備（641系）

点検項目

・外観点検

点検内容

・外観点検

管理基準

・かき傷、打痕、クラック等がないこと

管理基準根拠

・設工認/工認

機器名

・燃料池水冷却浄化装置（574系）

180905-1

より

180125-1

より

200213-1

へ

200314-1

へ

【室長】

起案

【P2課

長】

協議

室長

確認

主任技術

者

【開発部

長】

各課の入力内容

を取りまとめ運

営管理室長へ提

平成18年1月25日より

平成21年4月29日へ

平成21年4月27日へ

平成18年9月5日より

高速増殖炉研究

開発センター 保

全計画（REV.0）
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「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列（その１）6/7 添付資料ー１（その１）

敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成21年2月26日

平成21年4月27日

平成21年4月29日

平成21年4月29日

平成21年5月29日

平成21年11月

平成21年4月29日

平成21年4月29日

平成21年5月29日

平成21年11月

平成25年9月30日

平成21年4月27日

平成21年2月26日

設備健全性確認妥当性
評価シート（評価者用）
410系

長期停止プラントの設備健
全性確認結果の妥当性評価
についての評価結果

長期停止プラントの設備健全性確認結果の妥当性評価についての評価結果

高速増殖炉研究開発センター 保全計画（REV.3）

設備健全性確認妥当性

評価シート（評価者用）

410系

設備健全性確認妥当性

評価シート（評価者用）

420系

設備健全性確認妥当性

評価シート（評価者用）

110系

高速増殖炉研究開発センター 保全計画（REV.1）
各課の入力内

容を取りまと

め運営管理室

【室長】

起案

【P2課長】

協議

室長

確認

主任技術者

確認

【開発部

長】

補足＜高速増殖炉研究開発センター 保全計

画（REV.3）＞（H21.11）

（REV.3 点検項目に外観が加わる）

機器名

・1次主冷却系配管A

・1次主冷却系配管B

・1次主冷却系配管C

点検項目：点検内容（点検時期／頻度）

・外観点検：外観確認（5年毎）

・非破壊検査：目視試験（33％／10年）

・非破壊検査：超音波探傷試験（33％／10年）

補足＜高速増殖炉研究開発センター 保全計画

（REV.1）＞（H21.2.26）

（REV.1 ISI記載なくなる）

機器名

・1次主冷却系配管A

・1次主冷却系配管B

・1次主冷却系配管C

点検項目：点検内容（点検時期／頻度）

・非破壊検査：目視試験（33％／10年）

・非破壊検査：超音波探傷試験（33％／10年）

担当者

評価

補足＜設備健全性確認妥当性評価シート＞

設備名

原子炉補機冷却水系 主配管

確認日時

・外観点検

A：平成19年11月14日、29日

B：平成20年1月21日

C：平成20年3月12日

・肉厚測定

平成19年11月14日

資料

・要領書

肉厚測定：Q42-*Y-07206-01

・報告書

肉厚測定：Q44-*Y-07206-01

点検方法の妥当性

・外観点検

著しい保温材の損傷がない限り、機器の外表面は保護されていると評

価した上で、保温材外表面の変形の有無等を目視により確認している。

・肉厚測定

「長期停止プラント 設備健全性確認計画書」の「肉厚測定フロー」に基

づき、配管内面に対しては、環境：水、材質、炭素鋼、防錆処理の有

無：有で選定する。

評価

外観点検及び肉厚測定により設備が健全であると評価。保全計画にて

1回／年の頻度で外観点検を実施し劣化状況を把握する。

評価実施日

平成21年4月27日

担当者

評価

補足＜設備健全性確認妥当性評価シート＞

設備名

原子炉補機冷却海水系 主配管

確認日時

・肉厚測定

平成16年7月29日（減肉発見時）

・外観点検

最終検査は未実施

資料

・R34-420H-04063：送水管路内支持構造物他点検補修作業

・原子炉補機冷却海水系配管腐食調査作業 要領書

・原子炉補機冷却海水系配管腐食調査作業 作業報告書

点検方法の妥当性

点検時にライニング状態を確認、ライニングの状態：良好で選定すると「腐食減肉は僅少で原

則肉厚測定不要」となる。配管外面に対しては、環境：屋外、材質：炭素鋼で個所を選定すると

「目視にて、最も減肉した個所の肉厚を測定」となる。

評価

腐食箇所の配管については現在、A系、B系の配管取替えを終了している。保全計画では屋外

及び送水管路内の主配管全数について、1回／月の頻度で巡視点検、1回／5年の頻度で全面

補修塗装を実施し、劣化状況を把握する。

評価実施日

平成21年4月29日

担当者

評価

補足＜設備健全性確認妥当性評価シート＞

設備名

１次主冷却系 配管

確認日時

・外観点検 平成19年2月、11月、12月

・肉厚測定 平成18年1月、2月、12月

・性能・機能確認 平成20年11月

資料

MS-07-046：1次主冷却系ナトリウム配管の肉厚測定結果

点検結果・劣化等の状況

代表部位の肉厚測定の結果は、全て公称厚さの公差内であり、有意な

減肉がないことを確認した。

評価

保全計画により目視試験（溶接部非破壊試験）（33％／10年）、（溶接

部超音波探傷試験）（3箇所／10年）、漏えい監視を常時実施してく。

課長

確認

事務局

確認

事務局（部

長）

事務局（副

所長）

担当者

点検計画

課長

作成

部長

点検計画確

保全管理課

保全計画とり

部長

点検計画確

部長

協議

室長

確認

室長

確認

主任技術

者

所長

承認

補足＜高速増殖炉研究開発センター 保全計画

（REV.3）＞

（REV.3 110系 外観点検加わる 頻度5年）

機器名

・1次主冷却系配管A

・1次主冷却系配管B

・1次主冷却系配管C

点検内容

・外観点検

点検時期／頻度

・5年毎

210226-1

へ

191019-1

より

200314-1

より

191019 200314

200213 190130

210226-1

より

平成21年11月へ

平成19年10月19日より 平成20年3月14日より

平成19年10月19日より
平成20年3月14日より

平成20年2月13日より

平成19年1月30日より

平成21年2月26日より

未点検機器の点検結果報

告（保安措置命令報告書（そ

の１）規制庁へ提出

6 /7



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列（その１）7/7 添付資料ー１（その１）

敦賀本部

理事長
副理事長
理事

電気保修課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス

所長
所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成25年10月

平成25年11月19日 平成25年11月19日

平成25年10月
高速増殖炉研究開発セン
ター　点検計画（機械保修
課・機械Ⅰチーム）（REV.15）

保安措置命令報告書

（その2）規制庁へ提出

高速増殖炉研究開発センター 点検計画（機械保修課・機械Ⅰチーム）（REV.15）

担当者

点検計

課長

作成

部長

点検計画確

保全管理

課

部長

点検計画確

部長

協議

室長

確認

室長

確認

主任技術

者

所長

承認

安全技

術検討

保安管理専門委員会

補足＜高速増殖炉研究開発センター 点検計画（機

械保修課・機械Ⅰチーム）（REV.15）＞

（REV.15 110系 ISI巡用項目削除）

機器区分

・配管

機器名称

・1次主冷却系配管A

・1次主冷却系配管B

・1次主冷却系配管C

点検項目

・外観点検

点検間隔／頻度

・52M

7 /7





「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列 （その２）1/29 添付資料－１（その２）

敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

平成26年1月22日 平成26年1月22日

平成26年1月23日 保全計画改善検討委員会（準
備会）

平成26年1月23日

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課

平成26年1月9日 平成26年1月9日

運営管理室
安全品質管理

室長
品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年1月15日

原子力規制委員会

（平成25年度

第38回）

補足（抜粋）

保全計画見直し（Rev.15）に対する誤りについて報告。

（抜粋）

機構が、保全計画の内容について確認作業を行っている状況でありな

がら、委員会に対し措置が完了した旨報告を行った事実は、もんじゅに

係る機構の保守管理体制及び品質保証体制の再構築が未だ不十分で

あることを示すもの。保守管理体制及び品質保証体制の再構築、保全

計画の見直し等に係る委員からの命令に関し適切に対応し改善される

ことが必要。

補足

保全計画見直し（Rev.15）に対する誤りについて報告。

（要約）

保安措置命令に対する報告書に記載されている保全計画のデータに、

現時点までに804件の誤りが確認されたため、不適合手続きを実施し

ている。今後、これらについてデータを精査するとともに、同様の問題

がないか改めて確認する予定との説明を受けた。

原子力規制庁

面談記録

平成26年4月16日へ

保守管理担当課員（TL・主査～一般職） 117名/対象者137名 83％

（インタビュアと聴取者の一対一の対話方式）

結果報告 （抜粋）

目的：保全計画Rev.15の多くのミス等の発生原因に

ついて、TL・主査～一般職からの意見聴取を行い、

対策に反映する。

まとめ（抜粋）

位置づけ、考え方等の対応方針について、所員間

の隔たりが大きく、相互理解が十分にできていない

である。そのほか、工程・作業管理、作業要領書類・

システム等の問題も出ているが、コミュニケーション

に係る課題が最も重大かつ根深い問題となってい

る。

対応については、先ずは関係者間での意識合わ

せを徹底することにより、各職域、職層における歯

車が相互に噛み合う状態に復帰することが必要。

補足

議事内容

①保全計画改善実施計画書（案）

②点検計画の改善について（案） ‐保全計画改善タスクフォース資料‐

主な議事内容

・本日の確認を持って「保全計画改善実施計画書」を早急に起案し。所長を委員

長とする「保全計画改善検討委員会（仮称）」を立ち上げること。

・本日の議論を踏まえて、保全計画の見直し作業工程について詳細化すること。

・今回のミスの要因を踏まえてた作業要領書を作成する。

補足

2.保全計画改善検討委員会議事録

保守管理担当課員からの意見聴取意見聴取

9：25～17：00

保全計画Rev.15の策定を担当した保守管理

担当員に一対一でインタビューした。

保全計画改善検討委員会（準備会）

・主な参加者

理事(ZF)、所長(ZD)、所長代理(AB)、所長代理（AC)、副

所長（AD)、運営管理室長（HO)、品質管理室長（HA)、プ

ラント保全部長（CA)、旧保修計画課長（DO)、企画調整

部長（VA）、改革室副主幹（XC）

260109-1

へ

≪凡例≫

インタビュー

補足

移動点070300-1

へ

接続線パス記号

接続線 結合・分岐点記号

→

→

→

→

→

【要因の凡例】

要因１：問題点抽出か

らの要因

要因２：要因分析から

出た要因

頂上事象 →

問題事象 →

→

→

メール→

凡例【事象の概要】

平成26年度第4回保安検査の受検に向けて書類確認をしていたところ以下が確認されていなかった。

・「配管」について点検要領書では可視可能範囲について実施することとなっているが、点検計画ではそれに関する記載がされていなかった。

本件は、平成25年度第3回保安検査にて、「配管支持構造物」の点検について保全計画と点検要領書との点検対象範囲の齟齬を指摘され、保全計画の見直しを実施しているにも関わらず、水平展開をしていなかった。

【問題事象】

①配管の外観点検

・点検計画の点検内容では、保温材敷設部の保温材表面からの確認方法の記載がなく、点検要領書上での確認方法が保温材外表面からの確認となっていた。

・全ての視認不可能な配管識別について、点検要領書の中で、具体的な方法を明確にしていなかった。

・視認不可能な部分についての健全性評価を実施していなかった。

・肉厚測定による「腐食・減肉管理」をしていなかった。

②保全計画見直し作業（点検計画の実績部の確認作業）で、チェック項目が抽出されていなかった。

③配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされていなかった。

仮定関係

直接処理

関節関係



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列 （その２）2/29 添付資料－１（その２）

敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年1月30日 保全計画改善検討委員会　議
事録（第1～16回）

平成26年1月30日

平成26年1月31日 平成26年1月31日

平成26年2月4日 平成26年2月4日

平成26年1月28日
保全改善タスクフォース議事録

平成26年1月28日

平成26年1月29日 平成26年1月29日

平成26年1月24日 保全計画点検・改善小委員会
議事録

平成26年1月24日

1.課題発生報告・承認書
2.保全計画改善実施計画書
（R0)

行先 保全計画改善実施計画書改訂

平成26年6月4日へ

保全計画改善実施計画書（Ｒ0版）
事務局作成（運営管理室代（HP)）

技術部長

所長（ZD)

承認

補足（追記部分を抜粋）

（目的）

本計画は、高速増殖炉研究開発センター課題発生時対応

要領に基づき、平成25年11月19日付で原子力規制委員会に

報告した保全計画の見直し（Ｒｅｖ15）に対して、誤りが確認さ

れたことを踏まえ、品質管理において重大な課題と認識し、保

全計画の徹底的な確認と見直しすることを目的とする。

（要求事項）

本実施計画は、機構が保全計画（Ｒｅｖ.15）について、合計760

件の不適合を検出しており、当該不適合について、今後全豹

の把握、原因究明及び再発防止対策を行うとしたため。
所長代理

（AB)、（AC)

運営管理室長

（HO)

プラント保全部長

（CA)
プラント管理部長

（BA)

品質保証室長

（HA)

第１回 保全計画点検・改善小委員会

（後のもんじゅ安全改革小委員会）

・主な議題

(1)作業体制・方針

(2)原因に関する調査状況

(3)今後の見直し方針

・主な参加者

理事長（ZA）、副理事長（ZC）、理事（ZE)、理事（ZG)、理事（ZF)、監事（ZJ)、経営企画部長（VA)、所長（ZD)、所長代理（AB)、

所長補佐（AN)、運営管理室長（HO）、プラント保全部長（CA)、改革室長（XA)、改革室副主幹（XC)、改革室主査（XD)

オブサーバ：文部科学省

補足

１．はじめに

平成25年度に見直しを行った高速増殖原型炉「もん

じゅ」における保全計画において、多くの誤入力が確

認されたため、保全計画の徹底的な確認作業を実施

する。その指導、進捗管理を行うことを目的に設置す

る。

議題

①当面の作業体制、方針について

②原因に関する調査状況について

③今後の見直し方針について

保全活動本来の趣旨に沿った考え方を整理し、見直

し作業を位置づけ保全担当部署が納得できる作業

人工と工程を精査し、小委員会で議論する。

第１回 保全計画改善TF

・主な参加者

理事（ZF)、企画調整部長（VA)、所長代理（AC)、運営管

理室長（HO)、プラント保全部長（CA)、旧保修計画課長

（DO）、保修計画課員（DP)、運営管理室副主幹（HR）、

運営管理室主査（HS）、改革室副主幹（XC)、改革室主

幹（XD)

補足

保全計画改善の作業方針、作業工程を検討

・1/30の改善検討委員会では、作業方針（案）と作業計画のたたき台を提示する。半年程度の作業

期間で実施するのであれば、全体の計画と3月までに何ができるかを分かるようにしておく必要が

ある。

・保全計画の改正をR16、R17の２ステップで実施するのであれば、R16の位置づけについて外部に

説明できるよう明確にしておく必要がある。また、作業を行う担当レベルに説明しなければいけない。

・保全計画の改善作業を行った時、改善点が多数出てくることが予想されるが、計画段階から不適

合とするものを例示し、作業段階で仕分けしておく必要がある

第１回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（ZD)、所長代理（AC)、副所長（AD)、運営管理室長（HO）、品質

管理室長（HA)、プラント管理部長（BA)、プラント保全部長（CA）、旧

保修計画課長（DO)

・オブサーバ

理事（ZF）、炉主任（AJ)、改革室長（XA）、改革室副主幹（（XC）、機

械保修課課員（ED)、改善チーム主幹（DB)、

・事務局

運営管理室主査（HS)、運営管理室主査（HT)、運営管理室員（HU)

補足

（作業方針、確認内容について）

点検計画の確認内容について、保全計画点検・改善小委員会では全ての管理項目を対象に確認することとしている。今回の資料では確認対象

の範囲がよくわからないため見直すこと。確認項目と確認方法を明確にすること。

確認内容の詳細表（添付資料-1）について、確認対象は全項目である。誤解されないよう“必須項目”の欄は削除するとともに各々の確認方法

を記載すること。

チェックは、点検計画をベースとして、設備図書等との突き合わせを行う。設備図書等から点検計画への突合せは行わない。ただし、設備図書

等から点検計画への反映が必要な事項が確認された場合は、その都度、点検計画の見直しを行う。

機器名称、機器番号、機器個数については、点検計画を正として設備図書等と照合する。

要領作成は、誰でも機械的に作業でき品質を一定にできるよう、明解な作業要領書の作成（作成例：例題を明示する。準拠する基準について、

法令、ES、メーカー設計基準等多様であるので、要領書で確認手法を明確にする）を目指す。そのためにはある程度の時間を要する。

点検計画にある「管理基準」及び「管理基準の根拠」について、特に「メーカー基準」については考え方を明確にする必要がある。仕分けにノウハ

ウを要するため、炉主任に相談に乗ってもらうこと。また、「点検周期の根拠」についても同様である。

保全重要度の確認は、設備機器に係る運用面での冗長性を確認する必要があるため、発電課にお願いする。

担当課に作業依頼をするまでの段取りを確実に行うこと。過去のように所大チェック開始時の準備不足による作業開始の遅れ等を繰り返さない

こと。

（確認方法について）

見直し作業に投入する人員（全15チームで保全部20名、他部署10名）及び作業日程の見積もりについて、今後、他事業所からの協力も考えら

れることから、超勤や休息時間も考慮してより現実的な積み上げとすること。また、3月の保安検査準備及び対応と本件の人員配置も考慮のこと。

なお、メーカーの人工については契約の関係もあり今回の点検作業では考慮していない。

要領書の作成段階からチェック員を参画させ、その後実施する点検作業がスムーズに行くようにすること。

今後、機械設備でリハーサルを行い、日程見積りの精度を高めていく。

保安検査（特に電気課分）には、前回経験者を充てること。

補足

議事内容

①保全計画の作業工程表

②保全プログラム（保全計画）について

③文科省宿題対応

第2回保全計画点検・改善小委員会

・主な議題

(1）保全計画R15で発生したミスの原因調査結果

(2)保全計画改善への対応

・主な参加者

理事長（ZA）、副理事長（ZC）、理事（ZE)、理事（ZG)、理事（ZF)、監事（ZJ)、経営企画部長（VA)、所長（ZD)、所長代理（AB)、

副所長（AG)、所長補佐（AN)、品証課長（HA)、運営管理室長（HO）、プラント保全部長（CA)、改革室長（XA)、改革室副主幹

（XC)、改革室主査（XD)、保修計画課長（DO)

オブサーバ：文部科学省

補足

(1)分析結果を踏まえ、事実誤認がないか確認して作業に反映する。

(2)保全計画確認・修正の作業計画について、見積もりは、実際に

試作業を行い、詳細な作業要領書を作成して実施する（点検計画と

点検実績の確認作業の２項目）。現状では４月末までの作業見積も

りであるが、作業の効率化等を再度検討する。

作業は専従ﾁｰﾑで行う。 保守担当課員の意見聴取結果の報告が

された。

保全計画確認・修正の作業計画について、見積もりは、実際に試作

業を行い、詳細な作業要領書を作成して実施する。

第0回 保全計画改善タスクフォース（Ｔ/Ｆ）

・主な参加者

所長代理（AC)、運営管理室長（HO)、プラント保全部（CC）

補足

・TF（仮称）準備会

・保全計画改正の失敗要因を集め、今後の改善に反映

・各課のコアを決めて、作業要領を議論し、現実的な作

業内容・工程とする。

260129-1

へ

第2回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB）、所長代理（AC)、副所長（AD)、副所長（AF)、副所長（AH)、運営

管理室長（HO）、品質管理室長（HA)、プラント管理部長（BA)、プラント保全部長（CA）、旧保修計画課

長（DO)

・オブサーバ

炉主任（AJ)、改革室長（XA）、改革室副主幹（（XC）、機械保修課課員（ED)、改善チーム主幹（DB)、

文部科学省所長

・事務局

運営管理室課副主幹（HR)、運営管理室主査員（HU

補足（課題発生報告・承認書より抜粋）

平成26年1月15日の原子力規制委員

会での報告を受け、この誤りについては、

品質管理において重大な課題ととらえ、

保全計画の徹底的な改善を実施する必

要がある。

補足(確認した事実)

既存の課題発生承認計画書『「保安

のために必要な措置命令及び保安

規定の変更命令について」への対応

について』との関連についての記述

無し。

36条報告書作成は、この計画書の範

囲外。

運営管理室長

（HO)

課題発生報告・

承認書

所長（ZD)

課題発生報告・

承認書

承認

課題発生報告・承認書

所長（ZD)

指示
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年3月20日 平成26年3月20日

平成26年2月25日

平成26年3月4日
点検計画改善作業計画書（R0)

平成26年3月4日

平成26年2月12日 平成26年2月12日

平成26年2月19日 平成26年2月19日

平成26年2月6日 平成26年2月6日

平成26年3月10日

点検計画改善作業計画書

ローラー作戦の開始(点検計画の計画部に係る項目の確認作業）

【補足】

概要

未点検機器の確認及び点検の実施結果を踏まえ、点検超過機器を出さないように管

理できる保全計画を作成するため、保全計画の改正を行った。しかしながら、改正した

保全計画（点検計画部分）にミスが多数発見されたことを踏まえ、点検計画に記載して

いる22項目全ての記載内容を点検し、適正な点検計画とすることを目的とする。

その後、以下のローラーに関して実施されているが、本事象では関係しない。本事象

に関連したローラー作戦に関しては、時系列の中で記載する。

・保全の有効性評価、不適合報告書の特別採用に係る技術的妥当性確認作業要領

（制定：平成26年5月20日）

・重複機器の保全方式、保全重要度の整理作業要領書（制定：平成26年7月23日）

・補修、取替え及び改造計画の確認作業要領書（制定：平成26年9月8日）

・特別な保全計画野確認作業要領書（平成26年9月11日）

・点検計画（Rev.15)未反映タスクの確認作業要領書（平成26年9月25日）

・直営点検で実施した外観点検の点検記録の点検記録確認作業要領書（平成26年11

月11日）

・点検計画記載機器確認作業要領書（平成26年11月23日）

平
成
2
5
年
第
4
回

事務局作成（保修計画課（DP）

技術部長

所長（ZD)

承認

所長代理

（AB)、（AC)

運営管理室長

（HO)

プラント保全部長

（CA)

プラント管理部長

（HO)

品質保証室長

（HA)

第３回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事）(ZD)、所長代理AB)、所長代理（AC）、副所長(AF)、、

運営管理室長（HO)、品質管理室長（HA)、プラント管理部長（BA)、プ

ラント保全部長（CA）、旧保修計画課長（DO)

・オブサーバ

炉主任（AJ)、特別所長補佐（AN)、改革室副主幹（XC)、改善作業

チーム主幹（DB)、旧保修計画課（DP)

文部科学省所長

・事務局

運営管理室課副主幹（HA) 運営管理室主査（HT)、運営管理室員

（HU)

第４回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事）（ZD)、所長代理（AB)、所長代理（AC）、副所長AC)、副

所長（AD)、副所長（AF)、運営管理室長（HO)、品質管理室長（HA)、

プラント管理部長（BA)、プラント保全部長（CA）、旧保修計画課長

（DO)

・オブサーバ

炉主任（AJ)、特別所長補佐（AN)、改革室長（XA)、プラント保全部次

長（DD)、改革室副主幹（XC)、改善チーム主幹（DB）

文部科学省所長

・事務局

運営管理室課副主幹 主査

補足

議事内容

①点検実績（直近）に係る項目の確認作業における要領書

②点検実績に係る項目の確認作業の進捗状況

③作業要領書（点検計画、点検実績に係る項目）の概要

④もんじゅ内外の支援体制の確認

⑤点検実績に係る項目の確認作業における未点検機器の発生想定と措置対応（検討）

⑥不適合報告書13-174「保全計画j（Rev.15)の誤りについて」の対応状況

⑦未点検機以外の点検などの実施状況確認について（案）

（資料③作業要領書の概要について）

作業内容として22項目全てを対象に確認作業を行う。

今回の試作業は、作業経験の浅い作業員で確認する。試作業の結果を反映し、作業工程の見積もり及び要領書の作成を行う。（今回の作業体制において、作

業経験の浅い他拠点からの支援者を含んでいることを考慮し、具体的な作業工程の見積もり、より分かり良い要領書の策定のため。）

保全計画（Rev15)の改訂版は、当面（本資料中）は、(Rev15改)と表現しておく。

不適合報告時期についてRev15(改)（案）の制定と合わせるのか検討する。

1/9以降の所大チェックの中で、疑義リストに上がっている約150件と、今後の確認作業において発生する疑義についての取扱い及び公開方法を検討する。

点検計画と突き合わせる設計図書が複数ある場合を考慮し、設計図書に優先順位をつける。

作業員は保全重要度Bについて、TBMorCBMのいずれであるのかの判断を行うのではなく、保全重要度Bは、TBMorCBMであれば整合しているものと判断す

る。

「点検間隔/頻度」として過去点検実績の無いもの又は１回しか点検実績がないものの点検根拠が「保守経験」は適当ではないと思われるので保全部にて検討

する。

補足

議事内容

①点検実績（直近）に係る項目の確認作業の進捗状況

②確認作業における支援体制の確認

③作業要領書の概要

④次回保安検査に向けたリハーサルについて

⑤保安検査での不適合の扱い

補足

議事内容

①点検計画に係る項目の確認作業の進捗状況

②確認作業後ミーテイングにおける課題リスト

③点検計画に係る確認作業後EMメモ

④次回保安検査に向けた準備状況

⑤保全計画（点検計画部分）の見直しについて

第9回 保全計画点検・改善小委員会

・主な議題

(1)点検計画実績に関する点検要領

・主な参加者

理事長（ZA）、理事（ZE)、理事（ZG)、理事（ZF)、監事（ZJ)、経営企画部長（VA)、所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB)、所長代

理（AC)、副所長（AG)、所長補佐（AN)、品証課長（HA)、プラント保全部長（CA)、改革室長（XA)、改革室副主幹（XC)、改革室主

査（XD)、保修計画課長（DO)、保修計画課員（DP)、

オブサーバ：文部科学省

補足

点検計画（実績部）の点検要領が報告され、チェック

項目の網羅性が不十分、保安検査の指摘事項の水平

展開も不十分のため再度見直すこととなった。

第3回保全計画点検・改善小委員会

・主な議題

(1)保全計画改善作業計画

・詳細要領書が重要であることから、小委員会でも議論する。

・主な参加者

理事長（ZA）、副理事長（ZC）、理事（ZE)、理事（ZG)、理事（ZF)、監事（ZJ)、経営企画部長（VA)、所長（副理事長）（ZD)、所

長代理（AB)、副所長（AG)、所長補佐（AN)、品証課長（HA)、運営管理室長（HO）、プラント保全部長（CA)、改革室長（XA)、

改革室副主幹（XC)、改革室主査（XD)、保修計画課長（DO)、保修計画課員（DP)

オブサーバ：文部科学省

No.1 制定：平成２６年３月４日 【点検計画の計画に係る項目の確認作業要領書】

実施期間 ： H26.2.20 ～ 26.11.24

No.2 制定：平成２６年 ５月２０日 【保全の有効性評価、不適合報告書の特別採用に係る技術的妥当性確認作業要領書】

実施期間 ： H26.5.20 ～ 12.20

No.３ 制定：平成２６年 ６月 ４日 【点検計画の実績部の確認作業要領書】

実施期間 ： H26.6.4 ～ H26.9.5

No.４ 制定：平成２６年 ６月２６日 【点検計画「一式」表記の再確認作用要領書】

実施期間 ： H26.6.26 ～ H26.8.6

No.５ 制定：平成２６年 ７月２３日 【重複機器の保全方式、保全重要度の整理作業要領書】

実施期間 ： H26.7.24 ～ 26.10.2

No.６ 制定：平成２６年 ９月８日 【補修、取替え及び改造計画の確認作業要領書】

実施期間 ： H26.9.11 ～ H26.10.16

No.７ 制定：平成２６年 ９月１１日 【特別な保全計画野確認作業要領書】

実施期間 ：

No.８ 制定：平成２６年 ９月２５日 【点検計画（Rev.15)未反映タスクの確認作業要領書】

実施期間 ： H26.9.25 ～ H26.10.27

No.９ 制定：平成２６年１０月１４日 【点検計画の実績部（その２）作業要領書】

実施期間 ： H26.9.26 ～ H26.10.13

No.１０ 制定：平成２６年１１月１１日 【直営点検で実施した外観点検の点検記録の点検記録確認作業要領書】

実施期間 ： H26.11.11 ～ H26.12.15

No.１１ 制定：平成２６年１１月２３日 【点検計画記載機器確認作業要領書】

実施期間 ： H26.11.23 ～ H26.12.02

【補足】

本事象に関連したローラは、以下の通り。

No.3 【点検計画の実績部の確認作業要領書】

No.4 点検計画「一式」表記の再確認作用要領書

No.9 点検計画の実績部（その２）作業要領書

【旧 保修計画課 課員（DP） 実績部の確認作業要領書の策

定 インタビュー結果】

・課題発生報告・承認書（所長承認）を受けて、点検計画を綺

麗にするという趣旨で点検計画の改善作業を実施した。

・点検計画の改善を図るため、平成26年3月ごろからローラ作

戦（計画部の確認）を実施。また、実績部のローラ作戦も当初

より計画されていた。

第5回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事）（ZD)、所長代理（AB）、所長代理（AC）、副所長（AD)、

運営管理室長（HO)、品質管理室長（HA)、プラント管理部長（BA)、プ

ラント保全部長（CA）、旧保修計画課長（DO)

・オブサーバ

特別所長補佐（AN)、改革室長（XA)、改革室副主幹（XC)、改善チー

ム主幹（DB）

文部科学省所長

・事務局

運営管理室課副主幹（HR）、運営管理室主査（HT)

運営管理室員（HU）

補足

・詳細要領書が重要であることから、小委員会でも議論する
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年4月1日～8日 平成26年4月1日～8日

平成26年4月2日 平成26年4月2日

平成26年4月4日 平成26年4月4日

点検計画改善要領書に関する
打合せ（10 00～第１会議室）
(1).em

平成26年3月28日 保安規定違反事項判定表（25-
4-も-1）

平成26年3月28日

平成26年4月1日 点検計画の実績部の確認作業
要領書（案）.eml

平成26年4月1日

平成26年3月26日 平成26年3月26日

【機械保修課】

検査官からのコ

メントについて回

答

補足＜保安検査コメントに対する回答（No.105(4/1版)コメントシート)より抜粋＞

当該機器の外観点検については配管系統図の配管、機器に接続されている配

管支持構造物を確認することで配管支持構造物一式の外観を確認している。今

回選定された支持構造物SNM-150-394Aについては1次Arガス系配管の支持構

造物であり、1次Arガス系の系統図上の配管を支持していることが配管系統図お

よび配管サポートアイソメ図では特定されるが、ご指摘いただいたように要領書

は機器を個別に特定できていない。本支持構造物の点検については、機器個別

の特定について不十分であったことから不適合を発行することとする。

当該機器については機器個別の特定について不十分であることから不適合管

理とするものの、配管、機器に接続されている支持構造物一式の点検は実施し

ていることから、その点検記録は次回点検終了まで特別採用とする。

次回の外観点検は、プラント工程(ドレン含む)に組み込んで平成26年度内に速

やかに行うこととし、その際には点検要領書・成績書で機器を個別に特定できる

ようにする。

また、7月～9月の所大チェックの疑義リストで当該支持装置に疑義は上がって

いない。これは、所大チェックのチェック事項の一つは｢機器名称及び機器番号に

て機器が特定できる｣という項目だが、点検計画の記載も記録上の記載も｢支持

構造物｣であることから機器名称が一致しており特定できると判断したものと推定

される。

【検査官】

支持構造物点検につい

てコメント

平成26年4月11日へ

不適合報告書14-5

抜き打ち検査

（保守管理業務支援

システムへの入力状

況の確認）
【検査官】

現場にて対象機器を選定

【機械保修課】

支持構造物点検の点検実

績について説明

補足＜保安検査コメントシートNo.105)より抜粋＞

支持構造物(SNM-150-394M)は、アイソメ図が

なければ、物と場所を特定できないが、点検要領

書及び成績書にはアイソメ図がない。この点につ

いて、7月～9月の所大チェックで疑義リストに上

がったか。上がっていたとしたら担当課でどのよう

に処置されたか説明すること。

【機械保修課】

対象機器の点検計画表を

準備

【機械保修課】

コメントNo.105の回答の

検討、作成

保安検査コメント

No.105の

回答提出

補足＜保安検査コメントに対する回答

（No.105(4/1版)コメントシート)より抜粋

＞

本支持構造物の点検については、機

器個別の特定について不十分であった

ことから不適合を発行することとする。

当該機器については機器個別の特定

について不十分であることから不適合

管理とするものの、配管、機器に接続さ

れている支持構造物一式の点検は実

施していることから、その点検記録は次

回点検終了まで特別採用とする。

（機械保修課 TL (EC) インタ

ビュー結果）

4/9までコメントNo.105の回答に

ついて、所内の議論を踏まえて

検討。

補足（規制庁追加コメント）

1次Arガス系支持構造物の外観点

検を記録として有効と考えるか否か

回答すること。不適合を発行するの

であれば点検実績を削除すること

で良いか回答すること。

平成２５年度第４回

保安検査

保安規定違反判定

表

整理番号：25-4-も-

1

補足＜保安検査判定表について＞

事象の詳細と問題点（検査指摘内容）

・配管支持構造物について「1式」表記の記録が残さ

れているのみで、支持構造物の番号、支持構造物の

種類、支持点及び支持方向等が記録されていなかっ

た。

・「1式」での目視確認以外の点検が実施されていな

い等から、所定の機能を発揮しうるかの観点からの

点検が行われていないことを確認した。

平成26年4月11日へ

不適合報告書14-5

回
保
安
検
査

3
/
1
0

〜

3
/
2
8

260404-1

へ

260404-2

へ

点検計画の実績部の確認作業要領書（Ｒ0）

改善作業チーム主幹（DB）メール

↓

機械保修課長（EA）、旧保修計画課員（DP）、機械保修課副主幹（EC）、機械保修課（EH）燃

料環境課（FD）、 施設保全課（GC）

件名：点検計画の実績部の確認作業要領書（案）

作業要領者（案）を作成 ⇒ 各課長 事務局、各課の取りまとめに配信

打合せ ： 点検計画の点検実績に係る項目の確認作業要領について

開催日時： 平成26年4月2日 10：00－12：00

目的・要旨

平成25年度第4回保安検査での指摘事項を踏まえた点検実績等の確認作業要領を作成し、

作業を進める必要がある。したがって、保安検査での指摘事項を把握し、追加すべき作業を

抽出する必要があるため、打合せを行った。

補足＜議事録＞

旧保修計画課員【DP】 発信メール

資料

①点検計画の点検実績に係る項目の確認要領のポイント

②点検計画の点検実績に係る項目の確認作業要領

③第４回保安検査を踏まえた今後の対応（基本的方向性）

④今後の対応（案）

260401-1

へ
平成26年4月10日へ

【改善作業チーム 主幹（DB)実績部の確認作業要領書の策

定 インタビュー結果】

・課題発生報告・承認書（所長承認）を受けて、点検計画を綺

麗にするという趣旨で点検計画の改善作業を実施した。

・点検計画の改善を図るため、平成26年3月ごろからローラ作

戦（計画部の確認）を実施。また、実績部のローラ作戦も当初

より計画されていた。

・実績部のローラ作戦は、平成25年第4回保安検査（H26.3）の

指摘を受けたことから、その指摘に関する水平展開を取り入

れることとなった。
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年4月10日 平成26年4月10日

平成26年4月9日 平成26年4月9日

機械保修課から検

査官へコメント

No.105の回答を

再提出

【ＴＬ B12】

コメントＮ

ｏ.105につ

いて回答を

修正

課長

確認

部長

次長

確認

【機械保修課】

修正した回答を検

補足＜保安検査コメントに対する回答（No.105(4/9版)コ

メントシート)より抜粋＞

・当該機器の外観点検（平成25年2月20日実施）につい

て担当者は、要領書及び配管系統図を用いて配管、機

器を特定し、現場の配管を追いかけながらすべての支持

構造物を確認した。

・支持構造物の外観点検は実施しており点検記録も有効

と考えていたが、当該機器を特定できるようになっていな

いことから点検記録として有効でないものとして扱い、不

適合管理を行ったうえで今後見直しを行う点検計画の実

績からは削除する。

補足＜（No.105(4/9版)コメントシート)の添付-2 点検要領

書より抜粋＞

2）検査方法

①可視可能範囲について外観状態を目視により確認す

る。保温施行された箇所は、保温材外表面から外観状態

を目視により確認する。

保
安
検
査
コ
メ
ン
ト
に
対
す
る
回
答
の
検
討

第3回 保全計画改善TF

・主な参加者

所長代理（AC)、保全部長(CA)、運営管理室長（HO)、プラント技術主

席（CB)、プラント保全部次長（CD)、運営副主幹、運管副主幹(ＨＲ）、

運営管理室員（HU)

補足

・点検計画Rev.15にて、「一式」で機器個数が「式、群、ユニット、セル室外に含む、上覧に含む10％/全体」の特定しにくい機器（64M

以下）の数が報告された。

・機械課約250、電気課約500、燃環課約170、施設課約150、安管課12。

・未点検となる機器についても途中経過が報告された。

保安検査における指摘事項（1次Arガス系配管支持構造物）については、不適合処理後プレス報告する。

1次主冷却系については、今後全数確認を行い、未点検となり得る対象機器を洗い出し、順次各系統の点検を再実施する。水平展

開として、2次系、EVST系についても同様である。

1次主冷却系配管支持構造物については、保安検査においてエビデンスを渡している。したがって、少なくともサポートの全数につ

いては承知しているものと考えられる。

16日の規制委員会において、保安検査の結果として1次主冷却系支持構造物についても言及されることを想定し、対応を検討する

こと。

1次主冷却系の支持構造物に対する見解をまとめておく（→保全部：4/14締切）

本件については、週報（4/18）での報告を想定し各箇所対応すること。

補足

・プラント保全部より、保安検査を踏まえた課題と対応（主な指摘事項５点のうち実績部の関連１点）

・点検結果が記録から読めないものに対して、品証の観点から点検実績として成立するか否かの観点からの点検実績再確認

・点検実績として成立するか。

・「一式」管理している機器の内訳と点検実績の確認。

⇒作業方針

・点検実績確認の作業方針・作業要領書作成等

点検計画(Rev.15)にて｢1式｣等の表示となっている機器に対する調査

保修計画課長

調査指示を

メールにて発信

機械保修課にて調査実

施
燃料環境課にて調査実施

補足〈発信メールの添付資料より抜粋〉

・概要

平成25年度第4回保安検査での1次アルゴンガス

系配管支持構造物に係る指摘事項を踏まえ、他設

備での類似事象に関する調査方法を定める。

・調査範囲は以下のとおり

点検計画Rev.15において｢機器個数｣の記載が、

｢式｣｢群｣｢組｣等の点検対象機器が特定されにくいと

推定される機器のうち、現時点での未点検機器の

発生の有無を調査する観点で、点検間隔/頻度が

｢64M｣以下の機器を対象とする。

・ 抽出した機器について、直近の点検実績の確認

を実施する。観点は、点検対象機器の特定が可能

か この結果、未点検機器（現在超過）かを確認。

平成26年5月28日へ

不適合報告書14-8

260409-2

へ

260409-1

へ

改善作業チーム主幹(DB)メール

↓

プラント保全部長（CA)、プラント保全部次長（CD）、プラント保全部次長（DD)、

保全管理課長（DA)、機械保修課長（EA)、旧保修計画課（DP）、改善作業チー

ム員（DC)

260401-1

より

補足＜実施メモ＞

対象： ① 電気保修課・補機冷却系計装設 １頁（23行）

② 機械保修課・補助ボイラー １行

実施者：担当者レベル（１名）＋作業員（１名）

結果： ① 直近・直々近のみ→55分（36件の実績）≒2.4分／行

それ以外→26分（14件の実績）≒1.1分／行

② 直近・直々近のみ→20分（2件の実績）≒20分／行

それ以前→10分（1件の実績）≒10分／行

課題

・各チームに担当者レベルを張り付けることは必須。

・採用の可否の判断レベルを詳細に決めておかないと、疑義の量が膨大になる。

・各チームにPCを設置すると非常に効率的に進められる。（情報棟2階であれば可能）

260410-1

へ
平成26年5月26日へ

第6回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事）（ZD)、所長代理（AB）、所長代理（AC）、副所長（AF)、

運営管理室長（HO)、品質管理室長（HA)、プラント管理部長（BA)、プ

ラント保全部長（CA）、保全管理課長（DA)、旧保修計画課員（DP)、

改革室長（XA)

・オブサーバ

所長補佐（AL)、プラント保全部主席（CB)、改革室副主幹（XC)、改善

チーム主幹（DB）、

文部科学省所長

・事務局

運営管理室課副主幹（HR）、運営管理室員（HU）

所長

承認
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年4月12日～16日 平成26年4月12日～16日

平成26年4月14日 平成26年4月14日

平成26年4月11日 不適合委員会審議記録
（4/11、16、25、5/16、20）

平成26年4月11日

点検計画(Rev.15)にて｢1式｣等
の表示となっている機器に対
する調査（追加）

補足

不適合報告書14-5を付議した。

(4/11、4/16、4/25、5/16、5/20)

保安検査官への回答

平成26年4月4日より

【課長】

確認

【課代】

不適合報告書作成

補足

不適合の内容及び処置方法について、委員会コメントがあり審議

継続となった。

【不適合委員会でのコメント】

4/16：不適合の処置方法の記載を修正すること。

1次Arガス系支持構造物の外観点検について、点検記録が「1式」

で記載されており、リスト、アイソメ図で機器が特定されていない。

4/25：特別採用とするためにはこれまでの検証結果や点検記録

など、エビデンスの提示が必要である。

5/16：件名中にある記録を削除すること。不適合内容について保

全部と品質保証室で調整すること。

5/20：添付資料を「無」に修正し、本文中の（添付-1）についても削

除すること。

5/23にR0版の承認を得た。

第12回 保全計画点検・改善小委員会

・議事次第

保安検査や保全計画の見直しについて報告

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ）、理事（ZH)、品証課長（HA)、運営管理室長（ＨO)、運営管理室代（HW）、保全部 部長

（もんじゅ改革室 (XC) インタビュー結

果）

・4/11の小委員会において、支持構造物

の「一式」管理に関する保安検査のコメ

ントの回答について口頭で状況説明が

あったが、当日の参加者が少なく、さらに

重要な内容であったため、4/16に再度小

委員会で説明するようもんじゅ幹部に依

頼した。

もんじゅ内打合せ

（4/16規制委員会対応準備）

【主な参加者】

所長代理（AB)、運営管理室長（HO)、保全部次長（CD)、総括調整Gr.次長（IA)

補足

・4/16の規制委員会における保安検査報告の対応方針に

ついて打合せを実施

検査官との打ち合わせ

補足＜平成26年度第1回保安検査報告書p.4より抜粋＞

・保安検査官は、４月１４日に、これまでの機構の点検方法（通路からの目視による外観検査）で

は点検できない配管支持構造物が存在すること、所定の機能を発揮しうることが評価できないこ

とを指摘した。

【参加者】

機械保修課、品質保証室 副主幹 aa

福井新聞報道

平成26年5月23日ヘ

不適合委員会審査

（再審議）

保安規定違反判定表

平成26年3月28日か

再審議

補足＜議事録より＞

・保安検査や保全計画の見直しについて報告

を受けた。また、点検不十分と指摘されている

ものについての再点検については、窒素雰囲

気である箇所が含まれていることによる作業予

定等が報告された。

敦賀本部週報

補足＜新聞記事より抜粋＞

もんじゅ虚偽報告の疑い

保安検査した際、新たな未点検機器を見つけていたことが10 日、分かっ

た。咋年9 月の「全機器の点検が完了した」とする原子力規制委員会へ

の報告と矛盾し、規制庁関係者は「報告が虚偽だった疑いもある」として

いる。

補足＜週報より抜粋＞

平成25年第4回保安検査対応状況（訂正印による保全計画の修正等）に

ついてプレス発表。

1次アルゴンガス系支持構造物の外観点検については、コメントNo.105と

同様の内容（見直しを行う保全計画からは当該点検の点検実績を削除す

る）を記載。

260404-1

より

260404-2

より

260411-1

へ

点検計画(Rev.15)にて｢1式｣等の表示となっている機器に対する調査（追加）

保修計画課長

追加調査依頼を

発信

補足〈発信文書より抜粋〉

・概要

一次調査で、機器個数の誤記による抜け落ちの可能

性が生じたことから追加調査する。

「配管」「支持」「ダクト」「リレー」を含む機器番号が空欄

のリストを作成。 他、抽出条件でリストを作成

抽出したリストについて、直近の点検実績の確認を実

施する。確認の観点は、

・点検対象機器の特定が可能か

・１次調査で整理した共通項目

記録にリスト、系統図及び色分けがあれば有効 等

この結果、未点検機器（現在超過）かを確認

260414-2

へ

260414-1

へ

機械保修課にて調査実

施
燃料環境課にて調査実施

補足

・４月9日の調査で、機器の誤記による抜け落

ちの可能性が生じたことから4月14日になって

更に追加調査依頼を発信。
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年4月25日 平成26年4月25日

平成26年4月16日 平成26年4月16日

平成26年4月23日 平成26年4月23日

第13回

保全計画点検・改善小委員会

議事次第

・保安検査を受けての対応

・主な参加者

理事長（ZA)、理事（ZG)、理事（ZF)、理事（ZI）、副理事長（ZB)、理事（ZH),、監事（ZJ）、所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AA）、

所長代理（AB）、所長代理（AC)、プラント保全部長（CA)、保全管理課長（DA）、プラント保全部主席（CB)、保修計画課員（DP)、

経営企画部長（VA）、改革室長（XA)、改革室副主幹（XC)、改革室主査（XD)

第14回 （最終回） （この後、5/2からの「もんじゅ安全改革小委員会」に移行）

保全計画点検・改善小委員会

・議事次第

（１）保安検査に対する対応

（２）喫緊の規制庁対応について

・主な参加者

理事長（ZA)、監事（ZI)、所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、運営管理室長（HO）、品証室長（HA)、プラント保

全部 長 （CA)、プラント保全部技術主席（CB)、保修計画課長（DO）、プラント保全部主席（CB)、保修計画課員（DP)、改革室長

（XA)、改革室副主幹（XC)、改革室主査（XD)

もんじゅにおける点検

時期超過事案に係る命

令に対する機構の対応

状況について

(原子力規制庁)

部長

（CA)

補足

運営管理室は、支持構造物の外観点検

に係る対応の経緯と、不適合報告書発行

による影響を想定した資料を説明

補足

品質保証室は、「今後見直

しを行う点検計画の実績か

ら削除する。」の解釈につ

いての資料を説明

補足

保全部は、4/9に「点検計画の実績から削除する」

と回答したことについて、現在超過にしないための

対応策とし資料を説明

（プラント保全部 部長(CE) インタビュー結果）

・点検不十分としたことについて、点検計画にも「一式」と記載

されていたことから、当初は点検計画通り点検を実施したと言

えるのではという認識であった。

・行為としては点検を実施していたのだから、点検は実施した

が、そのやり方や記録に不十分性があったという認識であっ

た。保安検査官の「全て見たのか」という問いに、配管を追い

ながら全て見たと回答したが、担当者の証言では「全て見た」

とは言い切れないと思うようになった。その部分については、

保安検査後に訂正した。

【機械保修課】

「配管支持構造物の対応

方針について」を作成

補足＜保安検査報告書より抜粋＞

配管支持構造物の点検方法、点検時期を定めた。

この方針において、点検実績を削除した場合、点

検超過機器が多数発生することから、安全上重

要度の高いものを対象とし、点検内容は変えず

に機器を特定できる要領書を作成し、本年８月末

までに点検を行うとした。

補足

委員会資料より抜粋

・今回の保安検査で確認した内容は、機構が昨年（平成25年）11月19日

に完了したとする保守管理体制及び品質保証体制の再構築並びに保全

計画が未だ途上であることを示すものである。

・根本原因分析を再検討することが必要。

平成26年1月9日より

保守点検要領書

（Q42-100Y-14052-01）

W0承認

ＣＶ内設置１次主冷却系

等支持構造物点検作業

補足＜決定事項より＞

1次Arガス系 支持構造物の点検実績を削除するとする4/9

機構回答（4/11付議事項）について規制庁判定表案を踏ま

え経営の再確認

・保安検査で受けた指摘について、点検は実施していること

を主張した上で、点検実績は削除しなくても良い方向で規制

庁と再度交渉すること。

・ただし、指摘された機器については水平展開を実施し、該

当する機器は速やかに再点検ができる準備を行うこと。

・具体的対応についてはもんじゅ所長が責任をもってまとめ

ること。

補足<議事録>

（1）保安検査に対する対応について

規制庁からの判定表について、機構の考え方を議論の上整理した。

（2）喫緊の規制庁への対応について

誤りは真摯に反省し、再点検が必要なものは早急に再検査を実施

することを議論し、意見の相違や誤解については、説明をつくすことと

なった。

補足＜資料1-1 整理表より抜粋＞

（5.点検記録の有効性）

保安検査後の調査（当時の点検担当者へのインタビュー確認及び

点検デモンストレーション）により点検実施の妥当性が確認できた

ことから、点検としては有効として取り扱う。なお、点検記録不備は

不適合管理し、次回点検終了まで特別採用とする。

JAEA理事との保安検査を踏

まえた対応に関する意見交換

（規制庁 本庁との面談）

補足＜面談記録より抜粋＞

もんじゅの平成25年度保安検査を踏まえた今後の対応方針について、独立行政法人

日本原子力研究開発機構のY理事から説明があった。

【主な参加者】

理事(ZF)、運管室 室長（ＨO)

補足＜説明資料より抜粋＞

○過去の点検実績について疑義が確認された場合の厳格な対応

・疑義が確認された場合、不適合管理委員会に報告し、内容を精査。

・不十分な事案が確認された場合、速やかに再点検を行うなどの適切な措置を

実施。

＜過去の点検実績との関係＞

・点検記録等が不十分であることが確認された場合、過去の保全計画の点検実

績を残したうえで早急に再点検を行う。

→今回の検査で確認された、1次Arガス系及び1次主冷却系支持構造物の外観

検査等について、上記を適用して対応。

さらに、規制庁のご指摘を踏まえ、水平展開を行い、過去の点検記録に不十分な

点があるもの等を抽出し、早急に再点検を実施。補足＜議事メモ（JAEA作成）より抜粋＞

・1次Ａｒガス系配管支持構造物の外観点検に関して、機構の考え方と我々の受け止め

方は少し異なっている。

・本件については、機器の特定がなされず検査記録上の問題もあるが、その外観検査

の内容にも問題があると認識している。例えば、機能確認として、ストローク確認が要

求されているが、機構の点検は巡視点検に過ぎず、不十分な外観点検となっている。

・また、記録の取り方についても工夫が必要と認識している。エビデンスを残すことが必

要である。これらが全くできていないと受け止めている。

保安検査判定表（「原子炉設置

者の考え方」記入）の提出

（現地検査官）

補足＜議事メモ（JAEA作成）より抜粋＞

・点検は、記録があって評価されていることが必要。今のままではクラス1のサポートの健全性は大丈夫という根拠がない。デモンストレーションは何も根拠にはならない。

又インタビューは記録ではなく記憶をエビデンスとするもの。

・点検計画が「一式」で、それが明確にされていない揚合は「全て」と考える。さらに重要な機器は範囲ち全てと考えるのが通例。

・例えば、判定表の記載「全ての支持構造物の健全性は確認したJは1台でも見えないものがあれば「虚偽」にもなる。

→次回保安検査若しくは立入検査をすれば、機構の主張内容の誤りは直ぐに明らかになる。

・点検実績を残すという事業者意見は、保安検査官へのコメント回答と遣う。叉機構がプレスした際の内容とも遣う。

【主な参加者】

所長代理（AB)、品証室長（HA)、品証室 副主幹（HD)、保全部長（CA)

260109-1

より



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列 （その２）8/29 添付資料－１（その２）

敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年5月8日 平成26年5月8日

平成26年5月11日 平成26年5月11日

平成26年5月1日 平成26年5月1日

平成26年5月2日 平成26年5月2日

平成26年4月30日 平成26年4月30日

第1回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、副理事長（ZC)

事務局：もんじゅ安全・改革室

平成25年度第4回保安検査に

かかわる面談

補足＜規制庁との面談記録より抜粋＞

・平成25年度第4回保安検査で規制庁から指摘があった項目(1次主冷却支持構造物の点検内容)について、機構側の今後の対応について、資料｢平成25年度第4回保

安検査を踏まえた対応(案)｣及び｢平成25年度第4回保安検査を踏まえた今後の対応について｣に基づき、高速増殖炉研究開発センター所長より説明があった。

・1次主冷却支持構造物の点検は、機構が作成した点検計画に基づき実施はしたが、その点検内容は所定の機能を発揮するかを確認するには十分なものではなかっ

た旨の説明があった。

・当時の十分な点検でなかった点検記録については、速やかに再点検を行い、不適合管理を行った上で、再点検の記録に置き換える旨の説明があった。

【主な参加者】

所長（ZD)、理事（ZF)、運営管理室 技術主席（HX)、保全部技術主席（HB）

要領書

（Q42-100J-14059-01）

W0承認

セル室内１次主冷却系等

支持構造物点検作業

（Ａセル室分）

補足

・目的

「CV内設置１次主冷却系等支持構造物点検作業」を実施した結果、1133個の内84個はアクセス不可等により点検が

できなかった。点検個所のうち、4個について割りピンが外れていることを確認した。この事実を受け、割りﾋﾟﾝの挿入が

確認できない62個（割りピンがない、レストレイント、アンカを除く）について、挿入がされているかの確認をすることを目

的とする。

・作業範囲

１次系配管支持構造物（62本：R-103, R-201）

直接目視（鏡又は双眼鏡等）を基本とするが 、設置環境から可視不可能な場合は、間接目視（カメラ等）を用いて点

検を行う（但し、足場は組まない）。

検査官との打ち合わせ

補足＜平成26年度第1回保安検査報告書p.4より抜粋＞

保安検査官は、4月30日に原子炉容器室内に設置されている十数台の配管支持構造物の点検が行

われていないことを確認し、機構に対し、原子炉容器室内の配管支持構造物の健全性、安全性の確

保がどのように確認されているか説明を求めたが、機構から回答が得られなかった。

【主な参加者】

保全部次長(CD)、保全部次長(CD)、品証室副主幹（HD)

【機械保修課】

配管支持構造物（A

ループ）の点検開始

平成25年度第4回保安検査

を踏まえた今後の対応につ

いて

（敦賀規制事務所）

補足＜規制庁との面談記録より抜粋＞

・平成２５年度第４回保安検査において、原子力保安検査官より提示さ

れた原子炉等規制法第４３条の３の２４に関する保安規定違反事項判

定表に対する原子炉設置者の考え方について説明を受けた。

・今後の機構の対応としては、今回の指摘事項を踏まえ、不適合処置

等必要な対応を行い、保全計画についても、今後抜本的な見直しを実

施するとの説明を受けた。

【主な参加者】

所長代理、品証室長（HA)、保全部プラント保全部長(CA)、保全部技術

主席（CB）

補足＜Ｈ26年第1回保安検査 報告書P4より抜粋＞

機構は、５月１日に、前回保安検査での指摘事項

①配管支持構造物の点検において、機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点での点検が

点検要領書に記載されていない、

②可視可能範囲以外の配管支持構造物に対する点検が実施されていない、

③点検結果が配管支持構造物別に記載されていない

に対する回答として、「点検担当者が現場の配管を追いかけながら配管支持構造物を確認し

ており、点検は有効である。しかしながら、点検記録において配管支持構造物一式で「良」とし、

個々の配管支持構造物が特定できないことから、点検記録に不備（不適合）があった」として、

「再点検を行い、記録を置き換える」旨の回答を当庁に行った。但し、この回答では、「可視可

能範囲以外の配管支持構造物に対する点検が実施されていないこと（未点検状態の配管支

持構造物が存在すること）」に対する処置を明確にしなかった。

補足＜説明資料より抜粋＞

4/25、4/30の説明資料を用いて説明

・支持構造物の識別を行うとともに必要な機能要求を明確にした上で、それに従って再点検を

速やかに実施する。

・平成25年2月～5月の当該点検記録については不適合管理を実施し、今後見直しを行う点検

計画の実績では、再点検の記録に置き換える。

補足＜資料1-4 支持構造物の再点検の概要より

＞

＜指摘の内容を踏まえた再点検の方針＞

・ 1次主冷却系配管等の支持構造物はクラス１機

器であるため、全ての支持構造物を点検対象と

する。

・ 個別の機器を識別できるようにした上で、可視

可能な範囲で外観点検を行い、見えないところは

技術評価により健全性を確認する。

＜その他の配管支持構造物（「一式」表示）の再

点検について＞

・クラス１、クラス２、耐震クラスA、AS、使用前検

査対象となっている配管支持構造物については、

重要な配管支持構造物として、＜点検方法＞に

示した方法で点検を実施する。

・それ以外の「配管支持構造物については、配管

支持構造物を個別に特定しないで、系全体の検

査として範囲を明確にし、可視可能な範囲で、外

観目視点検を実施する。

補足＜資料1-4 監事Nの留意すべき事項（メモ）より＞

２．可能な範囲のみの点検は不可

・一次冷却系の支持装置では可視可能範囲のみの点検

とし、見えないところは点検を行っていなかった。

・見えない箇所は未点検状態。機能が維持されていると

は言えないのでは。

・必要な点検なら足場をかけてでもやる必要がある。

・「運転中だから」「現実的ではないから」は理由にならな

い。

・点検を行わない場合や代替点検とする場合は、それで

機能を維持できることを説明できなければならない。

・他でも、点検計画と点検要領のずれがみられるが、安

易に点検要領に点検計画を合わせるべきでない。

補足＜議事録より＞

議事内容

（１）第４回保安検査を踏まえた対応について

（２）措置命令解除に向けた対応について

（３）点検方法説明

（４）一次主冷却配管等の点検作業現場の視察

（５）点検方針とその具体的内容

視察を踏まえて今後の点検方針と具体的対応を議論。特に一次系

セル室の点検委はナトリウムドレンが必要なことから、点検・評価方

法の妥当性・網羅性を再確認すること、水平展開含め、もれなく点検

項目を抽出しているかを確認すること等の指摘がされた。

【機械保修課】

配管支持構造物（Aループ）

の点検完了

第７回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

確認要

【主な参加者】

所長（副理事）（ZD)、 所長代理（AB）、所長代理（AC)、副所長（AD)、

副所長（AF)、改革室長（XA)、運営管理長（HO)、品質保証室長（HA)、

プラント保全部長（CA)、プラント管理部（BA)、保全管理課長（DA)、

機械保修課課長（EA)、

運営管理室副主幹（HR）、運営管理室員（HU）

補足＜議事録より抜粋＞

（資料①支持構造物の再点検について）

・ Aセル室内の配管支持構造物の再点検実施状況について確認した。

・直接目視の困難な支持構造物の点検・評価方向についてはLWR支持基準（VT-3）をレファレンスとする方針

・保温材内の支持構造物については、できる限り詳細な点検記録を取り、例えば支持状態変化が検出できるロジックなど、今後

の点検の基盤として取り扱う。

・現在までに、Aセルの支持構造物の全て1133件の点検を完了した。このうち、一部の支持構造物については修繕の必要性な

どを確認する。

・原子炉廻りの配管支持構造物については、設計の考え方を整理しておくこと。

旧保修計画課（DP）メール

↓

各課長宛て

各課長 殿

保安検査コメントと対応を添付の通り整理しました。

260430-1

へ 平成26年5月13日へ

【旧 保修計画課 課員（DP) 実績部の確認作業要領書の策定 イン

タビュー結果】

「確認作業時チェックリスト」のベースは作成した。しかし、⑤「点検

計画の点検対象を全て点検しているか」の「ただし」書きの部分を作

成した記憶ない。「確認作業時チェックリスト」を作る際、他の課のコ

メントをまとめて作成した記憶はない。
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平成26年5月20日 Ｈ25年度第4回保安検査の指
摘事項に対する対応.eml
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平成26年5月19日 平成26年5月19日

平成26年5月12日 平成26年5月12日
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平成25年度第4四半期の保安
検査の実施状況について(原子
力規制庁)

【ローラーの立上げと物差し】
Re 保安検査コメントの整

理.eml

第2回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、副理事長（ZC)

事務局：もんじゅ安全・改革室

平成25年度

第4四半期の保安検査の実

施状況について

(原子力規制委員会)

補足＜規制委員会資料より抜粋＞

クラス1機器を含む安全重要度の高い1次主冷却系及び1次アルゴンガス系の配管支持構造物について、

点検要領書に基づき可視可能範囲での外観点検は実施されていたが、一部の配管支持構造物の点検が

実施されていない等、以下の観点から保全計画上の点検としては不十分であった。

・配管支持構造物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検(作動性等の確認)を行う

ことが点検要領書に記載されていない。

・保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点検することになっているにも関わらず、点検要領書

では可視可能範囲を対象とし、それ以外の点検が実施されていない。

・点検結果が｢一式｣として記録され、個々の支持構造物を特定できるように支持構造物別に記録されてい

ない。

要領書

（Q42-100J-14068-01）

W0承認

セル室内１次主冷却系等

支持構造物外観健全性

評価作業

（Ａセル室分）

補足

・目的

「CV内設置１次主冷却系等支持構造物点検作業」にて実

施した外観点検（破損・変形、相互干渉、発錆等）結果を基

に、１次系配管支持構造物の健全性を評価する。

・作業手順

(1) 作業準備

(2) 点検記録のチェック

(3) 支持構造物の健全性評価

・可視可の支持構造物、部位に関しては、①点検記録が

合格であること ②点検記録で良でない記載のものは技術

的評価を実施し、機器の健全性に支障がないかを確認する

こと。

・可視不可の支持構造物、部位に関しては、同種の支持

構造物の健全性、設置環境、アクセス性、過去の点検・検査

の結果の観点から、機器の外観上の健全性に支障がない

ことを確認すること。

平成25年第4回保安検査に

係る面談(2）

(規制庁 本庁)

１次系配管支持構造物の再

点検結果について

(規制庁 現地検査官)

補足＜面談記録より抜粋＞

・平成２５年度第４回保安検査結果を踏まえ、１次系配管支持構造物の点検対象、内容

等を明確にした点検を実施し、可視可能範囲外の箇所については、評価方法を明確にし

て健全性確認を実施しているとの説明を受けた

【主な参加者】

保全部長(CA)、保全部次長（CD)、運管代（HP)、品証室副主幹（HD)

補足＜面談記録より抜粋＞

１次系配管支持構造物の点検の実施状況について説

明があった。

【主な参加者】

運管室技術主席（HX) 運管室員（HW)

補足

議事内容

（１）保全計画の作り直しと連動して考えること

（２）一次系支持構造物の点検結果について

プラント保全部長（CA)より、一次主冷却系配管支持構造物及び一次アルゴンガス系配管支持構造物の外観

点検結果が報告された。４か所の割ピンが欠損していることが確認されたことが報告された。規制庁へは5月11

日に保修表を発行の上、保修し、使用前検査対象であるが、工認対象ではなく法令報告対象でないことが報告

された。

（３）措置命令解除に向けたアクションプランについて

（４）保全計画の作り直しについて

（５）平成26年度第１回保安検査への対応について

平成26年6月4日へ

補足＜議事録より抜粋＞

議事内容

①第8回もんじゅ保全計画改善検討委員会 議事録案

②経営と現場が一体となった徹底的な根本原因分析について

③点検計画の見直しについて

④h26年度保安検査（6月、9月）での確認事項について

⑤「集中改革期間」の成果の明確化

⑥もんじゅ保全計画改善検討委員会の方針の見直しついて

⑦破砕帯の現地調査促進方策について（案）

260514-1

へ

プラント保全部主席（CB） メール

↓

保全管理課長（DA)、旧保修計画課員（DP)

260430-1

より
補足＜メール本文概要＞

○ローラー作戦（特に実績部の見直し）

○（上記に付随するかもしれませんが）有効性評価と不適合管理の技術的妥当性チェッ

ク

これらの立上げを保修計画課主導で、至急お願いします。

ローラーの物差しについて、添付のもので案をまとめ始めてもらっていますが、以下の点

についても考慮ください。

○実績部のチェックで、疑義リストで出た疑義について確認をしてもらうことも、点検実績

としての十分性を確認する上で、一つの指標（チェック項目）になると思います。

○巡視点検と外観点検ですが、保修計画課DDのコメントのように、確かにそれを決めた

不適合管理報告があるわけではありませんが、過去分についてどうしていたかということ

と、それを踏まえて、このように改善 します（しました）というルールをちゃんと作って、各

課が現在やっている外観点検が、保安検査で指摘されたような問題を含んでいないもの

になっているかどうかをチェックする必要があるのではないでしょうか？

旧保修計画課員（DP)メール

↓

プラント保全部主席（CB）、プラント保全部次長（DD)

補足＜メール抜粋＞

・保安検査コメント、その他懸案事項、配管支持構造物の指摘を添付のようにまとめました。

その他の懸案事項は、設備担当課からの意見吸上げ結果から保安検査のコメント回答でカ

バーできないものまでまとめています。

支持構造物の指摘は、保安検査報告書から拾いました。

今回の再点検が以下の視点でなされているかが少し気になりました。

「配管支持構造物としての機能が発揮しうる状態にあるか否かの観点から点検

（作動性の確認）を行うことが点検要領に記載されていない。」

プラント保全部主席（CB）

↓

旧保修計画課員（DP)、プラント保全部次長（DD）、保全管理課長（DA)

今日の資料の最終版として送付します。

108件コメントに、網掛けをするところ（ローラーで対応できない範囲）を追加

各課懸念事項で、今回追加したものに、ローラーで対応するところがあり、網

260520-1

へ

旧保修計画課員

（DP)⇒

改善作業チーム主

幹（DB)入手

補足＜ 平成25年度-第４回保安検査の指摘事項に対する対応 抜粋＞

④一式管理

以下を要件を満たすこと。

【巡視点検以外にも同等のタスクがあること】

・ 点検計画で巡視点検となっているものは、別に外観検査等のタスクがあり、巡視点検と外観検査の区別に疑義が生じる恐れがない

ことを条件に巡視点検における１式表示を許容する。

【一式の内訳が特定できること】

・ 「支持構造物」は、記録にリスト又は、アイソメ図にて機器を特定できるので検査結果を有効とする。（例 支持構造物は、リスト又は

アイソメ図にて特定される。）

・ 「ライナー」「ダクト」「配管」は部屋番号まで特定できれば、機器を特定できるので検査結果を有効とする。

・ 点検計画に機器番号があり、同機器番号で１式の範囲を特定できるものは検査結果を有効とする。（例 要領書とは紐付かないが、

盤外形図で機器番号の範囲を特定できる。）

【内蔵部品の場合には、管理範囲が特定できること】

・ 「配管」「ダクト」は、記録にリスト又は対象範囲を識別した系統図(色分け)があれば、機器を特定できるので検査結果を有効とする。

・ 点検計画に機器番号がある機器の内部構造物(リレー・カード)については、内部構造物の範囲を特定できる検査結果を有効とする。

（例 要領書とは紐付かないが、盤外形図等で内部構造物(リレー・カード)の部品が特定できる。）

【１式が１個と同等に個別の特定ができる】

・ １式＝１基は、機器を特定できるので検査結果を有効とする。260520-2

へ

【旧 保修計画課 課員（DP) 実績部の確認作業要領書の策

定 インタビュー結果】

「確認作業時チェックリスト」のベースは作成した。しかし、

⑤「点検計画の点検対象を全て点検しているか」の「ただし」

書きの部分を作成した記憶ない。「確認作業時チェックリス

ト」を作る際、他の課のコメントをまとめて作成した記憶はな

い。

【プラント保全部 主席（CB） 実績部の確認作業要領書の策定

インタビュー結果】

・確認作業時チェックリストは、物差しを明確化するために、平

成25年第4回保安検査の指摘を整理し、各担当課に依頼して

チェックリストのベースを作成した記憶がある。ただし書きの部

分については、私が作成していた時には記載がなかった。

第9回保全計画改善検討委員会

【主な参加者】

所長（副理事）（ZD)、 所長代理（AB）、所長代理（AC)、副所長（AD)、副

所長（AE)、副所長（AF)、改革室長（XA)、運営管理長（HO)、品質保証室

長（HA)、プラント保全部長（CA)、プラント管理部（BA)、保全管理課長

（DA)、機械保修課課長（EA)、企画調整部長（VA)

運営管理室副主幹（HR）、運営管理室員（HU）

平成26年5月26日へ 平成26年5月26日へ
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所長代理
副所長

改革室
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平成26年5月26日 平成26年5月26日

平成26年5月27日 平成26年5月27日

平成26年5月23日 1.不適合報告書（14-5）
2.不適合委員会議事録（14-5）

平成26年5月23日

1.次回小委員会（5/28）準
備.eml
2.点検計画の実績部のローラ
作戦要領書案の送信.eml

【保全管理課 課員（DA) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果】

・ただし書きの部分は、配管のことを意識した記載ではなく、大型機器のスカート部等の見れない

部分がある機器については、目視可能な範囲で外観が健全であれば、良いと考えて記載したもの

である。これは事務局の中でも共通した認識であった。

補足（不適合報告書より抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

1次アルゴンガス系配管支持構造物(150系)及び1次冷却系配管支持構造物(110系)については、

点検計画上｢一式｣で示されていることから要領書、成績書双方とも｢一式｣として外観点検を実施

しているが、平成25年度第4回保安検査現場抜取検査において①抜取検査対象の配管支持構造

物の外観点検記録が確認できない②次回点検時まで所定の機能を発揮しうるという観点からど

のような点検が必要かを明確にしていないとのコメントを受けた。

点検担当者は、要領書及び配管系統図を用いて配管・機器を特定し、現場の配管を追いかけな

がら支持構造物を確認したが、点検記録（検査成績書）は配管支持構造物「一式」となっているこ

と、要領書に系統図の添付は有るものの要領書及び成績書に配管支持構造物単体を特定するた

めのアイソメ図や点検対象リストの添付が無いことから、検査対象物が特定できるようになってい

なかった。また、配管支持構造物としての点検としては、所定の機能を発揮しうるという観点から

は十分な内容になっていなかった。

1次主冷却系等配管支持構造物の点検記録の確認を行ったところ、1次ナトリウムオーバーフ

ロー系(120系)、1次ナトリウム純化系(130系)、1次ナトリウム充填ドレン系(140系)についても同様

の不適合内容であった。

〈不適合の処置方法〉

配管支持構造物単体が特定でき、所定の機能を発揮しうるという観点からどのような点検が必

要かを明確にした要領書を作成する。その要領書を用いて再点検を実施する。（Ａセル分の点検

は5月11日に終了）。

平成26年4月11日より

機械課の不適合再審議

1次系配管支持構造物

の点検に係る保安調

査

（現地検査官室）

補足（面談記録より抜粋）

平成２５年度第４回保安検査における指摘事項に対する基本的な取り組

み状況について確認した。

不適合報告書を発行するとともに、４月２６日～５月１５日にＡセル室内の

配管支持構造物の再点検を実施したこと、また、Ｃセル室内については本

年６月に、Ｂセル室内については本年８月に再点検を実施する計画である

ことの説明があった。

【主な参加者】

保全部部長Ｋ、保全部次長Ｙ、機械保修課課長Ｏ、機械保修課 ＴＬ Ｂ12、

運営管理室 副主幹ＳＳ、品質保証室 室長Ｄ、品質保証室副主幹aa

補足（議事メモ（ＪＡＥＡ作成）より抜粋）

検査官：見えない箇所、確認できない箇所は、どのように確認しようとしてい

るのか。

JAEA: 見えない箇所、確認できない箇所は、評価することとしている。

検査官：支持構造物が所定の機能を発揮し得る、との観点からの点検内容

が要領書では明確になっていない。

JAEA: 計画時において、要領書では明確になっていないところもある。

検査官：不適合をいつどのように認識したのか。一式管理から、機能要求を

満足しているかどうかに不適合の視点が変わっている。ＱＭＳに従って実施し

ていることがわかる時系列を示してほしい。⇒次回以降

保
安
調
査

第3回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、副理事長（ZC)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

・議事内容

（１）措置命令解除に向けた要件について

（２）「もんじゅ保安検査結果について」の対応

①経営と現場が一体となった徹底的は根本原因分析と対策について

②点検計画の見直しについて

再点検の実施及び点検計画の見直しについて、措置命令解除要件に対する対応方針、

点検計画（実績部）の深堀確認の体制、将来を見据えた留意事項について報告された。

③保安検査（6・9月）への対応について

④集中改革期間の成果の明確化について

260411-1

より

プラント保全部主席（CB)

↓

旧保修計画課員（DP)、プラント保全部次長（CC）、保全管理課長（DA)

件名：Re: 次回小委員会（5/28）準備

コメントで入れました。

プラント保全部次長（CC）

↓

各位

件名：次回小委員会（5/28）準備

「未点検機器解消に向けた再点検の実施」についてドラフトを作成しました。

補足＜メール添付 小委員会説明資料 コメント抜粋＞

「確認作業は設備担当が行い、保全部以外からの応援者がダブルチェックを行う。」

コメント：今のフローだと、設備担当と部外者の応援者がOKとしたものは、そのままOKで

流れていきます。本当にOKかという懸念が残ります。 「作業に対する監視」を加えてくだ

さい

改善作業チーム主幹（DB)メール

↓

燃料環境課TL(FA)、機械保修課副主幹（EB）、運営管理室代（HP）

件名：点検計画の実績部のローラー作戦要領書案の送信

点検計画の実績部のローラー作戦の要領書案を作成しました。

明日、ご説明いたします。

添付ファイル：点検計画の点検実績に係る項目確認作業要領書Rev00.pdf

補足＜メール添付 要領書 添付資料-5 確認作業時留意事項リスト

抜粋＞

⑤点検計画の点検対象を全て点検していること

・点検要領書の段階で可視可能範囲等に限定していないこと。

⇒この段階では ただし書きの記載はない。

260520-2

より

要領書打ち合わせ

平成２６年５月２７日 11：00～

参加者：機械保修課副主幹（EB）、燃料環境課TL（FD)、施設保

全課（GC)、他

260520-1

より

260410-1

より

【事務局 改善チーム 主幹（DB) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果・メール配信】

・実績部のローラー作戦は、平成25年第4回保安検査の指摘を受けたことから、その指摘に関する水平展開を取

り入れることとなった。

・実績部の確認では、平成25年度第4回の保安検査で指摘された事項と所の対応方針を整理し、「点検計画の

実績部の確認作業要領書」を作成した。

・実績部の確認作業要領書（Ｈ26.6.4）が作成されるまで、約3ケ月間要したのは、Ｈ25年度第4回保安検査のコメ

ント（108項目）の対応や、先行プラント（原電）の点検計画の調査等により、時間を有していた。

【事務局 改善チーム 課員（DC） 実績部の確認作業要領書の策定 インタ

ビュー結果】

（視認不可部の認識）

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」の作成時は、保全計画改善事務局内

でレビューしているため、レビュー時に確認等を行っている。

・⑤の「ただし」書きの部分は、要領書の作成段階で、燃料環境課から既に据付

けてある縦型ポンプ等の外観検査要領書において可視可能範囲で検査すると

いう記述があり、そこでは内部構造物であるインペラは当然、外からは見れない

ため、このような場合には、問題ないという旨の議論があったことから、記述を追

加した。このため、要領書を取りまとめた事務局では、この部分は上述のような

ものとして共通の認識となっていた。

・支持構造物での機器の識別、視認不可部の指摘内容は理解していたが、配管

は連続した機器であり問題ないと認識していた。

【作業班TL 燃料環境課TL（FD) 実績部の確認作業要領書の策定 イ

ンタビュー結果）】

・チェックリストの⑤部分において、ポンプ等の機器は、据付状態にて外

からは可視不可な部位（機器底部等）があり、点検要領書において、可

視可能な部分を確認することとなっており、可視可能な範囲で問題なけ

ればその点検は有効としていた。この点について事務局に事前に確認し

たところ、チェックリスト⑤の「ただし」書きが追記された。

【事務局 改善チーム 主幹（DB) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果・メール配信】

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」の作成時は、保全計画改善事務く局内でレビューし、各課取りま

とめ者との検討会で説明した。

機械保修課

不適合報告書14-5（1次主令系等配管支持構造物外観点検の不備について）

発行

認知日：平成26年4月9日

作成日：平成26年5月19日

承認日：平成26年5月23日

機械保修課

（EA)

作成

【不適合委員会】 5/20

審議

要因A1-1-①d

燃料環境課の各課取りまとめTLは、実績部の確認作業要領書の検

討打ち合わせにおいて、外観点検の範囲を可視範囲としている機器に

ついて、抽出の対象から除外するようコメント（配管を意識してはいな

い）した。

所長

（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

【品証室】

室長（HA)

確認

平成26年5月20日より

平成26年5月20日より平成26年4月10日より
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年5月31日 平成26年5月31日

平成26年5月28日 平成26年5月28日

平成26年5月30日 平成26年5月30日

1.不適合報告書（14-5Ｒ１）
2.不適合管理委員会議事録
（14-5R1)

1.不適合報告書（14-8）
2.不適合管理委員会議事録
（14-8）
3.点検計画の実績部のロー
ラー作戦要領書案.eml

1.点検計画の実績部の確認作
業の要領書案.eml
2.点検計画の実績部の確認作
業の要領書案.eml

補足

議事内容

①課題発生報告・承認書（改定案）

②保全計画改善実施計画書（改定案）

③点検計画改善作業計画書（改定案）

④点検計画の実績部の確認作業要領書

⑥もんじゅの保安措置命令解除に向けた課題と対応

※議事録からは「点検計画の実績部の確認作業要領書」に対するコメント等は残っていなかっ

補足（不適合報告書より抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

平成25年度第4回保安検査で、機械保修課所掌設備のうち安全重要度の高い1次主冷却系等配管支持構造物について、点検要領書に基

づき可視可能範囲での外観点検は実施されていたが、保全計画上の点検としては不十分であり、保安検査の結果として保安規定違反と判定

された。

・配管支持構想物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検（作動性等の確認）を行うことが点検要領書に記載されてい

ない。

・保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点検することとなっているにも関わらず、点検要領書では可視可能範囲を対象とし、それ

以外の点検が実施されていない。

・点検結果が「一式」として記録され、個々の支持構造物を特定できるように支持構造物別に記録されていない。

保安検査の検査結果を受け、燃料環境課所掌設備について確認を実施したところ、重要度の高い設備で点検計画上｢一式｣の表記で点検

対象を特定できないものとして、炉外燃料貯蔵設備冷却系配管支持構造物など合計11件を確認した。また、配管支持構造物の点検要領書、

点検記録を確認した結果、機械保修課と同様な問題があることを確認した。

〈不適合の処置方法〉

・機器単体が特定でき、所定の機能を発揮しうるという観点から、どのような点検が必要かを明確にした要領書を作成する。

・前述の要領書を用いて再点検を実施する。

平成26年4月9日より

点検計画Rev.15一式

表示調査？

第10回保全計画改善検討委員会

・主な参加者

所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB）、所長代理（AC）、副所長

（AD）、副所長（AE）、副所長（AF）、プラント管理部長（BA）、プラント

保全部長（CA）、品証室長（HA)、

運営管理室副主幹（HR）、運営管理室員（HU)

補足

H26.5.14の規制委員会を受けて、「不十分な点検の速やかな再点検」を実施するため保全計画

実施計画書の改訂について審議

「点検計画の実績部に係る確認作業について」作業方針、作業内容、作業手順を審議

添付資料-5 確認作業時チェックリスト のただし書きが追加された。

⑤点検計画の点検対象を全て点検しているか。

・点検要領書の段階で可視可能範囲等に限定している。（例 点検計画では支持構造物（一式）

を外観点検すると記載しているが、要領書において「可視可能範囲な支持構造物」という条件

をつけている。ただし機器毎の外観点検要領で据付状態で可視可能範囲を点検することとして

いる場合は良しとする。）

第4回

もんじゅ安全改革小委員会

理事長より本日の会議の重要性を踏まえた指示があった。（RCA対応、CAP会議等）

・主な参加者

理事長（ZA)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、、理事（ZI)、理事（ZF)、副理事長（ZC)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）保安措置命令解除に向けた取り組み方針について

（２）もんじゅ保守管理不備に係る根本原因分析結果と対策の概要

（３）再点検と保全計画について

プラント保全部次長（CC）より、昨年度保安検査指摘事項を等を踏まえた点検計画（実績部）の再点検の実施方

針について報告があった。また、プラント保全部主席（CB）より、これまでのコメントを踏まえた保全計画の見直し

に係る全体方針の再検討結果について報告があった。

（４）品質保証体制の再構築

（５）その他

改善作業チーム主幹（DB)

↓

燃料環境課TL（FD)、機械保修課副主幹（EB）、施設保全課員（GC）、他

件名：【質問回答】点検計画の実績部のローラ作戦要領書案

【打ち合わせ時の質問への回答メール抜粋】

改善作業チーム主幹（DB)

↓

宛先 ：機械保修課副主幹（EB）、燃料環境課TL（FD)、施設保全課員（GC)、他

CC ：機械保修課長（EA）、旧保修計画課員（DP)、改善作業チーム員（DC)、保全管理課

長（DA）、プラント保全部次長（CC）、プラント保全部次長（CD)、プラント保全部部長（CA)、

他

件名：点検計画の実績部の確認作業の要領書案

補足 （メール本文）

点検計画の実績部の確認作業 各課とりまとめ 各位

保守担当課長 各位

点検計画の実績部の確認作業の要領書の件ですが、前回の打ち合わせ以

降頂いたコメントを受け、添付のとおり作成しました。

主な変更点は以下のとおりです。

・作業場所を情報棟をやめ、シミュレータ講義室、計算機室等にした（１班に１

台ＰＣを設置します。）

・直近の点検実績情報を入れ込んだ「確認作業リスト」を事務局が作成し、各

項目ごとに「整合」、「不整合」、「グレー（判断に迷う）」をプルダウンで選択す

る方式とした。

・（本要領書の範囲外ですが）、作業結果は各課長にリリースされ、安全技術

検討会、FBR技術専門家の特任参与（炉主任のこと）の確認を受ける。

・確認作業時チェックリストを分かりやすくした（つもりです）。作業を開始する

前までには、要領書の説明を再度行います。

今のところ６月３日（火）の午後にできればと考えています。時間については

後程連絡します。

配管は、連続性があるため、ある部

分（可視可能範囲）を見れば、他のとこ

ろも健全であろうと思っていた。そのた

め、点検要領書の中で「可視可能範囲」

【保全管理課 課員（DA) 実績部の確認作業要領書の定 インタ

ビュー結果】

・ただし書きの部分は、配管のことを意識した記載ではなく、大型機

器のスカート部等の見れない部分がある機器については、外観が健

全であれば、良いと考えて記載したものである。これは事務局の中で

も共通した認識であった。

【事務局 改善チーム 課員（DC） 実績部の確認作業要領書の策定

インタビュー結果】

（視認不可部の認識）

・支持構造物での機器の識別、視認不可部の指摘内容は理解してい

たが、配管は連続した機器であり問題ないと認識していた。

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」の作成時は、保全計画改善

Ｔｍ内でレビューしているため、レビュー時に確認等を行っている。

・⑤の「ただし」書きの部分は、要領書の作成段階で、燃料環境課から

既に据付けてある縦型ポンプの外観検査の要領書において可視可能

範囲で検査するという記述があり、そこでは内部構造物であるインペラ

は当然、外からは見れないため、このような場合には、問題ないという

旨の議論があったことから、記述を追加した。このため、要領書を取り

まとめた事務局では、この部分は上述のようなものとして共通の認識

となっていた。

燃料環境課

不適合報告書14-8（炉外燃料貯蔵槽冷却系等配管支持構造物外観点検の不備について）

発行

認知日：平成26年5月15日

作成日：平成26年5月16日

承認日：平成26年5月28日

燃料環境課

作成

【不適合委員会】 5/16

審議

260409-2

より

配管は、連続性があるため、ある部

分（可視可能範囲）を見れば、他のとこ

ろも健全であろうと思っていた。そのた

め、点検要領書の中で「可視可能範囲」

機械保修課

不適合報告書14-5R１（１次主冷却系等配管支持構造物外観点検の不備について）

発行

認知日：平成26年4月9日

作成日：平成26年5月30日

承認日：平成26年5月31日

所長（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HA）

確認

【不適合委員会】 5/30

審議

補足

メール内容

【打ち合わせ時の質問への回答メール抜粋】

・この作戦を実行することになった背景は？

→点検計画Rev.15の見直し作業（いわゆるローラー作戦）を計画部と実績部に分けて実施することとし、まずは計画

部の確認作業を２月から３月にかけて専従チームで実施しました。当初の予定では引き続き、実績部のローラー作

戦を実施し、これらの結果で点検計画Rev.15改訂まで持っていく計画でした。しかし、ご存じのように３月の保安検査

で様々な指摘を受けることとなりました。このため、実績部のローラー作戦は中断していました。

今回の実績部のローラー作戦（直近の点検実績の確認）はこの資料での「○「保全計画」の作り直し」の一つです。

高速増殖炉研究開発センターとしては、これをもって、Rv.15（改）を作成し、36条の命令解除をしたいと考えていま

す。

検計画の抜本的見直し、Rev.16を作成して、36条の解除だろうという正論の意見もあるかと思いますが、この方針は

経営判断のようです。

（Rev.16作成には年オーダの時間がかかるからです。）

・ＴＬや担当が違えば、思考が右寄りか左寄りかで判断の物差しも変わります。それを防ぐためには、誰が見ても同

じ判断ができる判定表にしてください。

添付資料５の書き方では、まだ主観が入る余地大と思われます。例）「代替点検と見なされないか？」の解釈

は？？どんな場合は○で、どんな場合は×、と明示する記載がベスト。

→添付資料５にはたくさんご意見をいただいています。できる限り判断しやすいもの、差がでないようなものになるよ

う考えます。

・工程優先ではないか。

→まずはＣセルの空気置換に合わせ、その部分の点検実績を優先して実施しなければなりません。これが作業工

程的に難しい場合は、割り当てる作業班の数を増やすなどの対応をしたいと考えています。

要因A1-1-①c

要領書策定担当者は、実績部の確認作

業要領書の検討打ち合わせにおいて、燃

料環境課TLから出された除外範囲を追加

するコメント（配管を意識してはいない）を受

け入れた。

【事務局 改善チーム 主幹（DB) 実績部の確認作業要領書の策定 インタ

ビュー結果・メール配信】

・燃料環境課TLのコメントを反映した。また、修正した要領書は、関係者に配信し、

確認を受けた。

要因A1-1-①h

要領書策定担当者は、燃料環境課の各課

取りまとめTLからの除外範囲を追加するコ

メントを反映したが、追加した「ただし書き」

は、「可視可能範囲」と限定した条件でも良

しと解釈できるような文章となっていた。

要因A1-1-①m

改善作業チーム事務局は、実績部

の確認作業要領書の策定段階で、要

件を満たさない点検計画の各項目（タ

スク）を抽出できるか確認すべきで

あったが、要領書の策定前の試作業

等による業務プロセスの妥当性確認

が十分でなかったため、当該要領書

があいまいな記載であることに気付

かなかった。

要因A1-1-①n

改善作業チーム事務局は、試作業等により業務プロセ

スの妥当性を確認するべきであったが、試作業では作業

時間の把握だけに留まり、当該要領書があいまいな記載

であることを見つけられなかった。

組織要因A1-1-①-3

改善作業チーム事務局は、実績部の確認作業要領

書において、業務プロセスの妥当性を確認するべきで

あったが、試作業では、作業時間の確認に留まり、要

領書にあいまいな記載がなく、要件を満たしていること

を確認するための仕組みが不足していた。

所長

（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

【品証室】

室長（HA)

確認

平成27年3月9日へ
260528-1

へ
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年6月3日 平成26年6月3日

平成26年6月4日 平成26年6月4日1.課題発生報告・承認書（Ｒ１
版）
2.「保全計画改善実施計画書」
（Ｒ１版）
3.点検計画改善作業計画書
(R1版）
4.点検計画の実績部の確認作
業要領書
5.点検計画｛一式」表記の再点
検実施計画書

点検計画の実績部の確認作業
の要領書案.eml

平成26年6月2日 第215回安全技術検討会議事
録

平成26年6月2日

1次系配管支持構造物

の点検に係る保安調査

(2)

（現地検査官室）

補足（面談記録より抜粋）

平成２６年５月２７日に実施した１次系配管支持構造物の点検に係る保安調査におい

て、当庁より必要なエビデンスを準備し、説明を行うよう指示した事項について、機構

から回答をうけたが、内容として不十分なものであったことから、再度、内容を整理し、

平成２６年６月９日より実施する保安検査において説明を行うよう指示した。

【主な参加者】

保全部長（CA) 部長(CA)、保全部次長(CD)、機械保修課長（EA)、機械保修課ＴＬ(EC)、

品証室長（HA)、品証室 副主幹（HD)

補足（議事メモ（JAEA作成）より抜粋）

①Ａセル室内の再点検について

規：機構がどのように悪さを認識して、QMSに基づいてどのように改善してきたかの時

系列を知りたい。

・4/11の不適合報告では、「点検記録を1式としていたことが不適合」であるとしていた

ものを5月には機能要求を満足する点検をするとしている。この間の変遷を確認でき

るエビデンスを示すこと。管理された状態とは見えない。

保
安
調
査 平成26年6月11日へ

技術部長

保全計画改善実施計画書（Ｒ１）

補足（追記部分を抜粋）

（改定１）さらに平成26年5月14日の原子力規制委員会において、クラス1機器

を含む安全重要度の高い１次主冷却系等の配管支持構造物について、点検

要領書に基づき可視可能範囲での外観点検は実施されていたが、保全計画

上の点検として不十分であった等の点検の不備等が指摘され保守管理体制

及び品質保証体制の再構築並びに保全計画の見直しが未だ途上にあると判

断する」と報告がなされた。

運営管理室

長

（HP)

「課題発生報

告・承認書」

所長

（ZD）

「課題発生

報告・承認

課題発生報告・承認書

事務局作成（運営管理室代（HO)）

所長（ZD)

承認

施設保全課長

（GA)
安全管理課長

点検計画の実績部の確認作業要領書

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長 機械保修課長

平成26年5月14日より

第4四半期の保安検査

の実施状況

【補足】

平成25年度（第4回）保安検査における指摘を踏まえ、点検

が不十分な機器について再点検を行うこととした。

保全部長

（CA)

管理部長

（BA)

運営管理室長

（HP)

品質保証室長

（HA)

所長代理

（AB)、（AC)

点検計画改善作業計画書Ｒ１事務局作成（保全管理課長（DA））

技術部長

所長(ZD)

所長代理

（AB)、（AC)

運営管理室長

（HP)

プラント保全部長

（CA)
プラント管理部長

（BA)

品質保証室長

（HA）

事務局作成（保全管理課長（DA)）

プラント管理部長

（BA)
品質保証室長

運営管理室

（HP）
プラント保全部長

（CA）

承認

第4回 保全計画改善TF

所長代理（AB）、所長代理（AC),、プラント保全部長（CA)、プラント保全部主席CB)、保全部次長（CC）、

改善作業チーム主幹（DB)、保修計画課（DP）、改善作業チーム員（DC）、運営管理室副主幹（HR）

補足

＜点検計画改善作業計画書（改正1）について＞

・P3の「Ⅲ．点検計画の見直し方法の改善」において、「原因分析タスクフォースを設置し、」という表現があるが、エ

ビデンスを説明できるようにすること。

・「添付資料-4」の不適合報告書において、不適合区分Dについては、今回の点検と対象外とする。

・不適合における是正措置において、水平展開をするものとしないものについて明確化し、合理的な見直し作業と

するとともに、その理由付（ロジック）を明確にすること。

＜点検計画の実績部の確認作業要領書＞

・点検において、機能要求の確認ができていることの根拠を、自信をもって説明できるようにしておくこと。軽水炉に

おける事例も調査すること。

⇒TBMにおける外観点検が不要なものについて、ロジックが必要。また、外観点検のみで問題がないということのロ

ジックが必要…等

・P5のタスク数については、BDM、長周期機器を除いている。

・「点検計画の実績部の確認作業リスト」の記載例については、実績に応じたわかりやすい記載とすること。

第215回安全技術検討会（No.14-12）

・点検計画の実績部の確認作業要領書について審議

参加者

プラント保全部次長（CD)、保全管理課長（DA)、燃料管理課長代理(FB)

技術専門職

改善チーム主幹（DB)、改善チーム員（DC)、保修計画課員（DP),

260129-1

より

来先：保全計画改善実施計画書R0

平成26年1月29日より

260514-1

より

260603-1

へ

補足（議事録より）

【点検計画の実績部の確認作業要領書】のコメント（抜粋）

・添付資料-5巡視点検記録の確認では、平成26年度以降は、巡視点検が

健全性確認に変更になっており、「巡視点検記録を外観点検の記録に代

用していない」ことがわかるように記載すること。

改善作業チーム（DB)メール

↓

宛先 ：機械保修課副主幹（EB)、燃料環境課TL（FD)、他

CC ： 機械保修課長（EA）、旧保修計画課員（DP)、改善作業チーム員（DC)、保全管理課長（DA）、

プラント保全部次長（CC）、プラント保全部次長（CD)、プラント保全部部長（CA)、他

件名：点検計画の実績部の確認作業の要領書案

標記について、コメントを反映して修正しました。

これでタスクフォースにかけます。

補足

添付資料-5 確認作業時チェックシートにコメン

トはつかず、修正はなかった。

【プラント保全部 部長（CA) 実績部の確認作業要

領書の策定 インタビュー結果】

・要領書については、保全部内で何度も議論されて

作成しており、安全技術検討会でも審議され、保全

部次長からも報告を受けているため、当時としては

良しとしている。

【機械保修課 課長（EA) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果】

・当初は計画もなく、（一式の確認）作業から開始していた。これは、点検計画の

改善を期日までに終了させる工程がある中で、作業を実施しないと、その工程が

達成できないとして動いていた。これについては、保安検査からも計画もなく、作

業が進められていることについて言われたため、途中から計画を作成し、作業を

実施することとなった。

・配管に関しては保温部や貫通部があり、点検できない箇所があることは認識し

つつも、連続性があること、系統図（2次系配管）で色塗りされており、保安検査で

も確認されていること、との理由から、大丈夫だと思っていた。

・ 配管は、連続性があるため、可視可能部分を見れば、他のところも健全であろ

うと思っていた。

・作業時確認チェックリストは、保全部内で議論され作られたと理解している。

【所長代理（AB) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果】

（確認方法）

・チェックリストがあることは分かっていた。プラント保全部内で議論し作成されおり、タス

クフォースでも審議されていることは確認している。

・配管指示構造物での水平展開として「作業時確認チェックリスト」の⑤「点検計画の点

検対象を全て点検しているか」を追記したのは確認しているが、括弧書きの部分につい

ては何故追加されたかを覚えていない。

平成26年度第4回保安検査（Ｈ27.3）前に所内で配管の取扱について議論があるまで、

気付かなかった。配管の指摘を受けて以降、実績部の確認作業要領書を見返し、作業

時確認チェックリスト」の⑤「点検計画の点検対象を全て点検しているか」の、ただし書き

の部分が何故追記されたか思い出そうとしたが、思い出せなかった。タスクフォースの議

事録を見ても確認できなかった。

（配管視認不可部の認識）

配管に関しては連続性があり、見える範囲で点検すれば良いと考えていた。色塗り配管

系統図があることは認識していたが、過去の保安検査で確認されたということは分らな

い。

【改善作業チーム員（DC) 実績部の確認作業要領書の策定

インタビュー結果】

・実績部の確認作業要領書の審議では、作業時確認チェック

シート各項目に関して、説明を行っている。その際。⑤「点検計

画の点検対象を全て点検しているか」のただし書きの部分に

ついても問われ、燃料環境課からのコメントが反映された旨説

明した記憶がある。

要因A1-1-①g

実績部の確認作業の要領書は、複数の検

討段階を経ていたが、あいまいな記載の「た

だし書き」が修正されることなく、承認されて

いた。

要因A1-1-①h 再掲

要因A1-1-①i

改善作業チーム関係者(※2)は、要領書

策定担当者がコメントを反映した要領書

にあいまいな記載の「ただし書き」がある

ことに気付くべきであったが、視認できな

い範囲があることは当然であると考えて

いたことから気付かなかった。

要因A1-1-①j

改善作業チーム関係者(※2)は、燃料環境

課の各課取りまとめTLからの説明について、

保安検査での指摘と矛盾することに気付く

べきであったが、設備保守経験者としては

当然であると受け止めたため、深く考えな

かった

要因A1-1-①k

要領書を審議した会議(※3)では、「ただ

し書き」のあいまいな記載に気付くべきで

あったが、作業要領書策定者から、ポン

フ゜の据付部の下面などを例として、機器

には外観からは視認できない範囲がある

ことは当然であり、これらを「ただし書き」

で除外するとの説明に納得し、要領書の

あいまいな記載に気付くことなく承認した。

要因A1-1-①l

要領書を審議した会議(※3)では、作業要

領書策定者からの説明について、保安検

査での指摘と矛盾することに気付くべきで

あったが、設備保守経験者として当然であ

ると受け止めたため、深く考えなかった。

組織要因A1-1-①-2

要領類の検討・審査・承認等を行う職位は、

要領書の内容にあいまいな記載がないことを

確実に確認すべきであったが、会議体での説

明者の考え方が当然であると、出席者が一様

に受け止め、要領書のあいまいな記載を各々

の立場でチェックを行う仕組みが機能していな

かった

補足＜不適合報告書14‐5再点検に対する再点検実施計画書＞

①目的

・支持構造物等の点検で、機器数が「1式」表記で個々の機器が特定できないものについて速やかに再点検を実施し、次回点

検時期までに要求されている機能が維持される状態にあることを確認・評価し、個々の記録を残すものとする。

②機器を特定できないものの再点検方針

・支持構造物のうち安全重要度の高い機器等を再点検対象とする。

個別の機器を識別した上で可視可能な範囲で外観点検を行い見えないところについては技術評価により健全性を確認する。

③点検・評価の方法

・直接もしくは間接（カメラ等）による機器の外観点検を可視可能な範囲で実施する。一部又は全体が可視不可となる箇所があ

る場合には、記録を残すこととする。

・一部又は全体が可視不可となる機器については、使用環境条件を考慮し健全性を評価する。

施設保全課長

（GA)

点検計画｛一式」表記の再点検実施計画書

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長機械保修課長

プラント保全部

長

（CA）

保修計画課長

保修計画課

担当者

260603-1

より

260604-1

より

平成26年6月3日より

平成26年6月9日へ

補足

ただし書きについての議論は

なかった。
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

要因A1-1-②e

設備担当者は、可視可能範囲の点

検に限定している配管を抽出すべきで

あったが、保安検査で指摘された配管

支持構造物の「一式管理」に該当する

配管を抽出したことで良いと考えたた

め、可視可能範囲の点検に限定してい

るチェック項目で配管を抽出しなかった。

点検計画の実績部の確認作業（平成26年6月4日～）【ローラ作戦】

【補足】「点検計画の実績部の確認作業要領書」（概要）

１．目的・経緯

課題発生時対応要領（MQ550-04)に従い対応している「保全計画の改善」作

業については運営管理室が「保全計画改善実施計画書（平成26年1月29日制

定）を作成し、その中で定められた「保全計画改善作業チーム」が「保全計画

改善作業計画書（平成26年3月4日所長承認）」及び「点検計画の計画に係る

項目の確認作業要領書（平成26年2月27日制定）を作成し、保全計画（点検計

画部分）の見直しを実施している。

その後、平成26年3月の保安検査でクラス1機器を含む安全重要の高い1次

系の配管支持構造物の外観点検について保全計画上の点検とし不十分、保

全の有効性評価の不備等をしてきされたことから、この指摘事項を踏まえ、点

検実績の徹底的な確認を行い、その結果、不十分な点検については再点検

を実施することとした。

この引き続き、点検計画の実績部の記載内容を点検し、適正な点検計画と

するとともに不十分な点検記録の機器を抽出し、再点検を実施するため点検

計画の実績部の確認作業を実施する。

2.作業範囲及び内容

直近の点検実績の点検報告書（点検報告書が未作成の場合は品質記録とす

る。以下を総称して「点検実績エビデンス」という）と点検実施時に運用してい

た点検計画の記載項目の実績に係る以下の６項目の記載内容を照合し、点

検計画に記載のある点検を実施しているかどうかを確認し、不十分は点検記

録の機器を抽出する。

この際、点検実績エビデンスだけでこの6項目が確認できない場合は、点検用

洋書を参照することとする。以下で下線を引いた3項目については、計画部の

確認作業において、記載項目間の不整合を抽出し、変更案を作成しているも

のである。、あた確認対象機器及び点検項目を特定っせるためのには点検計

画の「機器、名称、機器番号、機器個数を参照する。

【本作業での確認項目】

点検項目、点検内容、最首データ項目、管理基準、確認・評価方法、点検実

績（直近）。

また、合わせて点検計画REV.15の実績部の上記6項目の記載内容を点検し、

適正な点検計画案を作成する。

補足＜「点検計画の実績部の確認作業要領書」 「確認作業時チェック

リスト」の主要点 ＞

項目：点検（点検記録）の成立性の考え方の整理

④一式管理

以下を要件を満たしているか。

【一式の内訳が特定できる】

・「支持構造物」は、記録にリスト又は、アイソメ図にて機器を特定できる

ので検査結果を有効とする。（例：支持構造物は、リスト又はアイソメ図

にて特定される。）

・ 「ライナー」は部屋番号まで特定できれば、機器を特定できるので検査

結果を有効とする。

・ 「配管」「ダクト」は、記録にリスト又は対象範囲を識別した系統図(色

分け)があれば、機器を特定できるので検査結果を有効とする。

・ 点検計画に機器番号があり、同機器番号で１式の範囲を特定できる

ものは検査結果を有効とする。（例：要領書とは紐付かないが、盤外形

⑤点検計画の点検対象を全て点検しているか。

・点検要領書の段階で可視可能範囲等に限定している。

（例 点検計画では支持構造物（一式）を外観点検すると記載している

が、要領書において「可視可能範囲な支持構造物」という条件をつけて

いる。ただし機器毎の外観点検要領で据付状態で可視可能範囲を点検

することとしている場合は良しとする。）

【燃料環境課 課員（FE) 実績部の確認作業インタビュー結果）】

（保安検査での指摘事項）

着任直後であったため、配管支持構造物の指摘事項について具体的には分からなかった。

（確認作業手順）

・当時は様々なローラー作戦が実施されており、実績部の確認作業要領書説明会の参加したかどうかは記憶にない。

・チェックリストがあることは知っていたが、具体的な内容について記憶はない。

・⑤の可視可能範囲の部分に関しては、あまり意識して見ていたことはない。

・確認作業に関しては、分からない部分に関しては課内のＴＬに聞きながら、実施した。中で疑問点があれば、その都度事務局に確認した。

（作業の状況）

作業の物量が多いにも関わらず、短い作業期間で実施させられた。また、様々なローラー作戦が並行で実施されており、作業が増える中で期限は変更されず、進捗状況の取り立てが厳しかった。ラ

イン課長からの威圧感等は特になかった。

【発電課 課員（BB)、保全管理課 課員（DE） 実績部の確認作業インタビュー結果】

(保安検査での指摘事項）

理解不足のまま、設備担当者と確認しながら行った。

（確認作業手順）

・ 説明会に参加したが、説明で分からない点は設備担当者に聞いた。それでも分からない場合は事務局に聞いた。

・チェックリストを見た記憶はあるが、確認事項は設備担当者が主に見ていた。チェックリストの④の系統図の色塗り確認の記憶はあるが、⑤に関する記憶はない。

（作業の状況）

作業の進捗で威圧を感じたことはなかった。焦って雑にしたこともない。

【機械保修課 副主幹(EC) 実績部の確認作業 インタビュー結果）】

（視認不可部の認識）

保安検査において1次系の配管支持装置の確認（現場調査）があったとき、1次系の配管支持装置は機器を特定できなかった。この時に2次系の配管支持装置の点検記録も確認された。2次系の配管支持装置に関しては、リスト化されてお

り、機器を特定できていることが確認された。

また、2次系の配管についても色塗りの状態で検査官からは何も言われなかった。

視認不可部の認識はなかった。

（確認作業手順）

・説明会は参加している。説明は要領書に従って全体的な説明がされたと記憶している。

（作業の状況）

・「一式」に係る調査は別途実施されていた。この調査の中で、「一式」に該当する機器等が仕分けられたと（視認不可部のものが存在するが、機器は特定できている）理解しており、配管支持構造物は当然アウトだが、それ以外の機器（配管

等）は仕分けが終わっているので、抽出されないと思っていた。ただ、配管については、仕分けがしにくいと感じていた。

・確認作業は、基本的には設備担当者が事務局に確認しながら進められていた。設備担当者から技術的に判断が困るものについては、チェックリストを見ながら判断をした。

・H26年からH27年の時期は、保全部全体がひっ迫した状況にあった。部長や課長は、もんじゅ改革小委員会等で、点検計画の不備に係る対応の進捗について理事等からプレッシャーをかけられていたようである。

・保全部各課内は部長や課長が対応する事で比較的守られていたと感じるが、それでも急きょ実施する作業や非常に締切が近い作業が発生し、何とか終わらせるよう必死だった。結果として十分に確認ができない部分や見落としがなかっ

たとは言えない。

・実績部確認作業は点検計画を綺麗にするという目的ではあったが、保安検査で指摘され、他の機器に関しても今後指摘をされ得るかもしれないとは思った。

しかし、私自身としては、支持構造物の対応でとても手が回るような余裕はなかった。結果として私が対応したものは、保安検査で指摘された配管支持構造物だけの改正となった。

【燃料環境課 TL(FD) 実績部の確認作業 インタビュー結果）】

（確認作業手順）

・要領書のチェックリスト⑤のただし書きの部分において「据付状態で可視可能範囲を点検することとしている場合は良しとする」記載されていることから、燃料環境課の配管やダクトは、要領書には「可視可能範囲」と記載しているため、問題な

いとして抽出しなかった。

・作業担当には外観点検では機器が特定できていれば可視可能範囲でよしと判断することを指示した。

・配管に関しては、要領書で可視可能と記載してあり、色塗りしていれば、点検記録として良いと認識していた。

・ 作業要領書で疑問があれば、その都度事務局へ確認をしていた。

配管の確認作業では、特に事務局に確認しながら進めたという記憶はない。

・ 日々の進捗管理とチーム員の実施結果の確認を実施していた。進捗管理は、トータルのタスク数と確認したタスク数から進捗率を計算し、保全部の進捗会に報告していた。

・本確認作業自体、直接やっていないが、作業を実施していた者は威圧を感じていたように思える。また、保全部の進捗確認会では保全部次長からは威圧もあった。工程も期限が決まっており、他の作業もやりながら作業をしていたので、厳し

かった。何度か期限の延長を求め、伸ばしてくれたこともあったが、そうでないケースもあった。

【機械保修課 課長（EA) 実績部の確認作業 インタビュー結果】

（視認不可部の認識）

・配管に関しては保温部や貫通部があり、点検できない箇所があることは認識しつつも、連続性があること、系統図（2次系配管）で色塗りされており、保安検査でも確認されていること、との理由から、大丈夫だと思っていた。 一方で、保安検査

で徹底的に追及されたら、まずいという認識もあった。

（確認方法）

・ 配管は、連続性があるため、可視可能部分を見れば、他のところも健全であろうと思っていた。そのため、点検要領書の中で「可視可能」と記載してあっても良いと考えていた。

・配管（機器）に関しては、点検要領書で可視可能範囲と記載されていれば「点検計画の実績部の確認作業」においてリストアップしなくて良いと考えていた。

・作業時確認チェックリストは、保全部内で議論され作られたと理解している。その際、配管に関しては、もし点検していないとなると全課にも波及するため、何とか救おうという雰囲気もあった。

・配管に関しては保温部や貫通部があり、点検できない箇所があることは認識しつつも、連続性があること、系統図（2次系配管）で色塗りされており、保安検査でも確認されていること、との理由から、大丈夫だと思っていた。 一方で、保安検査

で原則論で追及されたら、苦しいという認識もあった。 しかし、配管が未点検となれば全課にまたがることから、波及効果が大きいと思った。

【プラント保全部 次長（CC) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果】

（確認方法）

・④一式管理の「配管」「ダクト」はリスト、系統図に色分けがあれば、機器を特定できるとして問題としていなかった。

・⑤「点検計画点検対象を全て点検しているか」に点検要領書の段階で可視可能範囲に限定している」と記載は、実質的に可視可能な部分しか点検はできないため、その点検結果をもって全ての部分を判断するしかないと考えていた。

・日々の作業終了後のミーティング等での確認要請や事務局への要領書の質問などの報告を受けた記憶が定かではないが、特になかったと思う。

・ローラー作戦の作業の取りまとめにおいては、誰からのプレッシャーというよりも、もんじゅ再開を担うプロジェクトの重さとしてプレッシャーを感じていた。もんじゅ再開に向けて、絶対にやり遂げなければならないと感じていた。

【プラント保全部 部長（CA) インタビュー結果】

（視認不可部の認識）

・配管は連続性のある一機器であり、可視可能範囲を点検すれば、視認不可部の健全性は確認できると考えは、機械課を中心とした保全部の機械系の中では、共通認識はあった。また、もんじゅでは、長期停止設備の健全性確認を実施して

おり、配管はその中で同じようなことをしているのではないかと思う。

（確認方法）

・当時「段取り8分」という思想で立てた工程でも、小委員会で報告すると、その工程でズルズル実施すると困ると言われ、保全部内に持ち帰り、再構成した。その再構成した工程は、現場側にとっては作業期間が短いことで無理をさせることと

なってしまった。

・ローラー作成での課題や懸念事項が多くなった時でも、とにかく当初の計画に沿った作業をやり切るとの精神でベストを尽くして実施した。

【所長代理（AB) 実績部の確認作業要領書の策定 インタビュー結果】

（視認不可部の認識）

配管に関しては連続性があり、見える範囲で点検すれば良いと考えていた。色塗り配管系統図があることは認識していたが、過去の保安検査で確認されたということはわからない。

私の認識として、炉室部は視認不可部の所があり、その評価は支持構造物と同様に技術的評価が必要であるが、その他の配管はほとんど視認でき、かつ連続性であることから、問題な

いと思っていた。

（確認方法）

・チェックリストがあることは分かっていた。プラント保全部内で議論し作成されおり、タスクフォースでも審議されていることは確認している。

・配管指示構造物での水平展開として「作業時確認チェックリスト」の⑤「点検計画の点検対象を全て点検しているか」を追記したのは確認しているが、括弧書きの部分については何故追

加されたかを覚えていない。

・①は、配管に関しては連続性があり、見える範囲で点検すれば良いと考えていた。

直接要因A1-1-①

実績部の確認作業に従事した者は、「確認作業時チェッ

クリスト」に記載のある⑤のチェック項目で、可視可能範囲

の点検に限定している配管を抽出すべきであったが、「ただ

し、機器毎の外観点検要領で据付状態で可視可能範囲を

点検することとしている場合は良しとする。」(以下「ただし書

き」という。）としたあいまいな記載である要領書を使用した。

要因A1-1-①a

燃料環境課の設備担当チェック者は、配管支持構造

物以外で可視可能範囲の点検に限定している機器

（配管を含む）を抽出すべきであったが、外観点検要

領書に可視可能範囲と記載されていても、確認作業

時チェックリストの「ただし書き」に該当するとして良

いと燃料環境課TLから指示を受けていたことから、

抽出しなかった。

要因A1-1-①b

燃料環境課の各課取りまとめTLは、要領

書の「ただし書き」について、自分がコメント

した内容が反映されたものが承認されてい

ることから、可視可能範囲と記載されている

機器は抽出しなくてもよいと指示した。

要因A1-1-①d 再掲

要因A1-1-①f

もんじゅでは、配管支持構造物の点検計画にない「可視可能範囲」の条件が点検要

領書の段階で記載されている不適合ついて、他の機器についても例外なく水平展開

するべきであったが、不適合の再発防止を確実にするための措置の必要性の評価が

行われず、是正処置ができていなかった。

要因A1-1-①c 再掲

組織要因A1-1-①-1

もんじゅは、配管支持構造物の保安検査の指

摘事項を踏まえ、不適合の再発防止を確実にす

るための措置として、課題の原点まで立ち返って

改善につなげる仕組み（不適合管理、是正処置）

が機能していなかった。

なお、配管支持構造物の指摘事項は以下であ

る。

①機能を発揮しうる観点からの点検を行うこと。

②視認不可部の健全性を確認（直接確認又は評

価）すること。

③個々の機器を特定した点検を行うこと。

直接要因A1-1-② 再掲

【機械保修課 課員（ED） 実績部の確認作業者インタビュー結果）】

（保安検査の指摘事項）

・配管支持構造物の指摘事項に係る一式問題の概略は理解。

（配管の視認不可部の認識）

・配管は、視認不可部があることは認識してたが、他プラントでの経験では、そもそも配管の外観検査を点検項目として単独で行ったことはなく、問題ないと思っていた。

（確認作業手順）

・「一式」については、主に「作業時確認チェックリスト」の④「一式の内訳が特定できる」の部分を見て確認作業を実施。配管支持装置は、保安検査で指摘のため、注視していたが、当時配管は意識しな

かった。

・要領書は、文章が多く、わかりづらい表現。さらに要領書が承認されていない中で作業をしている状況。

・説明は受けたが、他のローラー作戦も並行で実施されていたため、具体的な説明の内容については記憶にない。

・工程ありきで動いていた。本作業と同様な確認作業が多く、場合によっては雑になることもあった。ローラー作戦は、様々な確認作業が錯綜しており、それぞれの確認作業に対し作業規模（物量）を把

握していないで実施。

【機械保修課員（EE） 実績部の確認作業者インタビュー結果）】

・⑤の可視可能範囲の部分に関しては、あまり意識して見ていたことはなく、また、自分が本確認作業にて確認した配管の点検要領書では、可視可能範囲と記載されたものがなかった。もし、点検要領書の中で可視可能かどうかわからない

場合があれば、事務局等に確認するようにしていた。

・一式表記、視認不可部等の抽出においては、自分が担当するRCW及びRCWS系の配管に視認不可部はなく、全て見えるし、点検要領書上も「可視可能範囲」と記載していない。

⇒この後に見逃していたことが分かった。

・保全計画と要領書の不整合の認識はなかった。

・作業の物量が多いにも関わらず、短い作業期間で実施させられた。また、様々なローラ作戦が並行で実施されており、作業が増える中で期限は変更されず、進捗状況の取り立てがすごかった。ライン課長からの威圧感等は特になかった。

要因A1-1-②

実績部の確認作業のチェック者は、要領書

のチェックリストに従って可視可能範囲の点

検に限定している配管を抽出すべきであった

が、外観点検要領書に可視可能範囲と記載

されていることを見逃した。

要因A1-1-②a

設備担当者は、点検要領に記載され

ていた可視可能範囲を対象とする記述

に気付くべきであったが、実績部の確認

作業に注目していたため、点検記録の確

認に傾注し、外観点検要領（作業内容）

の確認を流し見していた。

組織要因A1-1-②-1

もんじゅは、措置命令の解除を早期達成しよ

うとしたため、実績部の確認作業に係る作業

時間の確保が十分でなく段取りが不足してい

た。

要因A1-1-②b

設備担当者は、点検要領を

記載した部分の文書まで確認

を実施すべきであったが、担

当する設備の多量の文書確

認が必要であったため、点検

要領の記載に注意せず、処

理件数を消化した。

要因A1-1-②c

設備担当者は、実績部の確

認作業要領書どおりの手順で

確認作業を行うべきであった

が、改善作業チーム責任者か

らの伝達と思われる進捗を促

す指示があり、作業を焦って

進めた。

要因A1-1-②d

改善作業チーム責任者は、実績部の確

認作業の時間の確保に注意していたつもり

ではあったが、もんじゅの運転再開のため

措置命令の解除を絶対にやり遂げなけれ

ばならない思いで作業の進捗を管理した。

組織要因A1-1-②-2

設備担当課のライン職は、確認作業を設備担当者

に任せっきりにし、その実施状況を自ら確認しておら

ず、要領書の手順どおりに実施されているかの観点

から、ラインとしてのフォローやチェックができていな

い。

要因A1-1-② 再掲

要因A1-2-①a

機械保修課長は、保安検査において配管

の視認不可部が配管支持構造物と同様の

指摘を受ける可能性があると考えたが、指

摘された場合、配管の健全性は構造的な特

徴やこれまでの保安検査での状況を説明す

ることで対処することとしていた。

要因A1-2-①b

保全部は、配管は連続性のある一機器であ

り、可視可能範囲を点検すれば、視認不可部

についても健全性が確認できると考え、配管

の視認不可部の存在が問題とは思わないの

が共通の考えであった。

要因A1-2-①c

機械保修課長は、保安検査において

配管の系統図（2次系配管）に色塗りし

た外観検査記録を提示し、問題として

指摘を受けなかったことから、視認不

可部の点検を含む従前の記録は有効

であると考えていた。

要因A1-1-② 再掲

要因A1-1-②i

改善作業チーム責任者は、配

管の視認不可部が抽出されて

いないことを指摘するべきであっ

たが、実質的に可視可能な部分

しか点検はできないため、その

点検結果をもって全ての部分を

判断するしかないと考え、問題

はないと考えて指摘することは

なかった。

要因A1-1-② 再掲

要因A1-1-②j

実績部の確認作業の結果を確認したタスク

フォースは、可視可能範囲の点検に限定して

いる配管が抽出されていないことに気付くべき

であったが、配管はほとんど視認でき、かつ連

続性があることから、問題はないと考え、抽出

されないことに疑問を持たなかった。

要因A1-1-②ｇ

作業班ＴＬは、設備担当のＴＬとして配管

の視認不可部について抽出されないことに

ついて疑問を持つべきであったが、保安検

査の指摘事項の配管支持構造物の対応に

追われ、深く考える余裕はなかった。

要因A1-1-②ｆ

作業班ＴＬは、配管の視認不可部が抽出され

ないことに気付くべきであったが、「一式」ロー

ラで配管は問題ないと判断されていると思い、

抽出されないことに疑問を持たなかった

要因A1-2-①

プラント保全部は、配管支持

構造物の保安検査での指摘

を踏まえた不適合是正処置と

して、配管の視認不可部に水

平展開すべきであったが、不

適合の再発防止の検討が十

分でなく、類似機器への水平

展開が行われず、保安検査で

指摘された配管支持構造物

の対応に留まった。

要因A1-1-②ｈ

保全部は、配管の視認不可部について

抽出されないことについて気付き、視認不

可部の技術的な評価を行って健全性を確

認することを行うべきであったが、その対

応には膨大な作業が必要となる一方で、

保安検査で指摘される都度、対応業務が

増加したため、その面前の対応に追われ

て対応することができなった。

要因A1-1-①e

もんじゅは、外観点検の要領書において可視可能範囲に限定するとしたこと自体が誤ってい

ることに気付くべきであったが、指摘された課題（視認不可部の識別と当該部の評価）の本質

（原点）に立ち返って対応することなく、配管支持構造物の点検計画の備考欄に注記を追加す

る対応に止まっていた。

要因A1-1-①-2 再掲

要因A1-1-①-1 再掲

【プラント保全部 部長（CA) インタビュー結果】

（視認不可部の認識）

・配管は連続性のある一機器であり、可視可能範囲を点検すれば、視認不可部の健全性は確認できると考えは、機械課を中心とした保全部の機械系の中では、共通認識はあった。また、もんじゅでは、長期停止設備の健全性確認を実施して

おり、配管はその中で同じようなことをしているのではないかと思う。

（確認方法）

・当時「段取り8分」という思想で立てた工程でも、小委員会で報告すると、その工程でズルズル実施すると困ると言われ、保全部内に持ち帰り、再構成した。その再構成した工程は、現場側にとっては作業期間が短いことで無理をさせることと

なってしまった。

・ローラー作成での課題や懸念事項が多くなった時でも、とにかく当初の計画に沿った作業をやり切るとの精神でベストを尽くして実施した。
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年6月11日 平成26年6月11日

平成26年6月8日
1.不適合報告書（14-15）

平成26年6月8日

平成26年6月9日 平成26年6月9日

平成26年6月6日 平成26年6月6日

平成26年6月3日より

H

Index.1002

1次系支持構造物の時

系列説明

補足

Aセル室の支持構造物の点検について、点検方法および必要な手続き、検討内容を時系列

で説明。

説明後、コメントNo.23が発生した。

（コメントシートより抜粋）

コメントNo.23

「１次系支持構造物の時系列」（Ｉｎｄｅｘ１００２）の４月３０日に、「今後見直しを行う点検計画

の実績では、再点検の記録に置き換える。」について、品質記録の管理の観点から説明する

こと。

【主な参加者】

所長代理(AA)、炉主任（AJ）、運営管理室長（ＨO)、品証室長（HA)、保全部長（CA) 部長(CA)、

機械保修課長（EA)、機械保修課ＴＬ(EC) 他

第１回進捗会議
参加者

改革室長（XA)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AD）、副所長

（AF)、プラント保全部次長(CC）、運営管理室代（HP)、運営管理室課員

（HU、保全改善チーム主幹（DB）、保全改善チーム（DC)

補足

・6/5～13日実績 全体で約11％終了

第11回 もんじゅ保全計画改善検討委員会

参加者

所長（副理事長（ZD)、所長代理（AA)、所長代理（AB)、副所長（AD）、副所長（AF)、プラント管

理部長（BA)、プラント保全部長（CA）、品証室長（HA)、運営管理室長（HO)、保全管理課長

（DA)、と主任（AJ)、運営管理室代（HP)

保全計画改善実施計画書 改正案検討

第5回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事次第

（１）規制庁公開面談結果について

（２）文部科学省への報告について

（３）再点検・保全計画作り直しの進捗

再点検と保全計画の作り直し作業の進捗報告を行った。ｸﾞﾚｰｿﾞｰﾝにフタをしないこと、

しっかりとラインで判断する文化を身につけるようにとの議論があった。判断間違いもこ

れまでの原因であることから、電力支援者に機構の判断の念押し確認をおこなってもら

うことで、判断力の改善につなげることの説明があった。

（４）保安検査対応について

第220回安全技術検討会(No.14-15)

・点検計画「一式」表記の再確認作業要領書の新規制定について

参加者

・プラント保全部次長（CD)、機械保修課長（DA),、改善チーム主幹（DB)、燃料環境課長(FA)

・技術専門職

・（説明者）保全管理課（DD)

260603-1

より

補足(No.14-15)

点検計画「一式」表記の再確認作業要領書へのコメント

1.頻度124M等の点検記録に不備があった場合、現状点検超過とはならないため問題ないことでよいか。

⇒問題ない。しかし、安全重要度が高いものは記録に不備があるという不適合は必要かと思う。

2.事前の詩作業では64Ｍ以下を対象としていたが、本要領ではすべて対象としていることでよいか。

⇒全てが対象で間違いない。

3.確認の基準の3について、要領書に機器が特定できる資料があり、点検記録にはない場合は、不可とする

のか。実績部の確認（ローラ作戦）では可としている。

⇒実績部の確認と合わせることとする。又以降の記載を削除する。

機械保修課

不適合報告書14-15（配管支持構造等点検の不備について）

発行

認知日：平成26年5月30日

作成日：平成26年5月30日

承認日：平成26年6月8日

所長

（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HA)

確認

【不適合委員会】 5/30

審議

補足（報告書抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

平成25年度第4回保安検査で、機械保修課所掌設備のうち安全重要度の高い1次主冷却系等配管支持構造物について、点検要

領書に基づき可視可能範囲での外観点検は実施されていたが、保全計画上の点検としては不十分であり、保安検査の結果として保

安規定違反と判定された。

・配管支持構想物としての機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点からの点検を行うことが点検要領書に記載されていない。

・保全計画では一式として全ての配管支持構造物を点検することとなっているにも関わらず、点検要領書では可視可能範囲を対象と

し、それ以外の点検が実施されていない。

・点検結果が「一式」として記録され、個々の支持構造物を特定できるように支持構造物別に記録されていない。

保安検査の検査結果を受け、機械保修課所掌設備について確認を実施したところ、重要度の高い設備で点検は行われているが点

検計画上｢一式｣の表記で点検対象を特定できないものとして、合計19件を確認した。

〈不適合の処置方法〉

・機器単体が特定でき、所定の機能を発揮しうるという観点から、どのような点検が必要かを明確にした要領書を作成する。

・前述の要領書を用いて再点検を実施する。

第221回安全技術検討会(No.14-17)

・点検計画の実績部の確認作業要領書の改定について

参加者

・プラント保全部次長（CD)、機械保修課長（DA)、燃料環境課長(FA)

・技術専門職

・（説明者）改善作業チーム主幹（DB)、改善作業チーム員（DC)、燃料環境課主幹

補足(No.14-17)

1.確認作業体制について、保守担当課長が重複して記載されているので、見直すこと。また、本作業の責任

者であるプラント保全部次長を追加すること。

⇒拝承

2.本作業における「所定の機能を発揮しうるという観点からの点検が実施されているかの確認」について対

象機器はクラス１とし、今後の皆沿い作業の中で対象機器を増やしていくこととする。

3.作業手順と確認作業時チェックリストのひも付きを行うこと

⇒作業手順の「注意事項」欄にチェックリストの番号を記載する。

4.確認作業時チェックリストに記載されている「疑義リスト」の確認について、確認作業時チェックリストに確

認結果を残すこと。

⇒拝承。

260604-1

より

平成26年6月4日から
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平成26年6月26日 点検計画「一式」表記の再確認
作業要領書

平成26年6月26日

平成26年6月23日 平成26年6月23日

平成26年6月24日 平成26年6月24日

平成26年6月17日 平成26年6月17日

平成26年6月20日 平成26年6月20日

平成26年6月13日 平成26年6月13日

点検計画「一式」表記の再確認作用要領書（制定：平成２６年６月２６日)【ローラ作戦】

補足〈要領書より抜粋〉

・目的

本要領書は、平成25年度（第4回）保安検査における

指摘を踏まえ、点検計画に機器数を「一式」として管理

していた機器のうち点検記録にて個々の機器が特定で

きないもののうち、安全上の重要度が高い機器（クラス1、

2）または、耐震クラスが高い機器（As、A）を抽出し、再

点検対象となる機器を特定することを目的とする。

保守点検要領書

（Q42-100Y-14100-01）

W0承認

１次主冷却系等

支持構造物点検作業

（Ｃセル室分）

H
2
6
年
度
第
1
回

保
安
検
査

6
/
9
〜
6
/
2
0

Index.1021

6/11分の保安検査コメ

ント回答（No.23）

補足

6/11に発生したコメントNo.23の回答を作成し、説明した。

（コメントNo.23回答より）

1次アルゴンガス系支持構造物の外線点検について、平成25年2月に実施した点検が十分ではなかったことから、

平成26年5月に再点検を実施した。

品証記録としては、平成25年2月の点検記録も平成26年5月の点検記録も有効であることから、品質記録として

両方管理する。

「今後見直しを行う点検計画の実績では、再点検の記録に置き換える」とは、次回点検期限の起点となる点検が、

平成25年2月から平成26年5月に換わることを意味している。

【主な参加者】

炉主任（AJ）、品証室長（HA)、保全部長（CA) 部長(CA)、保全部次長(CD)、機械保修課長（EA) 他

補足（議事メモ（JAEA作成）より抜粋）

・平成２５年２月に実施した点検が不十分であった場合、平成２６年５月

の再点検は補完の位置づけとなり、次回点検期限の起点は平成２５年２

月ではないか。行われた点検の内容が不十分であった場合の補完点検

の管理（点検期限の起点設定のルールとその遵守）を説明していただき

たい。

・当初の説明の「置き換える」は品質記録の管理としてあり得ない。

補足

・目的

「１次主冷却系等支持構造物点検作業（Ｃセル室分）」を実施

することにより、設備の機能及び信頼性確認を実施することを

目的とする。

・作業範囲

R-107, R-203, R-301C, R-303C, R-411 に設置されている支

持構造物

直接目視（鏡又は双眼鏡等）を基本とするが 、設置環境から

可視不可能な場合は、間接目視（カメラ等）を用いて点検を行

う。高所及び保温が施工されて割ピンの設置状況を確認する

ことができない箇所については、足場の組立・解体、保温の取

り外し、復旧を行う。点検対象は、MS-1,2 PS-1,2 耐震A,Asと

するが、それ以外のものについても点検可能か否かを特定す

るため対象とする。

点検計画「一式」表記の再確認作業要領書

第2回進捗会議

参加者

所長代理（AB)、所長代理（AC)、運営管理室長（HO)、プラント保全部

部長（CA)、プラント保全部次長（CC）、保全管理課長（DA)、保修計

画課員（DP)、プラント管理部長（BA）、運営管理室代（HP)

第3回進捗会議

参加者

所長代理（AB)、副所長（AD)、プラント保全部長（CA)、プラント保全部

次長（CC)、保修計画課長DA)、プラント管理部長（BA)、運営管理室

長（HO）、運営管理室員（HU)、改善作業チーム主幹（DB)、改善作業

チーム（DC）

・～6/16日実績 全体で約21%終了

ID.26320 原子炉補機冷却水系の配管・弁類で「基準の整合性がない」と 疑念さ

れ、Rev.15改訂「要 」となっているが事の重要性を見逃していないか?

・～6/23日実績 全体で約36%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは528件 別途、担当課長による判断中

施設保全課

長
安全管理課長

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長

機械保修課

長

事務局作成（保全管理課長（DA)）

プラント管理部長

（BA)

品質保証室

（HA）

運営管理室

（HP）

プラント保全部長

（CA)

承認

第6回 保全計画改善TF

・主な参加者

所長代理（AB)、所長代理（AC)、プラント管理部長（BA）、プラント保全部次長

（CC)、改善作業チーム（DB)、保修計画課（DP)、保全改善チーム員（DC）、運

営管理室長代理（HP)、改革室副主幹（XC)、文科省もんじゅ改革監、文科省所

長代理、運営管理室員（HU）、運営管理室副主幹（HR）

補足

＜点検計画「一式」表記の再確認作業要領書の確認＞

・P4の確認基準の根拠は。

⇒これまでの保安検査での指摘事項をベースとしている。

・P4の2で添付するアイソメ図については、該当箇所の色塗りが必要である。

・外表面の確認については、保温材をまいたままであっても、漏えい等がないこと等により、間接的に健全性を確認す

ることが可能であると考える。

・盤点検については、構造図等により内部の機器が特定できることから、「一式」記録も可能である。

・P4の6,7については、記載内容が分かりづらいので、表現を見直すこと。

・点検対象機器について、クラスⅠ,Ⅱに絞り込んだ理由は。

⇒P4の確認基準の根拠を議論する中で決定した。

・確認基準の根拠については、現在進めている所大チェックの状況を踏まえ、適宜見直す。

・P2の記載については、フロー図に落とし込むこと。

第6回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）保安検査対応におけえ現時点での問題点と対応策

（２）再点検必要機器の抽出作業の進捗状況と課題

点検計画（実績部）の確認作業については、要因不足が懸念されたため、対策を早めに

打つために増員の調整を行っていることが報告され、了解された。理事（ZF)からは、臭

いのもにフタをするようなことは厳に行わないように指示があった。

（３）RCA実施状況について

（４）その他

第7回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）保安検査対応について

（２）未点検機器解消に向けた再点検等への対応状況

資料２）作業チームによる点検実績確認作業が順調に進んでいない（進捗率は約29％）

ので班数を増やして対応していることが報告された。

課長が再点検要と判断したのは69タスク。

電気保修課の作業が遅れていることから運研センターからの増員を経て、12班体制で対

応。

（３）組織改編について

（４）その他

第8回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)・

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）未点検機器解消に向けた再点検等への対応状況

資料１)作業チームによる点検実績確認作業の進捗率は約44％、課長が再点検要と判

断したのは298タスク。

さらなる作業効率を図るべく、技術力の高い電気保修課のもと出向者の招へいを調整中。

（２）保安検査の反省会を踏まえた今後の対応

（３）規制庁との議論を踏まえた組織改正

260617-1

より

平成26年8月26日へ

保安調査

補足

確認作業によって、本来抽出されるべ

き配管の外観点検が、可視可能範囲

等に限定していることが抽出されてい

ないことについて議論されることはな

かった。
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理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
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保修計画課
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機械保修課 燃料環境課 施設保全課
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部長
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年7月25日

平成26年7月18日 平成26年7月18日

平成26年7月25日

平成26年7月22日 平成26年7月22日

平成26年7月10日 平成26年7月10日

平成26年7月15日
是正処置計画書14-5

平成26年7月15日

平成26年7月4日 平成26年7月4日

平成26年7月8日 平成26年7月8日

平成26年7月1日 平成26年7月1日

第4回進捗会議

参加者

改革室長（XA)、所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB)、副所長（AI)、運営管理室長（HO)、プラント保

全部長（CA)、プラント保全部次長（CC）、保修計画課長（DA)、保修計画課員（DP)、プラント管理長

（BA)

運営管理室代（HP)、運営管理室代（HP)、改善作業チーム主幹（DB)、改善作業チーム員（DC)

第5回進捗会議

参加者

改革室副主幹（XB)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AD)、

運営管理室長（HO)、プラント保全部長（CA)、プラント保全部次長

（CC）、保修計画課長（DA)、保修計画課員（DP)、プラント管理長

（BA)、運営管理室代（HP)、運営管理室代（HP)、改善作業チーム主

幹（DB)、改善作業チーム員（DC)

・～6/30日実績 全体で約57%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは783件 別途、担当課長によ

る判断中

・～7/7日実績 全体で約72%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは1245件 別途、担当課長による判断中

・安全管理課分は7/3に担当者、支援者の確認終了

第6回進捗会議

参加者

改革室副主幹（XB)、所長代理（AC)、副所長（AD)、品証室代（HB)、

運営管理室長（HO)、プラント保全部長（CA)、プラント保全部次長

（CC)、保修計画課（DA)、保修計画課員（DP）、プラント管理部長

（BA)、運営管理室代（HP)、運営管理室員（HU）、改善作業チーム主

幹（DB)、改善作業チーム員（DC)

第7回進捗会議

参加者

改革室副主幹（XB)、所長代理（AC)、副所長（AD)、所長補佐（AL)、

品証室長（HA)、運営管理室代（HP)、運営管理室副主幹（HR)、プラ

ント保全部長（CA)、プラント保全部次長（CC)、保修計画課長（DA)、

保修計画課員（DP)、プラント管理部長（BA)、

改善作業チーム主幹（DB）、改善作業チーム員（DC)、運営管理室員

（HU)

・～7/14日実績 全体で約84.5%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは1529件 別途、担当課長による判断中

・施設保全課分は7/10に担当者、支援者の確認終了

・課長確認は、13,364タスク終了

・TFでの確認は、7/14から行う。

【実績部】

・～7/19日実績 全体で約91.5%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは10308件 別途、担当課長による判断中

・課長確認は、18,734タスク終了

【一式】

・要領書6/26承認 作業終了（TF報告 7/17）

第7回 保全計画改善TF

所長代理（AB)、プラント管理部長（BA）、プラント保全部長（CA)、炉

主任（AJ)、保全部次長（CC)、運営管理室代、（HP)、保修計画課長

（DA)、保全改善チーム主幹（DB)

補足

ローラー作戦において課長判断の終了したタスク

①-a：他の課も同様の観点で確認しているのか。

⇒外観点検のみの機器について、リストで判るようにしている。その個所をチェックする際には、

必ず事務局の確認をとるよう毎朝説明している。

点検計画の実績部の確認作業要領書（改正2）

漏えい／耐圧試験について試験範囲を示す図が要領書か成績書に添付されていることを確認す

る旨をローラー作戦のチェックリストに追加すること。

確認作業体制の変更（電気保修課取りまとめ者）

・作業手順の変更（疑義リスト確認方法、タスクフォースへの依頼方法、その他手順の詳細化）

・確認作業リスト様式の変更

・確認作業時チェックリストの変更

第9回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）補選計画の見直し範囲について

（２）RCAの実施状況

（３）未点検機器解消に向けた再点検への対応状況

資料３）未作業チームによる点検実績確認作業の進捗率は約65％、課長が再点検要

と判断したのは623タスク。

点検機器解消に向けた再点検への対応状況

第10回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）保全計画の見直しについて

資料１）作業チームによる点検実績確認作業の進捗率は約77％、課長が再点検要と判断したのは約340タ

スク。

また、点検計画（実績部）の改正要と担当者が判断しているものは、約15,000タスクである。

計画通りの作業終了に向けて、課長確認、改善Ｔｍ、タスクフォースの計画と実績部の確認を行い、工程管

理を実施する。

（２）組織改編について

第11回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

（１）保安規定変更の準備状況

（２）補選計画の見直し等の進捗

作業チームによる点検実績確認作業の進捗率は約88％、課長が再点検要と判断したの

は約590タスク。

また、点検計画（実績部）の改正要と担当者が判断しているものは、約17,700タスクであ

る。点検計画（計画部）の改正要と担当者が判断しているものは、約8,100タスクである。

課長及び改善ＴＦの確認により、再確認が発生していることを踏まえ、計画の見直しを実

施中。予定終了時間が遅れる見通し。

（３）保全計画の見直しの考え方について

第12回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

（１）保全計画の皆沿い範囲について

・保全計画の見直し範囲の考え方として、範囲は小さくとも完璧な仕上がり例を示し、全

点検に展開するという姿を示すことが重要である。

・見直し方針は共有で来たので作業を進めること。

（２）組織改編伴う保安規定の変更について

補足＜是正処置計画書14-15内容について＞

・直接要因

・現在の支持構造物の点検計画における点検内容の記載では、必ずしも所定の機能を発揮しうる観点で要領書を作成できるものはない。

・1次系支持構造部物は設置雰囲気及び設置状況から可視範囲のものについてのみ点検すればよいとの思い込みがあった。（可視不可のものは、近傍の支持構造

物の状況と同様であると評価できると考えていた。９

・作業要領書氷人記載要領の別表3（記載要領）の作業範囲の記載があいまいで、検査対象を特定できるようにすべきｔとの注意が徹底されていない。

・審査段階で、直営での点検のため、支持構造物の点検範囲を示すことが出来ればよいと考え、要領書と成績書に配管系統図のみ添付することで十分と考えてい

た。

・是正計画

①支持構造物の点検計画の内容を所定の機能を発揮しうる観点での点検内容に見直す。見直しにあたっては、技術的根拠を明確にしておく。

②「一式」表示は一つ一つ点検をこなうものと読める内容に変更する。

③点検に可視できない支持構造物についての健全性評価を行えるようルールを整備する。

③点検要領書作成時、誰もが同じ品質レベルで要領書作成できようにQMS文書を改定する。

④点検量良書審査時、今回の不適合事象を踏まえた審査ができるよう処置をとる。

是正処置計画書14-5

認知日：H26年4月9日

作成日：H26年7月9日

承認日：平成26年7月15日
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年8月6日 点検計画「一式」表記の再確認
作業報告書

平成26年8月6日

平成26年8月1日 平成26年8月1日

平成26年8月5日 平成26年8月5日

平成26年7月28日 平成26年7月28日

平成26年7月29日 平成26年7月29日

1.不適合報告書（14-15Ｒ１）

「一式」表記

確認作業

補足（報告書より抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

追記：今回、保全部で実施した［点検計画｢一式｣表記

の再確認作業］で同様の不適合が更に4件抽出され、7

月11日に機械保修課で再点検を行う必要があると判断

した。従って4件を追加して、合計23件に変更する。

作業結果として

再点検対象タスク

燃料環境課：11タスク

機械保修課：30タスク

が確認された

点検計画「一式」表記の再確認作業報告
補足＜不適合報告書14-5再点検に対する再確認作業要領書＞

①目的

・点検計画にて機器数を「1式」として管理していた機器のうち点検

記録にて個々の機器が特定できないもののうち、安全重要度の高

い機器等（安全重要度：クラス１,2，耐震：As.A）を抽出する。

②適用範囲

・点検計画記載の機器数が「1式」表記等の再点検対象となる機器

を特定した。

平成26年度

第1四半期の保安検査

実施状況について

（原子力規制委員会）

補足＜規制委員会資料より抜粋＞

未点検状態の配管支持構造物については、Ａセル室内の配管支持構造物の点検結果

を基に健全性評価が行われていることを確認した。

しかしながら、配管支持構造物の再点検に関する不適合報告書はいずれも作業終了後

に発行され、また、再点検に関する不適合報告書には未点検状態の配管支持構造物

があることの記載が無く、その処置の記載も無かった。このように、未点検状態の配管

支持構造物が存在しているにも拘わらず、未点検であることを識別せず、未点検に対す

る処置が明確にされていなかった。

第8回進捗会議

参加者

所長代理（AB）、所長代理（AC)、副所長（AD)、品証室長（HA)、プラ

ント保全部長（CA)、プラント保全部次長（CC）、保修計画課長（DA)、

保修計画課員（DP)、改善作業チーム（DC)、運営管理室員（HU)

第9回進捗会議

参加者

所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AD)、副所長（AE)、副所長（AF)、プラント

管理部長（BA)、プラント保全部長（CA）、運営管理室長（HO)、品証室長（HA)、企画調整部長（VA)、所長

代理（AA）、運営管理室副主幹（HR)、運営管理室（HU）

【実績部】

・～7/28日実績 全体で約99.8%終了

・担当者、支援者で再点検要としたのは11851件 別途、担当課長による判断中

・課長確認は、31,072タスク終了

・TFは、7/23,25,28

・不適合14-16を踏まえた要領書改正（TF 7/28)

【一式】

・要領書6/26承認 作業終了（TF報告 7/17）

・報告書上覧中

【実績部】

・～8/4日実績 100%終了

・課長確認は、32,146（42％）タスク終了

・TF確認は、25,001（33％）タスク終了

・再点検対象 1,832タスク

・電気保修課のタスク数で対象タスクと担当確認タスクの数が不整合

【一式】

・TF確認は、867タスク（72％）終了

・再点検対象 41タスク

・報告書の修正が必要とのコメ有？ 具体的には？

施設保全課

長
安全管理課長

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長

機械保修課

長

事務局作成（保全管理課長（DA)）

プラント管理部長

（BA)
品質保証室長

（HA)

運営管理室

（HP）

プラント保全部長

（CA）

第16回 保全計画改善TF

所長代理（AB)、所長代理（AC）、プラント管理部長（BA）、プラント保

全部長（CA）、炉主任（AJ)、プラント保全部次長（CC）、プラント保全

部主席（CB)、保修計画課長（DA)、運管室代（HP)、

補足

点検計画の実績部の確認作業要領書（改正3）

RCAの追加要因対応であることが判るように、要領書の改正履歴に改正の理由となっ

た「是正処置計画書（14-16）」を明記する

第13回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

議事内容

（１）措置命令解除に向けた今後の対応について

・措置命令に解除にクリティカルパスを議論。9月末段階でのプロダクトは重要。

・保安検査は、9月第１週から３週官を予定だが調整中

・保全計画の改正部の確定、特に点検周期が短くなるような点検はクリティカル

・9月中旬の保全計画の見直しと再点検の残数が確定した段階で工程皆見直し必要

・旧36条報告書の目次検討を始めること。旧36条、37条は同時に出せないか検討

・RCAは保守管理にもフィードバック必要

平成26年12月6日へ

変更点リスト
260806-1

へ

保全計画課

不適合報告書14-15R1（配管支持構造等点検の不備について）

発行

認知日：平成26年5月30日

作成日：平成26年7月31日

承認日：平成26年8月1日

所長

（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ）

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HA)

確認

【不適合委員会】 8/1

審議
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年8月26日 平成26年8月26日

平成26年8月28日 平成26年8月28日1.不適合報告書（14-15R2）
2.不適合管理委員会議事録
（14-15R2)

平成26年8月21日 平成26年8月21日

平成26年8月22日 第239回安全技術検討会議事
録

平成26年8月22日

平成26年8月19日 平成26年8月19日

保守点検要領書

（Q42-100Y-14136-01）

W0承認

保守管理不備に伴う1・2

次系等設備再点検作業

１次主冷却系等支持構造

物点検作業（Ｂセル室分）

補足

・目的

「保守管理不備に伴う１・２次系等設備再点検作業」を実施す

ることにより、系統設備の健全性を確認することを目的とする。

・作業範囲

R-104, R-105, R-106, R-111,R-114,R-202, R-302B, R-303B, 

R-407, R-408 に設置されている支持構造物

直接目視（鏡又は双眼鏡等）を基本とするが 、設置環境から

可視不可能な場合は、間接目視（カメラ等）を用いて点検を行う。

高所及び保温が施工されて割ピンの設置状況を確認すること

ができない箇所については、足場の組立・解体、保温の取り外

し、復旧を行う。点検対象は、MS-1,2 PS-1,2 耐震A,Asとする

が、それ以外のものについても点検可能か否かを特定するた

め対象とする。

要領書

（Q42-100J-14164-01）

W0承認

セル室内１次主冷却系

等

支持構造物外観健全性

評価作業（Ｃセル室分）

補足

・目的

「セル室内１次主冷却系等支持構造物点検作業（Ｃセル室

分）」にて実施した外観点検（変形・破損、相互干渉、発錆等）結

果を基に、１次系配管支持構造物の健全性を評価することを目

的とする。

・作業内容

(1) 作業準備

(2) 点検記録のチェック

(3) 支持構造物の健全性評価

過去の保安検査指摘事

項等に対する対応状況

（現地検査官）

補足

支持構造物に係る6月以降の進捗状況を説明。

【主な参加者】

保全部長（CA) 部長(CA)、保全部主席(CB)、機械保修課長（EA)、機

械機械保修課副主幹(EC)、炉主任（AJ）、品証室長（HA)、 他

（面談記録より抜粋）

○次回保安検査において更なる確認を実施することとした。

・クラス１機器の点検時期超過（平成２５年度第４回違反事項）等の

不適合内容の識別、不適合の除去の状況、直接原因分析及び根本

原因分析へのインプットの状況、並びに、割ピンの欠損事象の原因

調査及び原子炉容器室内の支持構造物の健全性確認状況。

補足（8/26 保安調査議事概要より抜粋）

・検査側は、未点検機器（点検するよう定められているにもかかわらず、点検されていない）が存在したと認識

している。機構側では、未点検機器は存在せず、行われた点検が不十分である機器があったという認識であ

るなら、検査側と機構側において認識の相違がある。

・次回の保安検査では、１次系のすべての配管支持構造物について、１個１個の機器の点検状況がわかるエ

ビデンスを用意すること。次回の保安検査で、そのエビデンスを精査して、点検がされていない機器の有無を

確認する。

・「点検が不十分」と「点検がされていないものが存在する」では、不適合処理が全く異なってくる。

・ 「未点検」とは、見ることが困難（点検ができない）配管支持構造物の点検をしていないこと。「十分でない」

は「点検項目は満たしているが、点検内容に不十分さがあることである。

・ 点検計画に「一式」と記載されていること自体は、間違っているとは、考えていない。点検計画は「一式」でも、

個々の点検要領書で、もれなく展開すれば点検漏れは発生しない。

保
安
調
査
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第10回進捗会議

参加者

所長代理（AA）、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（A!)、プラント保全部長（CA)、保修計画課長

（DA)、プラント管理部長（BA)、改善作業チーム（DB)、運営管理室員（HU）

第11回進捗会議

参加者

所長（副理事長）（ZD)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AD)、

副所長（AI）、運営管理室長（HO）、プラント保全部長（CA)、プラント

主席（CB)、プラント保全部次長（CC)、保全計画課長（DA)、運営管理

室代（HP)、運営管理室員(HU)

【実績部】

・課長確認は、33,290（43％）タスク終了 電気保修課長の確認遅れ（各課で支

援）

・TF確認は、25,568（33％）タスク終了

・再点検対象 1,461タスク ・点検改正対象 767タスク 再点検 11タスク

【実績部】

・８月末までにTFの確認を終える予定

・課長確認は、68,790（90％）タスク終了

・TF確認は、25,690（33％）タスク終了

・再点検対象 1,551タスク ・点検改正対象 767タスク 再点検 11タスク

第14回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

補足

（１）保安調査、保安検査対応について

（２）再点検機器の抽出と進捗状況について

資料２）作業チームによる点検実績確認作業の終了。課長の確認の進捗率は90％、タス

クフォースの確認は33％

（３）保全計画の見直し状況について

260617-1

より

機械保修課

不適合報告書14-15R2（配管支持構造等点検の不備について）

発行

認知日：平成26年5月30日

作成日：平成26年8月28日

承認日：平成26年8月28日

所長

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HA)

確認

【不適合委員会】 8/28

審議

補足（報告書抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

追記：今回の改訂は以下のとおり、2件のタスクの削除及び1件の

タスクの追加となる。本件で確認された件数は添付資料-1に示す合

計22件となった。

・削除：今回の改訂は、本不適合に対する直接要因分析のため点

検実績の再確認を行ったところ、原子炉格納容器貫通部及び1次冷

却系関連室漏えいナトリウム処理設備（連通管）は個々の機器が特

定されており、不適合に該当しないことを確認したことから、この2件

について再点検の対象機器から削除した。

・追加：点検周期124Mで点検期限は迎えていないものの、「一式」表

記で点検対象を特定できなかった機器冷却系の配管支持構造物に

ついての再点検１件を追加したものである。

第239回安全技術検討会(No.14-36)

・「点検計画作業計画書」改正内容及び点検計画の「点検計画の実績部の確認作業要領書」改正内容の妥当性確認

参加者

プラント保全部次長（CC)、機械保修課長(EA)、保全管理課長（EA)、燃料環境課主幹（FC)

技術専門職

（説明者）改善作業チーム主幹（ＤＢ）

補足(No.14-36）

点検計画改善作業計画書（改正４）

・点検計画の誤りに係る不適合報告書の是正処置の結果を適宜反映することについて、

「要求事項」だけでなく、反映方法についても詳しく記載すること。また「補修、取替え及び

改造計画」についても確認を行うので計画書に入れ込むこと。
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年9月9日 平成26年9月9日

平成26年9月5日 平成26年9月5日

平成26年9月8日 平成26年9月8日

1.不適合報告書書（14-5R2）
2.不適合管理委員会議事録
（14-5R2)

平成26年9月2日 平成26年9月2日

平成26年9月4日 平成26年9月4日

実績部の

確認作業

第12回進捗会議

参加者

所長代理（AA）、所長代理（AC）、プラント保全部長（CA)、ぷ案と保全

部次長（CC）、保修計画課長（DA)、運営管理室代（HP)

【実績部】

・9月上旬までにTFの確認を終える予定

・課長確認は、71,613（94％）タスク終了

・TF確認は、29,018（38％）タスク終了

・再点検対象 1,554タスク ・点検改正対象 767タスク 再点検 11タスク

補足（報告書抜粋）

〈不適合の内容・状況〉

追記：点検要領書では可視可能範囲を対象として点検しており、直接的な点検が出来ない原子

炉容器室内の配管支持

構造物及び各セル室内のアクセス困難な配管支持構造物について健全性の評価を行っていな

かった。

〈不適合の処置方法〉

追記：

①各セル室内の可視不可の支持構造物については可視可能な支持構造物の外観点検の結果

を用いて健全性の評価を実施する。健全性評価の視点は、同種の支持構造物の健全性、設置

環境、過去の検査記録等とする。

②また入域する事が出来ない原子炉容器室内の支持構造物については設置時の据付記録、設

置環境、設計上考慮、過去の点検記録（空気雰囲気室）等から健全性の評価を実施する。

③上記健全性評価にあたってはあらかじめ、要領書を定めて行う。既に実施している健全性評価

については当該視点に基づき実施されていることを確認する。

変更：処置完了予定日を9月30日から11月30日に変更。

山野理事と規制庁地域規制

統括調整官との面談

（規制庁敦賀原子力事務所）

補足

もんじゅの当面の重要課題、保全計画の見直し作業の状況等について説明。

【主な参加者】

理事(ZF)、品証室 室長（HA)

（以下、面談記録より抜粋）

（原子力機構の説明）

・過去の検査で、本当に自信を持って説明出来ないような、グレーなものもある。今回は、ある程度自信がなく

グレーとなる機器は「黒だ」という前提で、全部やり直すという気持ちでやるが、不十分なものはグレーなもの

として扱うことになる。

（規制庁のコメント）

・不十分なものはグレーとして扱うとのことだが、是正措置を行う場合、未点検であることを前提にしてやる場

合と対応の仕方が変わってくる。「未点検」ということを前提にする必要がないかしっかりご検討いただきたい。

場合によっては「未点検が更にありました」と宣言せざるを得ないかも知れない。

補足（議事メモより抜粋）

当方：

・昨年の夏はグレイのものがあったが、これについて、グレイのものはクロ

にして再点検する。しかし、グレイなものはグレイなので、それはとにかく

（過去に）点検しているので不十分として再点検する。これは、真っクロでは

ないという判断。最新（直近）は、しっかり点検している。

・再点検は11月に終わらないものもある。それは特定して計画的に点検す

る。

規制庁：

・クロではないもの、すなわち未点検としないことで、是正処置が変わるの

ではないか？（是正処置が）変わらないことをしっかり説明してもらう。

当方：

・検査ではしっかり説明する。

第15回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)

事務局：もんじゅ安全・改革室

チェックシートNo.1

「不適合の識別、除

去の実施状況」の回

答説明

補足

チェックシートNo.1「配管支持構造物に関する不適合報告書の状況について説明すること」との問いに対し、それぞれの不

適合の発行、是正処置の承認等の関係および時系列を示した図を用いて説明。

チェックシートNo.1の説明後、コメントNo.6が発生した。

（コメントNo.6より抜粋）

平成２５年第４回保安検査、平成２６年第１回保安検査及びその間検査官が複数回行った現場との対話内容も踏まえ、未

点検があったという認識があったのか、自ら何を検討し、改善策を出したかを経緯を含めて明らかにすること。

補足

（議事録より抜粋）

・ 未点検はあってはいけないことで、万が一未点検の機器が発生してしまったら未点検のままに

せず、速やかに点検がなされないといけない。にもかかわらず、不適合報告書からは速やかに処

置されたことが確認できない。

・検査側として危惧するのは、点検計画の「一式」管理の中に、可視可能範囲以外に機器があった

場合、点検計画に従った点検を行っても未点検で管理された状態にない機器が発生するおそれ

がある。

第13回進捗会議

参加者

所長代理（AB)、所長代理（AC)、プラント保全部次長（CC),保修計画

課長（DA)、運営管理室代（HP)、運営管理室員（HU)

【実績部】

・課長確認は、75,969（99％）タスク終了

・TF確認は、37,365（49％）タスク終了

・TFの進捗状況に集計間違いがあるため再確認する

・再点検対象 1,471タスク ・点検改正対象 1,054タスク 再点検 11タスク

平成26年12月6日へ

変更点リスト

平成26年12月6日へ

報告書

260905-1

260905-2

補足

議事内容

（１）保全計画の見直し状況について

資料1）

(1)以下の報告を受け、原因を把握し最終的な収束のさせ方を考慮したうえで対策を進めること。

①点検計画（実績部）で整合が確認された約38,000タスクは、記録まで踏み込んだ確認が担当

ベースに止まっているため、信頼性を向上すべく、管理職クラス等による抜取確認（約2000件）を

計画する。

②保全計画の改定時に誤って削除したもをがあるため、復活させて確認を行う。

③点検計画の実績に誤って特別な保全計画の実績を入力していたケースがあり、誤りを特定して

実績部の確認を行う。

（２）保安検査の準備状況について

機械保修課

不適合報告書14-5R2（1次主冷却系配管支持構造等点検の不備について）

発行

認知日：平成26年4月9日

作成日：平成26年9月4日

承認日：平成26年9月5日

所長

（ZD)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA）

確認

炉主任

（AJ)

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HA)

確認

【不適合委員会】 9/4

審議
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年9月19日 平成26年9月19日

平成26年9月29日 第248回安全技術検討会議事
録

平成26年9月29日

平成26年9月17日 平成26年9月17日

平成26年9月18日 平成26年9月18日

平成26年9月12日 平成26年9月12日

平成26年9月16日 平成26年9月16日

「未点検状態にある設備」の存
在意識、及び自らの検討や改
善について

平成26年9月11日～12日 平成26年9月11日～12日

「未点検状態にある設備」の存在意識、及び自らの検討や改善について

「未点検状態にある設備」の存在意識、及び自らの検討や改善について

要領書

（Q42-100J-14197-01）

W0承認

セル室内１次主冷却系等

支持構造物外観健全性

評価作業（Ｂセル室分）

補足

議事内容

（１）保安検査の状況について

（２）保全計画見直し及び再点検の進捗

対象約75,980タスクに対して課長確認まで終了。整合が確認された約41,000タ

スクは来週より抜取確認（約2,000件）を確認。

（３)根本原因分析スケジュール

H
2
6
年
度
第
2
回

保
安
検
査

9
/
8
〜
9
/
1
9

部長

（CA)

室長

（HA)

所長代理

（AA)

作成

所長

（ZD)

コメントNo.6

（9/8発生分）

「未点検状態にある設

備」の存在認識の回答

作成

補足

9/8にｊ発生したコメントNo.6（「未点検の認識の有無、機構自

らの検討と改善の経緯について説明すること）に対する回答

を所内で作成。

コメントNo.6

（9/8発生分）

「未点検状態にある設

備」の存在認識」の

回答説明

補足

未点検状態にある設備の認識についてのコメント回答内容を説明。

【主な参加者】

所長代理(AA)、副所長(HB)、炉主任（AJ）、運営管理室長（ＨO)、品証室長（HA)、

保全部長（CA)、 部長(CA)、機械保修課長（EA)、機械保修課 課長代理（EK)

（コメントシートより抜粋）

（コメントNo.23）

本日の回答に、組織としての対応内容を補強し、再提出のこと。その中には、今

後の方向性を示すための、「未点検機器の定義」を記載すること。

補足（議事録より抜粋）

（規制庁）未点検機器の定義等、一部混乱があったとしても、双方の意思疎通に平成２５年度第４回保安検査以降今回の検査までの半年を要しており、あまりにも時間がかかりす

ぎている。なぜ、そのように時間がかかったのか、不信感が払しょくできない

（機構）未点検機器の定義を「点検計画及び要領書通り点検をしていない」としており、それに固執していた。また、検査での吊り上げを恐れるあまり、認識している課題を素直に説

明できなかった。これは、一式問題から、場所の特定、有効性評価など検査を重ねるたび要求がステップアップしていったように感じていたためと認識している。

（規制庁）“未点検”の扱いについては、具体的に管理されていない状態の認識から平成２６年度第１回保安検査以降、①全く見えないもの（放置状態）、②見えるが完全に認識でき

ないもの（保全管理上適切に実施されていない）など、検査側としても区別して扱ってきた。

（機構）保全計画見直しにおいて、保守管理が適切になされていない（未点検状態にある）と認識している“悪どころ”については、過去超過・現在超過を問わず、自ら膿みを出し切り、

そのうえで適切な措置を的確に実施することで対応したい。これらは、管理された状態での取り組みであり、未点検状態にある設備といわないと考える。

（検査側）ＱＭＳに従って適切に実施することは「管理された状態」である。ただし、人や部室課によって考え方に差異があってはならない。組織内で判断が一本化しない可能性を危

惧する。

（機構）組織内部での業務展開としてしっかり対応したい。

コメントNo.23、24（9/16

発生分）の回答説明

補足

「未点検機器の定義」をについてのコメント回答内容を説明。

【主な参加者】

所長代理(AA)、副所長(HB)、炉主任（AJ）、運営管理室長（ＨO)、品証室

長（HA)、保全部長（CA) 部長(CA)

補足（議事録より抜粋）

・１次系サポートは空気置換すれば見ることが可能だが、炉容器室は絶対不可。そういう状況においてコメント

№23への回答（添付）における認識（１(1)～(12)）は、同じか。

→ 同じと認識。その回答をエンドースするものが本調査で見えてくると推定している。その観点で、炉容器室の

サポートの点検も対象とする

コメントNo.23、24（9/16

発生分）の回答作成

※コメントNo.6の改訂

版の作成

部長

（CA)

確認

室長

（HA）

確認

所長代理

（AA)

作成

所長

（ZD)

承認

補足

9/16でｊ発生したコメントNo.23（「未点検機器

の定義」を記載すること）に対する回答を所

内で作成。

補足＜内容について＞

0.未点検状態にある設備：健全性について保守管理がなされていない設備（規制庁と機構が確認した認識）

1.配管支持構造物における未点検個所への認識と認識に基づく対応

・可視不可部は点検計画の中で極めて曖昧な取扱いであり、可視不可部の健全性を確認することに点検作業者の意識が向かない状況にあった。

・H25年度第4回保安検査において、検査官指摘により、個別設備が記録上判別できない点検計画、点検記録になっていることを認識したが、問題意識は個々の設

備の特定不可に留まり、この時点でも「未点検にある設備」への認識は希薄であった。

・H26年度第1回保安検査及び4月～5月中旬のAセル点検を通じて、可視不可部の健全性について保守管理がなされていない「未点検状態にある」との認識を持っ

た。（不適合報告書14-5R1）

2.点検不十分な設備、未点検状態にある設備の呼称について

・機構が過去の調査などで使用した「未点検設備」とは、点検計画、点検要領通りに点検が行われていない設備を指した。

・不適合管理の起点として不適合を識別するためには、呼称に関わらず、不適合の除去、是正措置、予防措置が的確に行われるよう、不適合の認識をより具体的、

明確に記述する必要があるとの認識に至った。（不適合報告書14-5R2）

3.機構における「未点検状態にある設備」解消に向けた対応について

・保全計画見直し作業における点検記録及び保全の有効性評価の確認作業等では、1次系支持構造物点検不備に関する要因分析結果を反映している。

・「未点検状態にある設備」についても、不適合報告書「1次主冷却系等配管支持構造物外観点検の不備について」における課題認識、その水平展開により対応して

いる。

・上記作業結果を踏まえ、今後、必要な点検計画、点検要領の見直しを行いつつ、「未点検状態にある設備」の摘出、不適合処理を行い、適切な点検計画作成、速

やかな着手及び必要な技術評価により、規制委員会からの命令（平成24年12月）である「未点検機器」の解消を行う。

第14回進捗会議

参加者

所長代理（AB)、所長代理（AC)、プラント保全部次長（CC）、運営管理

室代（HP)、運営管理室員（HU)

【実績部】

・保安検査で指摘（1日で約300件の外観点検を実施？）を踏まえて、直近の点検実績の

妥当性の再確認が必要

・課長確認は、75,969（99％）タスク終了 進捗なし

・TF確認は、37,365（49％）タスク終了 進捗なし

・再点検対象 1,471タスク ・点検改正対象 1,054タスク 再点検 11タスク

・ホワイトリストについて9/14から再点検中

【一式】

・課長判断により（TFに再上程がないまま）変更した再点検項目3件を受けて水平展開が

必要か検討中

第54回 保全計画改善TF

所長代理（AB)、プラント管理部長（BA)、炉主任（AJ)、運営管理室代

（HP)、プラント保全部次長（CC)、保全管理課長（DA)、改善作業チー

ム主幹（DB）、改善作業チーム員（DC)

第16回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)、理事（ZH)

事務局：もんじゅ安全・改革室

第17回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZI)、理事（ZF)

事務局：もんじゅ安全・改革室

【所長代理（AB） インタビュー結果】

・当時は、配管支持構造物のこととしか認識していな

かった。しかし、所長は配管についても意識していたた

め、平成27年3月の保安検査前に不適合報告を出した

と思っている。

補足

（１）保安検査の状況について

（２）再点検及び点検計画見直し等への対応状況

・保安検査での「個々の設備の点検結果記録が個別に示されていないこと（一日で約300件の点検」の

再確認が追加となり工程の見直しが必要

第248回安全技術検討会(No.14-45)

・「点検計画の実績部の確認作業要領書」の改正

参加者

プラント保全部次長（CC)、機械保修課代、燃料環境課主幹（FC)、電気保修課長代理

技術専門職

（説明者）改善作業チーム員（ＤC）

補足（No.14-45）

P21の※２の注意事項にある、点検計画の備考に「特別な保全計画により管理」の旨の記載がなく、特別

な保全計画に記載されいる場合はについて、点検計画の管理となるかどうかを明確に記載すること。

補足

有効性評価妥当性再確認家観について（電気保修課）
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年10月7日 平成26年10月7日

平成26年10月9日 平成26年10月9日

平成26年10月18日 平成26年10月18日

平成26年10月21日 平成26年10月21日

平成26年10月14日 点検計画の実績部の確認（そ
の２）作業要領書

平成26年10月14日

平成26年10月15日 平成26年10月15日

平成26年10月2日 平成26年10月2日

平成26年10月10日 平成26年10月10日

第249回安全技術検討会議事
録

第252回安全技術検討会議事
録

点検計画の実績部の確認作業要領書（その２）

点検計画の実績部の確認作業（その２）（制定：平成２６年10月14日)【ローラ作戦】

第15回進捗会議

参加者

所長（AA）、所長代理（AB),、所長代理（AC)、副所長（AI)、プラント保

全部長（CA)、プラント保全部次長（CC）、保全管理課長（DA)、技術

総括課長（HP）、技術総括課員（HU)

第16回進捗会議

参加者

所長（AA)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AI)、副所長（AD)、

品証室長（HA)、プラント保全部長（CA),プラント保全部次長（CC）、保

全管理課長（DA)、技術総括課長（HP）、技術総括課員（HU)

変更点リスト（※）を10/17までに作成する

【実績部】

・ホワイトリスト（再点検、保全計画改正ともに不要

と判断したもの）について2000件抜出し再チェック

の結果、疑義を確認、分析し、水平展開を検討中

（※）変更点リスト

保全計画のうち点検計画（Rev.15）の改正にあたり、

点検計画実績日の改正前の計画を対比し、変更

箇所が明確となる資料をいう。

【実績部】

・6～9月の実績部の確認作業を10/21から開始

・ホワイトリスト（約40,000件）の再チェックは10/23

から1週間を要する見込み

施設保全課

長
安全管理課長

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長

機械保修課

長

事務局作成（保全管理課（DA)）

プラント管理部長

（BA)
品質保証室長

（HA)

運営管理室長

（HP)

プラント保全部長

（CA)

承認

第56回 保全計画改善TF

所長代理（AB)、所長代理（AC)、炉主任（AJ)、プラント保全部次長

（CC）、保全管理課長（DA)、改善作業チーム主幹（DB）、改善作業

チーム員（DC）

補足

（１）点検計画の実績部の確認作業要領書の改正

・表紙押印欄及び体制表について新組織の名称に変更しておくこと。

・修正することを条件として再審議なしとする。

（２）新規作業要領書「点検計画の実績部の確認（その２）作業要領書」の制定

・対象毎に何を確認するのか分かるように記載すること。

・本作業では記載内容ではなく日本語表記が適切か否かを確認する。要領書にてそのことが分かるように記載すること。

・誤記と記載すると中身がわからなくなるので、日本語のチェックであれば分かるように記載すること。

・修正を条件として、再審議不要とする。

第18回

もんじゅ安全改革小委員会

・主な参加者

理事長（ZA)、副理事長（ZC)、監事（ZJ)、所長（副理事長）（ZD)、理事（ZG)、理事（ZF)

事務局：もんじゅ安全・改革室

※

補足

（１）保安措置命令対応について

・保安措置命令解除に向けて、報告書の策定及び保安規定変更を進めるための専従作業チームを設

置した。

・報告書の作成に当たっては、既出報告書における未点検機器数（7346）に対して、未点検状態の考え

方を含めて、どのように記載するか整理が必要。点検期間を超過した機器については適切な不適合管

理を行い、技術評価で設備の健全性が担保される間、特別採用とすることで、保守管理されている設備

（未点検状態でない設備）とする方針とする。

・保全の有効性評価の再評価の結果、点検超過となる恐れがある機器については、上記対応と同様の

対処を行うこととする。

・報告書作背に当たっては、規制庁だけでなく、一般人に対しての観点も重要。わかりやすい説明が必

要

・技術根拠の整備（約3500機器）については、追加で実施する対策でなく、必要な対策として営利すべき。

・急ぎ報告書の目次と骨子を作成すること。

補足（Ｎo.14-46)

（１）点検計画の実績部の確認作業要領書の改正

・表紙押印欄及び体制表について新組織の名称に変更しておくこと。

（２）新規作業要領書「点検計画の実績部の確認（その２）作業要領書」の制定

・対象毎に何を確認するかわかうように記載すること。

・本作業では、きっさい内容ではなく、日本語表記が適切か否かを確認する。要領書にてそのことがわ

かるように記載すること。

・誤記と記載すると中身が分からなくなるので、日本語のチェックであればわかるように記載すること。

第249回安全技術検討会(No.14-46)

・計画書改正内容及び要領書制定内容の妥当性確認

参加者

プラント保全部次長（CC)、保全管理課長（DA)、機械保修課長代理、電気保修課長代理、施設保全課長代理（GB)、燃料環境

課長代理（FB)

技術専門職

（説明者）炉心燃料課員

第252回安全技術検討会(No.14-49)

・点検計画の実績部の確認作業要領書改定内容の妥当性確認

参加者

保全管理課長（DA)、機械保修課長（EA)、電気保修課上席、施設保全課長代理（GB）、燃料環境課主幹（FC)

技術専門職

（説明者）改善作業チーム員（DC)

補足(No.14-49)

添付資料-11に示されている。今回、追加で実施する作業対象タスクの考え方について、パターン⑦に

ついても作業対象とすること。

補足

点検計画の実績部の確認（その２）作業要領書の概略（抜粋）

１．目的

点検計画の実績部の確認作業では、点検計画の実績のあるタスクを対象に「点検項目」、「点検内

容」、「採取データ項目」、「管理基準」、「管理・評価の方法」及び「点検実績」について確認を行った（作

業要領書：点検計画の実績部の確認作業要領書）。

しかし、6月4日～9月5日まで実施した点検実績部の確認においても確認対象となっていないタスクの

「点検項目」及び「点検内容」については、確認の対象ではなく、計画部の確認の対象となっていない。

このため、当該項目における保全方式との整合性及び記載表現の誤りの有無について確認を行う。

また、点検実績のあるタスクを含めた全タスクについて、「点検間隔/.頻度」及び「点検周期根拠」は実

績部及び計画部の確認において確認対象となっておらず、本作業にて保全方式との整合性及び記載

表現の誤りの有無について確認を行う。

もんじゅ安全改革小委員会

※以降、第29回 H27.3.13まで継続されたが、点検計画（実績部）の確認に関す

る具体的な審議がないため省略
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年11月21日 配管支持構造物外観点検要領
及び評価要領作成マニュアル

平成26年11月21日

平成26年12月3日 平成26年12月3日

1.不適合報告書14-5R3
2.不適合管理委員会議事録
（14-5R3）

平成26年11月6日
是正処置計画書14-15

平成26年11月6日

平成26年11月11日 平成26年11月11日

平成26年10月28日 平成26年10月28日

点検計画の実績部の確認（そ
の２）作業報告書

平成26年11月4日 平成26年11月4日

配管支持構造物

外観点検要領及び評価要

領作成マニュアル

（MQ-保全-38）

新規制定 補足＜要領の概要＞

１．目的

保守管理要領に基づき、プラント保全部が所管する配管

支持構造物の健全性を維持するために、外観点検及び健

全性評価の実施方法を定める。

（機械保修課(EH) インタビュー結果）

・サポートは、マニュアルに基づき個別管理とした。配管につ

いては、マニュアル作成中であり管理方法（部屋毎、配管単

位毎）を検討する。

点検計画の実績部の確認作業報告書（その２）

第17回進捗会議

参加者

所長（AA)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長（AI）、副所長

（AD)、品証室長（HA)、プラント保全部長（CA),プラント保全部次長

（CC）、保全管理課長（DA)、技術総括課長（HP）、技術総括課員

（HU)

第18回進捗会議

参加者

改革室長（XA)、所長（AA)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長

（AI）、副所長（AD)、品証室長（HA)、プラント保全部長（CA)、プラント

保全部次長（CC）、プラント保全部主席（CB)、保全管理課長（DA)、

技術総括課長（HP）、技術総括課員（HU)

第19回進捗会議（最終回）

参加者

改革室長（XA)、所長（AA)、所長代理（AB)、所長代理（AC)、副所長

（AI）、副所長（AD)、品証室長（HA)、プラント保全部長（CA)、プラント

保全部次長（CC）、プラント保全部主席（CB)、保全管理課長（DA)、技

術総括課長（HP）、技術総括課員（HU)

【実績部】

・6～9月の実績部のの支援者による確認作業を

10/30終了の見込み

・ホワイトリスト（約40,000件）の支援者による再チェッ

クは10/31終了の見込み

【実績部】

・ホワイトリストの支援者による再チェックは終了、

各担当課にて確認中

今回を持って進捗確認会議は終

了し、保全部EMに役割を移管す

る

機械保修課

不適合報告書14-5R3（１次主冷却系配管支持構造物外観検査の不備について）

発行

作成日：平成26年12月2日

承認日：平成26年12月3日 補足＜不適合報告書14-5R3変更内容について＞

①不適合内容の追加

・原子炉容器室内の支持構造物及び各セル室内の可視不可の支持構造物について、「未点検状態で

あった」ことを記載。

②不適合の除去の追加

・外観点検及び健全性評価の方法について次回改正する点検計画に反映することを記載。

・支持構造物の外観点検が終了するまで特別採用の期間を延長した。

施設保全課

長
安全管理課長

燃料環境課長

（FA)
電気保修課長

機械保修課

長

事務局作成（保全管理課長（DA)）

プラント管理部長

（BA)
品質保証室長

（HA)

運営管理室長

（HP)

プラント保全部長

（CA)

承認

所長

（AA)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ）

確認

機械保修課

（EA)

作成

【品証室】

課長（HC)

確認

【不適合委員会】 12/2

審議

補足＜是正処置計画書14-15内容について＞

・直接要因

①点検計画における点検内容の記載では、所定の機能を発揮しうる状態にあるか否かの観点で要領書を作成できるものではなかった。

②可視範囲のものについてのみ点検すれば良いとの思い込みが有った。

③作業要領書標準記載要領の作業範囲の記載について、機器を個別に記載する様式になっておらず、検査対象を特定しなくてはならないものと読めない内容で

あった。

④要領書審査の段階で要領書の悪さ具合について指摘できなかった。

⑤2次系機器（930系トイ）の要領書及び報告書の作業範囲を示す図面に、A系についての色塗りはされていたが、B系ｃ系には色塗りされてなかった。

⑥作業要領書に作業範囲を示すものが何もない状態であった。

⑦担当者は点検記録のフォーマット自体で作業範囲を明確にしていると認識していた。

・是正計画

①配管支持構造物の外観点検についての部内マニュアルを作成し、点検計画の「管理基準」「管理基準の根拠」に当該部内マニュアルを呼び込む。

②作業要領書標準記載要領に作業対象が複数該当している場合又は引合仕様書に添付する点検計画の作業対象設備が「1式」で表示されている場合は機器単位

まで特定すること等を追記する。

③作業要領書等確認マニュアルの作業要領書等確認シートに「作業対象が複数該当している場合又は引合仕様書に添付する点検計画の作業対象設備が「1式」で

表示されている場合は機器単位まで特定しているか」というチエック項目を追記する。

是正処置計画書14-15

認知日：H26年5月30日

作成日：H26年9月26日

承認日：平成26年11月6日
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年12月7日～11日 平成26年12月7日～11日

平成26年12月13日
第284回安全技術検討会議事

録
平成26年12月13日

安全技術検討会分科会　議事
録

平成26年12月5日 平成26年12月5日

平成26年12月6日
点検計画の実績部の確認作業
報告書

平成26年12月6日

要因A1-2-① 再掲

平成26年度第3回保安検

査

点検計画の実績部の確認作業報告書（その１）

施設保全課

長
安全管理課長

燃料環境課長

（FA）
電気保修課長

機械保修課

長（EA)

事務局作成（保全管理課長（DA)）

プラント管理部長

（BA)

品質保証室長

（HA）

運営管理室長

（HP)

プラント保全部長

（CA)

承認

次長（CC)
保全管理課長

（DA)

保全計画課長

（CB)

機械保修課長

（EA）

燃料保修課長

（FA)

施設保修課長

（GA)

第284回安全技術検討会

平成26年9月5日より

課代

課員
副主幹

課員
事務局 課員 課員

安全技術検討会 分科会

補足＜各課作成の変更点リストに対する分化会の確認作業方針書＞

1.目的

本方針は、保全計画の改訂に向け、各課が作成した保全計画（Ｒｅｖ.17案）の変更点リストに対し、プラント保全部安全技術検討

会（分科会）において、変更点リストの妥当性を確認するための作業方針を定める。

6.体制及び必要な力量

安全技術検討会委員長は、5.分科会設置に向けての体制及び力量を踏まえて、次の体制に設置する。なお、作業の進捗により、

体制を変更する場合、事務局の判断に実施することを可能にする。

（１）第１班（機械保修課 約15000タスク）２；チーム体制

①主査（１名）：技術副主幹以上の職制を持つ者

②チーム員（各2名計4名）プラント保全部に半年以上在籍している者

（２）第2班（電気保修課分 約5000タスク）４チーム）体制

①主査（2名）：技術副主幹以上の職制を持つ者

②チーム員（各2名計8名）；プラント保全部にとし以上在籍している者

（３）第３班（燃料環境課分約20000タスク）；３チーム体制

①主査（1名）：技術副主幹以上の職制を持つ者

②チーム員（各2名計6名）：プラント保全部に半年以上在籍している者

（４）第4班（施設保全課分及び保全管理課分約1500タス）１チーム体制

①主査（1名）技術副主幹以上の職制を持つ者

②チーム員（2名）：プラント保全部に半年以上在籍している者

（５）事務局

①事務局員（4名）：各主査の意見を集約でき、議事録を作成できる者

実績部の確認作業変更点リスト

変更点リストの妥当性確認

260905-2

より

保守点検報告書

（Q42-410Y-14136-01）

W0承認

保守管理不備に伴う1・2

次系等設備再点検作業

原子炉補機冷却水 配管

外観点検

（機械保修課員（ED)、機械保修課 課員（EG)、機械保修課 課員（EH) インタビュー結

果）

・Rev.17改正について、配管についての改定の検討は行っていない。

これまでの保安検査で、配管について確認がなされており、配管の確認箇所（系統図へ

の色塗りなど）と、その記録が問題なければ良いと判断した。

・配管のことも考えたが、先ずは指摘事項だけで良いと思った。

・サポートは、マニュアル（MQ-保全-38）に基づき個別管理とした。配管については、マ

ニュアル作成中であり管理方法（部屋毎、配管単位毎）を検討する。
【機械保修課副主幹（EC) Ｒｅｖ１７．改正時の配管反映の認

識 インタビュー結果]

実績部確認作業は点検計画を綺麗にするという目的では

あったが、保安検査で指摘され、他の機器に関しても今後指

摘をされ得るかもしれないとは思った。

しかし、私自身としては、支持構造物の対応でとても手が回

るような余裕はなかった。結果として私が対応したものは、保

安検査で指摘された配管支持構造物だけの改正となった。

【機械保修課副主幹（EB) Ｒｅｖ１７．改正時の配管反映の認

識 インタビュー結果】

確認作業は本来点検計画を綺麗にすることを目的としている

のに、小手先だけで改正して、何の意味があるのかとういう議

論は保全部内であった記憶はあるが、上記の質問に関する

話があったかは記憶にない。

260905-1

より

「一式」表記に係る確認作業の変更点リスト

平成26年8月6日より

260806-1

より

平成26年9月5日より



「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認作業」に対する時系列 （その２）24/29 添付資料－１（その２）

敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成26年12月22日 平成26年12月22日

平成27年2月24日 平成27年2月24日

平成27年2月27日 平成27年2月27日

平成26年12月17日 第190回保安管理専門委員会
議事録

平成26年12月17日

高速増殖炉研究開発センター 保全計画（REV.17） 制定

補足＜保全計画Rev.17改正内容について＞

１．点検計画、特別な保全計画の見直しに係る本文、点検計画、特別な保全計画の変更

２．本文、添付のRev管理更新

３．添付資料-1 点検計画見直し、更新

４．添付資料-2 特別な保全計画見直し、更新

機械保修課分

不適合報告書14-5,15を含め、不適合関連について改正実施。

保安管理専門委員会

保安措置命令に対する報告

書提出（法第36条）

書類確認

所長

（AA)

所長代理

（AB)

副所長

(AI)

室長

（XA)
炉主任

（AJ)

室長

（HA）

部長

（CA)

保全計画課長

（CB)

保全管理課長

（EA)

保安管理専門委員会

保安検査官説明

36条報告 別表3 説明

補足

2/4提出の31条報告所の別表3のクラス1機器を明示したの支持構造物等で機器数が１式であるものの欄に

「１」と記載していることについて説明要求があり対応した。

規制庁：塚本、林、川越検査官

機構：保全部次長(CC)、機械保修課副主幹(EC)、品証室代(HB)

2/24までに所長クレジットの文書で説明することの要求

・配管支持構造物の機器数欄の「１」の記載は何故１でよいのか

・クラス1機器の１式箇所の内訳

コメント？質疑？

・配管についても１式では量が分からない

・配管についても点検計画の段階で管理されているのか？要領書で分けていることは認めない。以前から

指摘している。

補足

2/24 保全部次長(CC)発メール ⇒ 部長、各課長

考え方の整理文書

昨年12月提出した旧36条報告書においては、従来の数え方と極力合わせるために、平成25

年9月30日の報告書と同様に、「1式」の機器及び「1個」の機器を含め、「1個」で数えることと

し、機器数の欄は「1」の記載とした。

保全計画上も、従来の比較の容易性の観点から、数え方と極力合わせる、配管等の図面に

よる各機器の特定しにくいものがあることから、従来の「1式」記載は踏襲し、点検要領書及

び点検報告書において、個別点検機器を特定し、特定結果に基づき点検の管理を適切に行

うことにしている。

保安検査官説明

平成２６年度第４回保安検査

質問事項

機械保修課長 メール

（保安検査官からの保安検

査の予定表を配信）

補足：

平成２７年２月２７日

敦賀原子力規制事務所 所長 発文書 添付

平成２６年度第４回保安検査 質問事項

保守管理不備に係る原子炉等規制法に基づく措置命令等の対応状況

機構が抽出した未点検機器のうち、点検を実施した機器のうち、安全上重要度の高いクラス１に分類される機器に

ついて、実施した点検の妥当性を確認致します。

参考資料１ 抽出リストにクラス１の配管が含まれていた。

クラス１配管の外観点検記

録等の書類を準備した。

【機械保修課員（ED) Ｒｅｖ.17改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

・課内では、配管も配管支持装置と同様に「一式」と表記されており、対応の必要

性について言及していることを聞いた。しかし、当時は配管支持構造物のことで

手がいっぱいな状況であり、配管に関しては手が回らなかった。

【機械保修課TL（EF) Ｒｅｖ１７．改正時の配管反映の認識 インタビュー結果）】

保安検査の指摘対応や配管支持装置の点検マニュアルの作成作業等で手がいっ

ぱいであり、とても配管に関する対応まで手が回らなかった。

【旧 保修計画課員（DP) Ｒｅｖ１７．改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

配管について気付くチャンスについては、当時は配管支持装置に注視しており、

配管までは手が回らなかったように思える。当時私は、技術根拠を担当していたが、

技術根拠の観点からは、「可視可能」部分を考慮した点検計画とすべきと考えてい

た。

【プラント保全部長（CA) Ｒｅｖ.17改正時の配管反映に認識 インタビュー結果】

・保全計画Rev.17へ改正時に配管の問題は、上がってこなかった。

【保全計画課長（EA) Ｒｅｖ.17改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

・保安検査で指摘された支持構造物の指摘のみ改正すれば良いという指示等はなかった。配管について保全部で議

論もなかった。

・当時、保全計画課では、技術根拠の整備やローラ作戦にて上がってくるアウトプットを保全計画にどのように反映する

かについて検討していた。点検計画の改正では、保全計画課が点検計画の修正を各課に指示し、各課が点検計画を

直すことになる。

【機械保修課長(EA) Ｒｅｖ.17改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

・配管が未点検をとなれば、全課に波及し影響も大きかった。

・連続性があるため、可視部を確認していれば、視認不可部も健全であろうと認識し

ていたこと、また、色塗りの配管系統図が過去の保安検査で記録として確認されてい

たということの2点にすがっていた。

【所長代理（AB) Rev.17改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

・支持構造物のみの改正について、誰かが判断した事実があったかは知らない。

【旧 保修計画課 課員（DP） インタビュー結果】

点検記録として配管系統図が色塗りにされていれば、点検されていると確

認されているのに、なぜ敢えて未点検状態であったと報告してしまったのかは、

保安検査前に機械保修課にて配管に関する点検計画/点検記録をどうする

かで議論していたという記憶はあるが、詳しくは覚えていない。

要因A1-1-②ｇ 再掲

要因A1-2-①b 再掲

要因A1-2-①c 再掲

組織要因A1-2-①-1 再掲
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敦賀本部

理事長
副理事長

理事
電気保修課

メーカー
（日立）
（FTEC）
(検査)

保修計画課
保全計画課
保全管理課

機械保修課 燃料環境課 施設保全課
運営管理室

安全品質管理
室長

品質保証室長

プラント管理部
部長

プラント保全部
部長
次長

プラント保全部

  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成27年3月2日 平成27年3月2日

平成27年3月6日 平成27年3月6日1.不適合報告書（14-174）
2.不適合管理委員会議事録
（14-174）
3.外面劣化機器・設備の肉厚
測定マニュアル

【改革室副主幹（LC) Rev.17改正時の配管反映の認識 インタビュー結果】

・不適合の再発防止の検討が十分でなく、点検計画実績部の確認作業の結果がうまく機能しなかった

と考えられる原因としては、部長以下の管理職が、現場の状況を良く理解していなかったものと感じる。

ローラー作戦にしても、保全部長や課長はその良し悪しを決定しなければならないのに要領書の記載

事項の確認しているように感じた。経営層としては、ローラー作戦の良し悪しも含めて確認して欲しいと

思っているのに、できることだけ記載して、小委員会で報告し、経営層が思い描いていた結果と違うとや

り直しということをやっていた。

保全計画課

不適合報告書14-174（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認）

発行

認知日：平成27年3月2日

作成日：平成27年3月5日

承認日：平成27年3月6日

補足＜不適合報告書14-174「点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確

認」について＞

クラス1機器に対し、配管の外観点検で、点検計画に確認できない箇所の取扱いに関する記載が無

いが、点検要領書で可視可能範囲を対象として点検している不整合がないかを確認したところ、機械

保修課，施設保全課，燃料環境課において不具合が確認された。

①不適合の内容

a.一式管理している配管の外観点検について、高所・狭所・保温材敷設等で確認できない箇所の取扱

いに関する記載について、点検計画と点検要領書で不整合がある。この不整合について、保全計画

見直し作業（点検計画の実績部の確認作業）での抽出がなされなかった。

b.配管の外観点検報告書において、目視不可部の評価が実施されていない。

c.クラス1機器の配管にも拘らず腐食が想定される箇所に対して点検計画で適切に点検を設定してい

ない。

d.原子炉補機冷却水系配管の点検計画で設定している外観点検のうちの腐食減肉管理としての肉

厚測定を点検要領書で実施していない。

②不適合の除去

a.・対象配管の点検計画に、高所・狭所・保温材敷設等で確認できない箇所の取扱いに関する記載を

追加する改正を行う。

・点検計画で一式で外観点検としている設備について、点検要領書で可視可能範囲等に限定して

いるものを抽出し、保全計画の改正、再点検等必要な処置を行う。

b.目視不可部の評価のための要領を作成し、配管の外観点検報告書で目視不可部の評価が行われ

ていないものについて評価を行う。

c.・クラス1機器の配管で腐食が想定される箇所で、点検計画で適切に点検が設定されていない箇所

に対して点検を設定する。

・新たに設定した点検項目に対して未点検状態と認識して再点検する。

・保全計画の改正等必要な処置を行う。

d.未点検状態にあると認識したRCW配管の点検計画で設定している外観点検のうちの腐食減肉管理

としての肉厚測定を実施する。また、本件に対し特別採用とする。

所長

（AA)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

保全計画課

(CB)

作成

H
2
6
年
度
第
4
回

保
安
検
査

3
/
2
〜
3
/
2
0

【機械保修課長】

(EA)

処置担当課確認

【燃料保修課長】

（FA)

処置担当課確認

【施設保修課長】

（GA)

処置担当課確認

【品証室】

課長(HC)

確認

【不適合委員会】 3/5

審議

平成26年度第4

回保安検査

保全計画課は、３

課を措置担当課

として不適合報告

書を作成した。

所長

（AA)

承認

部長

（CA)

確認

課長

（EA）

確認

補足：

保安検査準備においてクラス１配管の点検について書類を準備した。視認不可部の特定及び健全性評

価の未実施を確認した。

機械課、施設課、燃環課で同様の不適合が確認された。

同時に、410系外観点検の点検内容で腐食減肉管理を点検要領書で実施していないことを確認した。

（保全部 保全計画課長（EA) インタビュー結果）

保安検査の対象となるクラス１の配管の検査記録について所長の

確認を受けた結果、配管について視認不可部の特定及び健全性

評価の未実施の指摘を受けた。

不適合が３課に跨るため一括して不適合報告書を作成した。

【所長（AA） Ｈ26年度第4回保安検査）インタビュー結果】

・もんじゅに来た当時、ローラー作戦は、タスフォースの長である所長代理が見ており、時間があればタスクフォースに参加する程度で、直接的に関与していなかっ

た。その機会では、実績部の確認者がプレッシャーを感じている様子は感じなかった。ただ、ローラー作戦も平成26年の秋頃から危ないと感じ始めた。ローラー作

戦から上がってくる結果において、技術評価の内容を確認する機会があったが、通常の検査では通らないような評価となっており、評価のレベルが十分でないこと

に愕然とした。

・配管の視認不可部の健全性について相談を受けたのが保安検査の2～3日前であった。次世代部門の方々に軽水炉や世間一般に配管の点検方法についてど

のようになっているか調査を依頼した。しかし、調査内容をまとめるのに時間がなく、保安検査を受けることになった。

・その当時は、ローラー作戦にて「一式」調査も含まれて実施していると認識している。しかし、平成26年度第4回保安検査前（Ｈ27.3）の確認にて、ローラー作戦から

は「配管支持構造物」のみが上がっている結果となっていたことに驚いた。同様に「一式」と記載のある床ライナ等についても、要領書に中に確認する項目があるに

も関わらず、抽出されていなかった。

・配管系統図を色分け表示したことは、識別としては正しい。ただ、視認不可部がある所の健全性評価については、評価結果がなければアウトである。色塗りでも

点検対象がわかれば、識別としてはＯＫであるが、視認不可部のところに関して、類似の機器の点検結果や健全性評価をした結果がなければ、点検記録としては

アウトである。

（配管視認不可の認識）

・保安検査の直前に配管に関する点検状況について確認を行った。その際、プラント保全部長及び機械保修課長から、「配管は連続性があり、機器を特定すると

いう観点では説明できる」と説明があった。しかし、視認不可部の健全性は評価していないとの事だったので、それでは配管支持装置の一式と同様であることから

不適合報告を出すよう判断し、所長として指示をした。

・配管に関しては、保全部長も機械保修課長も点検記録が不十分であることを気付いていたと思う。当時は、機械保修課は、配管支持構造物の指摘対応で、予算

も時間もない中で配管に関しては、上記のような整理をしたのだと思う。

【プラント保全部 主席（CB） 保安検査官対応（配管一式））インタビュー結果】

・配管を救おうという雰囲気はなかった。最初、配管の点検については、保温材の内側

は見ていないことから視認不可部の点検について、点検するのかしないかの議論が

あった。もし点検を実施するのであれば、機械保修課だけではなく、他の課にも波及する

ことから不適合として、保修計画課として管理しなければならないと思った。保安検査で

指摘される前に自ら不適合であったと報告したほうが良いと思った。

その後、所長からの指示により、不適合報告を作成した。

問題事象A1 (要因A1)

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配

管支持構造物の是正処置の水平展開を確実に

実施すべきであったが、配管において視認不可

部の識別と当該部の評価を実施していないことが

再発した

問題事象A2 (要因A2)

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において保温材が

敷設された配管の外表面を直接確認できない場合には、健全性を評価して確認

しなければならなかったが、実施していなかった

問題事象A3

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検において、高所・貫

通部、保温材敷設部等、配管の点検範囲の一部若しくは、全てが視認不可である

部分の識別を行わなければならなかったが、実施していなかった

問題事象A4

機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管の外観点検の点検記録におい

て、視認不可部の識別を実施し、視認不可部について健全性の評価を行わなけ

ればならなかったが、評価を実施していなかった

問題事象B１

機械保修課は、点検計画の配管の外観点検の管理基準に「外観状態に異常等

なし（腐食・減肉の進行状況に応じて肉厚測定を実施）」と記載してあり、外面で

異常が認められなかったことから、肉厚測定を行わなかった

要因A1-1

視認不可部の識別と当該部の評価のため、点検計画の実績部の確認作業（以下「実績部の確認作業」という）

において、点計画書に記載がなく点検要領書の段階で可視可能範囲に限定している配管を抽出するべきであっ

たが、あいまいな記載である要領書を用いたこと、抽出作業で見逃したことにより抽出することができなかった。

(プラント保全部長（BA) インタビュー結果）

保安検査の対象となるクラス１の配管の検査記録について所長

の確認を受けた結果、配管について視認不可部の特定及び健

全性評価の未実施の指摘を受けた。

組織要因A1-2-①-1 再掲

要因A1-2-①c 再掲

要因A1-2-① 再掲

組織要因A1-2-①-2

プラント保全部は、配管についても配管支

持構造物と同様の指摘を受ける可能性があ

るとの情報を所幹部に対し伝達するべきで

あったが、措置命令の解除に向けた面前の

課題を解決するための作業時間を優先し、

配管の問題を説明しておらず、組織判断の

ためのコミュニケーションが不足していた。

要因A1-2-①a

機械保修課長は、保安検査において配

管の視認不可部が配管支持構造物と同様

の指摘を受ける可能性があると考えたが、

指摘された場合、配管の健全性は構造的

な特徴やこれまでの保安検査での状況を

説明することで対処することとしていた。

要因A1-2-①d

機械保修課長は、配管支持装置の管理

マニュアル（MQ‐保全‐38）と同様に配管に

ついても作成し、点検計画を改正すべきで

あったが、配管の対応は全課にまたがり、

波及効果も大きかったことから、この作業

は避けたかった。

（保修計画課 （DQ)インタビュー結果）

・1次系配管内部腐食は、ナトリウム純度管理を行っている。また、腐食速度が小さい

ことも確認されており、問題ない。

（施設保全課K 課員（GC) インタビュー結果）

・配管は一連の設備機器、一式で管理できるものと思っていた。

・一式管理が可能と思い、支持構造物の水平展開として必要ないと考えた。

（施設保全課 インタビュー結果（共通））

・配管について、可視不可部が有ることは分かっていた。

・点検計画の外観点検の記載と要領書の記載では違うことは知っていた。

・腐食について、点検計画では、外側から見える腐食の確認（外観点検）と定めているが、内

面腐食は定めていない。

・点検計画の管理基準に「腐食・減肉状況」はないので配管の肉厚測定は実施していない。

（施設保全課 インタビュー結果）

・ESに保温材施工部の健全性の検討が記載されていたので、それでよいと考えていた。

・配管は連続しているため、視認不可部は裸の配管部よりも劣化しない（人のアクセス、環境）

と考え、前後の配管を確認することで健全であると考えていた。

・配管系統図で、見た範囲を色塗りなどで特定しているため、詳細な可視不可部が必要と思っ

ていなかった。

要因A2-施 再掲

要因A2-1-施 再掲

要因A4-施

施設保全課は、配管の外観点検の点検記録

において、視認不可部の識別を実施し、視認不

可部について健全性の評価を行わなければな

らなかったが、評価を実施していなかった。

問題事象A1 再掲

（機械保修課 （EG) インタビュー結果）

・貫通部等、視認不可部があることは認識していたが、保温

材外からの点検で良としていた。高所については、カメラで

代替え可能との認識であった。

・保温材敷設部の点検について、保温材は認識しており、状

態に応じた点検方法（エンジニアリングシート）にて実施した。

・腐食・減肉状況については、外観検査による腐食管理で部

内マニュアルに従い対応していた。

・原子炉補機冷却水系は、安管サンプリングによる水質管

理を行っている。また、防錆剤を注入していることから、内面

腐食はない。

（機械保修課 （EH) インタビュー結果）

・保温材外からの点検は、前任者からの引継ぎを踏襲した。また、全

体的に同様であった。

・点検期間と作業量を考慮し、保温材を外してまでとは考えていな

かった。

・配管肉厚測定は、著しい外面腐食の場合、マニュアルに従い肉厚測

定を行うこととしていた。

・屋外海水配管は、1回／月の外観点検により腐食状況を点検してお

り、腐食が確認されたら補修を行っている。内面はライニングのため

点検時、ピンホール検査等により健全性を確認している。

（機械保修課 （ED)、機械保修課 （EG)、機械保修課 課員（EH) インタビュー結果）

・配管問題も、配管支持装置と同じとの認識はあったが、先ずは指摘のあった支持装置

を優先して改定等を行った。

・サポートは、マニュアルに基づき個別管理とした。配管については、マニュアル作成中

であり管理方法の検討中である。また、現在現場照合作業中であり結果を点検計画・

点検要領に反映する予定。

要因A2-3-①-機 再掲

（機械保修課 (EA) インタビュー結果）

・保温材敷設部について、点検計画上の記載はないが保温材外表面からの目視を基本としていたことから、点検要領

書では保温材外表面からの目視確認としていた。

先ずは、点検計画通りに点検を行うこととして、保温材外からの点検で良いと部下に指示した。

・配管の視認不可部については、外表面（保温がある場合は、その外表面）を目視することとしており、壁貫通部、高

所など視認不可部に対しての取り扱いについては定めていない。

配管は連続性があり、視認可能な箇所の確認を行うことで健全性は担保できると考えており、視認不可部の健全性

評価は必要ないと考えていた。

要因A2-1-機 再掲

問題事象B1 再掲

要因B1-1－①

機械保修課は、内面からの腐食は抑

制されていると考えており、また、保温

材敷設部は他の点検要領で考慮してい

ることから、肉厚測定は不要とする「外

面劣化機器・設備の肉厚測定マニュア

ル」（MQ-保全-13）に従っていた。

要因B1-1-①

機械保修課は、配管の内外面、保温

材の内側での「腐食・減肉の進行状況」

を考慮した減肉管理要領を策定すべき

であったが、腐食に関しては、当該マ

ニュアルを使用することで妥当と判断し

ていた。

要因B1-1-①a

もんじゅでは、配管の内外面、

保温材の内側での「腐食・減肉の

進行状況」を考慮した減肉管理要

領を策定すべきであったが、屋外

排気ダクトの腐食孔のトラブル経

験を踏まえ、腐食・減肉を管理す

るために当該マニュアルを策定し

ていた。

要因A2-3-①-施 再掲

要因A2-機 再掲

要因A2-3-①燃 再掲

要因A2-3-①-機 再

組織要因B1-1-①-1

もんじゅは、配管の肉厚測定の実施の判断について、「外面劣化機器・設備の肉

厚測定マニュアル」を適用する際は、配管の内外面、保温材の内側での「腐食・減

肉の進行状況」の管理の適用性を検討すべきであったが、これが行われておらず、

ＱＭＳの維持管理に関する対応が不足していた

要因A2-3-①-燃 再掲

（燃料環境課員 （FE）インタビュー結果）

・高所などは極力見る努力をした。一通り見ていたので、詳細な可視不可部が必要と思っていな

かった。

・当時は配管支持構造物の対応が作業量的に大変であり、配管については考慮できなかった。

・肉厚測定は、所掌する設備の代表点（炭素鋼）について、2008年に実施し、有意な差はなかっ

たと聞いており。必要ないと考えていた。

（燃料環境課員 （FE)、燃料環境課員 （FF)、燃料環境課 S（FG) インタビュー結果）

・配管は一連の設備機器、一式で管理できるものと思っていた。

・一式管理が可能と思い、支持構造物の水平展開として必要ないと考えた。

（保修計画課（DQ) インタビュー結果）

・1次系配管内部腐食は、ナトリウム純度管理を行っている。ま

た、腐食速度が小さいことも確認されており

（燃料環境課員 （FF) インタビュー結果）

・点検計画は大きなくくり、要領書で詳しくすればよい

と思っていた。

・配管の肉厚測定は、外観点検で有意な形跡が確認

されたら実施すると思っている。

（燃料環境課員 （FE)、燃料環境課員（FF)、燃料環境課（FG) インタビュー結果

（共通））

・配管について、可視不可部が有ることは分かっていた。

・点検計画の外観点検の記載と要領書の記載では違うことは知っていた。

・腐食

（燃料環境課員 （FE)、燃料環境課員 （FF)、 インタビュー結果）

・外観点検について、要領書にESを参考にすることと記載し、それに従ってい

た。

・上記のESには、保温材敷設部の健全性の検討が記載されていたので、それ

でよいと考えていた。

・配管は連続しているため、視認不可部は裸の配管部よりも劣化しない（人の

アクセス、環境）と考え、前後の配管を確認することで健全であると考えていた。

・配管系統図で、見た範囲を色塗りなどで特定しているため、詳細な可視不可

部が必要と思っていなかった。

要因A2-燃 再掲

問題事象A1 再掲

要因A2-2-燃 再掲

要因A1-2-①b-燃 再掲

要因A4-燃

燃料環境課は、配管の外観点検の点検記録において、視認不可部の識別を実施し、視認不可部について健全

性の評価を行わなければならなかったが、評価を実施していなかった。

組織要因A1-2-①-1 再掲

組織要因A1-2-①-1 再掲

要因A1-2-①b-機 再掲

組織要因A1-2-①-1 再掲
要因A1-2-①b-施 再掲

要因A1-2-①ｆ

所長代理は、配管支持構造物の保安検査

での指摘を踏まえ、配管の視認不可部につ

いても配管支持構造物と同様な是正措置を

図るよう指示するべきであったが、炉室部を

除く配管はほとんど視認でき、かつ連続性

があることから、問題はないと考えていた。

要因A1-2-①e

保全部は、問題の根幹となっている点検

計画の抜本的な改善を図るべきであったが、

措置命令の解除に向けた面前の課題を解

決するための作業時間を優先していた。

要因A1-2-①b 再掲

要因A2-1-燃 再掲

要因A2-3-①a 再掲

組織要因A2-3-①-1 再掲

要因A2-3-①-施 再掲要因A2-3-①a 再掲組織要因A2-3-①-1 再掲

要因A2-3-①-機 再掲

要因A2-3-①a 再掲 組織要因A2-3-①-1 再掲
要因A2-2-施 再掲

要因A2-2-機 再掲

問題事象A3 再掲

問題事象A3 再掲

問題事象A3 再掲

頂上事象B

機械保修課では、安全機能の重要度の高

いクラス１機器である配管について、「腐食・

減肉状況」の管理としての肉厚測定が実施

されていなかった

頂上事象A 

機械保修課、燃料環境課、施設保全

課では、安全上重要な配管の外観点検

において、視認不可部の識別と健全性の

評価が十分に行われていなかった

要因A4-機

機械保修課は、配管の外観点検の点検

記録において、視認不可部の識別を実施

し、視認不可部について健全性の評価を

行わなければならなかったが、評価を実

施していなかった。
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不適合報告書14-175（炉外燃料貯蔵槽冷却系等配管支持構造物外観点検の不備について）

発行

認知日：平成27年2月27日

作成日：平成27年3月3日

承認日：平成27年3月9日

所長

（AA)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

燃料環境課

(FA)

作成

【品証室】

課長(HC)

確認

【不適合委員会】 3/9

審議

補足＜不適合報告書14-175「炉外燃料貯蔵槽冷却系等配管支持構造物外観点検の不備につい」＞

１．不適合の内容・状況

本不適合報告書は、『不適合報告書「炉外燃料貯槽冷却系配管支持構造物外観点検の不備につい

て」14-8』に対し、新たに認識した不適合ないようである、「点検対象が『未点検状態であった』こと、及

び「14-8に係る不適合処置不備があった」ことを加えるものである。

本来であr場14-8の改定を行いR1版ろしするところ、初版は「不適合の処置確認結果」まで完了して

いることから、本不適合を新規に発行する。なお、不適合報告書14-8の「１．不適合の内容・状況」の

内容を本不適合報告書にて受けるものとする。

平成27年5月28日から

260528-1

から

是正処置計画書14-175

認知日：H27年2月27日

作成日：H27年3月10日

14-8からの引継ぎ

補足＜是正処置計画書14-175 炉外燃料貯蔵槽冷却配管支持構造物外観点検の不備について（14-8

からの引継ぎ＞

機械保修課所掌設備のうち安全重要度の高い1次主冷却系等配管支持構造物について、点検要領書

に基づき可視可能範囲での外観点検は実施されていたが、以下の観点から保全計画上の点検としては

不十分であり、保安検査の結果として保安規定違反と判定された。

燃料環境課所掌設備について確認を実施したところ、重要度の高い設備で点検計画上「一式」の表記

で点検対象を特定できないものとして、炉外燃料貯蔵設備冷却系配管支持構造物など合計11件（添付

資料-1）を確認した。また、配管支持構造物の点検要領書、点検記録を確認した結果、上記の機械保修

課と同様な問題があることを確認した。

①不適合の内容

１）対象11件に含まれる機器に対し、保全計画では一式として、全ての外観点検を実施することとなって

いるが、点検対象を特定できないだけでなく、機能要求の観点で点検が出来ていなかったこと、また、点

検要領書では可視可能範囲のみを対象としていたことから、「点検計画上、未点検状態であった」。

２）「不十分な点検状態」を「未点検状態」と認識を変更したことに伴い、不適合14-5「1次主冷却系等配

管支持構造物外観点検の不備について」は改訂3において、不適合内容を「未点検状態であった」と変更

し、未点検状態の機器に対し「特別採用」する不適合処置を行ったが、同様の処置ができていなかった。

３）不適合内容を「未点検状態であった」と変更する改訂が行われておらず、また、不適合対象機器に対

し頂上事象を「未点検状態であった」とした是正計画書に改訂していなかった。

②是正措置として(抜粋）

直接要因対策③－１

「点検計画の作業対象設備が「１式」で表示されている場合、又は作業対象機器が複数該当している場

合は、作業対象範囲を機器単位まで特定すること」、また、「作業対象機器が数多く複数存在し本文に記

載が困難な場合は、リスト又は図面等を用いて機器を特定すること」の旨を、QMS文書「作業要領書標

準記載要領」に追記し、個々の配管支持構造物を特定できるように記録することのルール化を、保全管

理課に依頼し、その実施を確認する。

（QMS文書「作業要領書標準記載要領」：平成26年8月26日改正）

（燃料環境課員 課員（FE) インタビュー結

果）

・配管支持構造物の確認作業のボリューム

が多く配管の改正検討までは考えていな

かった。また、上の人からも配管支持構造物

の対応が優先順位1番と言われていた。

・当時は配管支持構造物の対応が大変であ

り、配管については考慮できなかった。また、

燃料環境課は、配管系統図で見た範囲を色

塗りしているので問題ないと思っていた。

（燃料環境課員 課員（FF) インタビュー結

果）

・一式管理として、配管系統図で特定してお

り、配管は一連の構造で一式の記載で悪い

とは思っていないので改正することは考えて

いなかった。
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保全計画課
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プラント管理部
部長
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成27年5月10日 平成27年5月10日1.不適合報告書14-174R2
2.不適合管理委員会議事録
（14-174R2）

平成27年3月19日 平成27年3月19日

平成27年3月20日 平成27年3月20日

平成27年3月13日 明治33年1月0日

1.不適合報告書14-174Ｒ１
2.不適合管理委員会（14-
174R1)
3.保安規定違反判定表（26-4-

保安検査の点検実績

確認において、110系、

410系の問題点を確認

機械保修課

不適合報告書14-174R2（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認）

発行

認知日：平成27年3月2日

作成日：平成27年5月8日

承認日：平成27年5月10日

所長

承認

【HE防止検

討会主査

確認

部長

確認
炉主任

確認

機械保修課

作成

【機械保修課長】

処置担当課確認

課長

確認

【不適合委員会】 5/8

審議

平成２６年度第４回保安

検査

保安規定違反判定表

整理番号：26-4-も-2

補足＜保安検査判定表について＞

・安全上重要な配管の肉厚測定未実施

安全重要度の高い機器について、クラス1機器である補機冷却

水系配管の肉厚測定を16ケ月毎に実施することが点検計画に

定められているにもかかわらず、保全計画を策定して以降、保全

計画に基づく肉厚測定を一度も実施しておらずその実績管理も

不備である。

・安全上重要な配管等の外観検査の不備

1次主冷却系、2次主冷却系、補助冷却系、補機冷却水系の安

全上重要な配管（クラス1機器）の外観点検について床・壁の貫

通部、高所に設置されている等、視認不可部があるにもかかわ

らず、点検結果記録では可視不可部の識別がなされておらず、

可視不可部の健全性に関する評価も実施されていないことが判

明した。

安全上重要な配管等の外観検査の不備に関する事項は平成

25年度第4回保安検査において、可視不可部にある配管支持構

造物が未点検であることを指摘している違反事項と本質的に同

一である。

保全計画課

不適合報告書14-174R1（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認）

発行

認知日：平成27年3月2日

作成日：平成27年3月8日

承認日：平成27年3月20日

補足＜不適合報告書14-174R1変更内容について＞

低温停止状態で、プラント安全に係る機能要求である崩壊熱の除

去に必要な系統（1次主冷却系，2次主冷却系，補助冷却設備，原子

炉補機冷却水系，原子炉補機冷却海水系）の配管について、不適合

を特定したことから、不適合の内容、除去を系統毎に具体的内容に

整理した。

所長

（AA)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ）

確認

保全計画課

（CB)

作成

【機械保修課長】

（EA）

処置担当課確認

【燃料保修課長】

（FA)

処置担当課確認

【燃料保修課長】

（GA)

処置担当課確認

【品証課】

課長（HC）

確認

【不適合委員会】 3/19

審議

第29回

もんじゅ安全改革小委員会

現時点で、開催が確認されている最後の委員会

解散、廃止の記録なし

補足＜不適合報告書14-174R2変更内容について＞

不適合R１の処置として、クラス1を含む配管の外観点検について類似事案がないかの調査を行い不適合内容を特定した。

(1)クラス1を含む配管の外観点検について

a.外観点検について点検計画に定める点検内容では、保温材敷設部について保温材表面からの確認方法を記載していないが、点検要領上での確

認方法が保温材外表面からの確認となっており、その差異に対する評価がなされていなかった。

b.高所・貫通部、保温材敷設部等点検内容のうち一部若しくは全て視認不可能な配管の識別について、点検要領書の中で具体的な方法を明確にし

ていなかった。

c.外観点検の点検記録にて視認不可部の識別をし、視認不可部について健全性にかかる評価を実施していなかった。

d.点検計画の管理基準に定められている「腐食・減肉状況」について、内外面の腐食の観点から肉厚測定を点検として明確にせず、点検を実施して

いなかった。

(2)配管の外観点検で、可視可能範囲の取扱いに関する記載について、点検計画と点検要領書で不整合があることについて、保全計画見直し作業

（点検計画の実績部の確認作業）で「点検計画が一式外観点検で、点検要領書段階で可視可能範囲等に限定しているものはないか」のチエック項

目での抽出ができなかった。

(3)配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされず、視認不可部の識別と当該部の評価を実施していない事象が再発している。

（不適合の内容）

低温停止状態で、プラント安全に係る機能要求である崩壊熱の除去に必要な系統（1次主冷却系，2次主冷却系，補助冷却設備，原子炉補機冷却

水系，原子炉補機冷却海水系）の配管について、不適合を特定したことから、不適合の内容、除去を系統毎に具体的内容に整理した。

（不適合の除去）

不適合内容のうち、該当するものに対し、処置を行う。なお、処置等に必要な現場情報については「現場照合等作業計画書」によることを追記した。

1.点検計画と点検要領の確認方法の差異に対する評価の結果、点検計画の改正の必要がある場合、点検計画の外観点検に、保温未施工配管の

外表面、保温施工配管の保温材外表面等視認可能範囲で実施すること、視認不可部を具体的に識別し、健全性の評価をすることを追記する等の

改正を行う。

2.配管の外観点検として適切な点検内容を検討し、点検要領書を定め、再点検を実施する。

3.点検要領書に視認不可能な箇所の識別作業を行い、視認不可能な箇所について配管の健全性評価を行う旨を記載し、再点検を行う。

4.配管の腐食・減肉に係る管理を明確にし、実施に係るマニュアルの整備を行い、肉厚測定を実施する。

対象範囲に誤りがあり、不適合15-32において無効化され、R1に戻された
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  もんじゅ保全計画改善検討委員会・進捗確認会・保全計画改善タスクチーム・保全計画改善作業チーム時　　　期 トピックス エビデンス
所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成27年8月31日 平成27年8月31日

平成27年5月29日 平成27年5月29日

平成27年7月1日 平成27年7月1日

1.不適合報告書14-174Ｒ３
2.不適合管理委員会議事録
（14-174R3)
3.平成26年度第4回保安検査

1.不適合報告書15-32
2.不適合管理委員会議事録
（15-32）

1.不適合報告書14-174Ｒ４
2.不適合管理委員会議事録
（14-174R4)

機械保修課

不適合報告書14-174R3

発行

認知日：平成27年3月2日

作成日：平成27年5月26日

承認日：平成27年5月29日

補足＜不適合報告書14-174R3変更内容について＞

保安規定違反事項判定表最終判定区分が確定したことに

より、不適合区分をB-⑥→A-②に変更した。

平成26年度

第4四半期の保安検査の実

施状況について

(原子力規制庁)

所長

承認

【HE防止検

討会主査

確認

部長

確認
炉主任

確認

機械保修課

作成

【機械保修課長】

処置担当課確認
課長

確認

【不適合委員会】 5/27

審議

保全保修課

不適合報告書14-174R4（点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認）

発行

認知日：平成27年3月2日

作成日：平成27年8月17日

承認日：平成27年8月31日

所長

（AA）

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

保全計画課

（CB)

作成

【機械保修課長】

（EA)

処置担当課確認

【燃料保修課長】

（FA)

処置担当課確認

【燃料保修課長】

（GA)

処置担当課確認

【品証課】

課長（HC)

確認

【不適合委員会】 8/19

審議

補足＜不適合報告書14-174R4の要旨について＞

1.配管の外観点検において、点検計画通りの点検が

実施されていなかった。

2.保全計画見直し作業で、配管支持構造物と同様の

一式外観点検であった配管の点検行為が抽出でき

なかった。

3.配管支持構造物において、不適合を発信したにも

関わらず、配管において水平展開が図られなかった

不適合報告書15-32（不適合報告書14-174不適切な改定について）

認知日：H27年6月24日

作成日：H27年7月1日

承認日：

補足＜不適合報告書15-32の内容について＞

不適合報告書14-174R1（保全計画課作成）では、保全計画で管理さ

れているすべての配管の外観点検について不適合対象としていた。

14-174R2（機械保修課作成）への改訂を行う際、不適合報告書作成

者は主要5系統のみを不適合対象と勘違いし、不適合対象範囲を限

定してしまった。R３も同様の改訂。

よって、R2及びR3は不適合を抹消しR1状態に戻すこととした。

所長

（AA)

承認

【HE防止検討会】

主査

確認

部長

（CA)

確認

炉主任

（AJ)

確認

機械保修課

（EA)

作成

【機械保修課長】

（EA）

処置担当課確認

【品証課】

課長（HC)

確認

【不適合委員会】 7/1

審議

対象範囲に誤りがあり、不適合15-32において無効化され、R1に戻された

補足＜不適合報告書14-174R4の内容について＞

不適合報告書（15-32）の不適合の除去として、対象機器をR1の状態（点検計画に記載している外観点検を行う配管）に戻すとともに、不適合の対象機器を明確に記載し

た。

低温停止状態で、プラント安全に係る機能要求である崩壊熱の除去に必要な系統（1次主冷却系，2次主冷却系，補助冷却設備，原子炉補機冷却水系，原子炉補機冷却

海水系）の配管について、不適合を特定したことから、不適合の内容、除去を系統毎に具体的内容に整理した。

本不適合報告書のR1の処置として、クラス1を含む配管の外観点検について類似事案がないかの調査を行い不適合内容を特定した。

不適合の発端は、平成26年度第4回保安検査に向け、クラス1機器に対し点検の実施状況を確認し、配管の外観点検で、点検計画には確認できない箇所の取扱いに関

する記載がないが、点検要領書で可視可能範囲を対象として点検していることがわかり、点検計画と実際の点検において不整合が確認された。不整合を発生させた対象

の課は、機械保修課、施設保全課、燃料環境課であった。

①不適合の内容

1.配管の外観点検について

a.外観点検について点検計画に定める点検内容では、保温材敷設部について保温材表面からの確認方法を記載していないが、点検要領書上での確認方法が保温材外

表面からの確認となっており、その差異に対する評価がなされていなかった。

b.高所・貫通部、保温材敷設部等点検内容のうち一部若しくは全て視認不可能な配管の識別について、点検要領書の中で具体的な方法を明確にしていなかった。

c.外観点検の点検記録にて視認不可部の識別をし、視認不可部について健全性に係る評価を実施していなかった。

d.点検計画の管理基準に定められている「腐食・減肉状況」について、内外面の腐食の観点から肉厚測定を点検として明確にせず、点検を実施していなかった。

2.配管の外観点検で、可視可能範囲の取扱いに関する記載について、点検計画と点検要領書で不整合があることについて、保全計画見直し作業（点検計画の実績部の

確認作業）で「点検計画が一式外観点検で、点検要領書段階で可視可能範囲等に限定しているものはないか」のチェック項目での抽出ができなかった。

3.配管支持構造物の是正処置の水平展開が十分になされず、視認不可部の識別と当該部の評価を実施していない事象が再発している。
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所長

所長代理
副所長

改革室
原子炉主任技

術者
（炉主任）

平成27年10月8日 是正処置計画書（14-174R4)

是正処置計画書14-174R4

認知日：H27年3月2日

作成日：H27年9月10日

承認日：H27年10月8日

補足＜是正処置計画書14-174 点検計画実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認＞

【直接要因】

1. 機械保修課は、配管は連続性のある一機器であり、視認可能範囲を点検すれば、視認不可部についても健全性が確認できると考えていた。

2. 機械保修課は、外観点検は外面劣化機器・設備の肉厚測定マニュアル（MQ-保全-13）に従い、外面劣化のみを注視していた。

3. 機械保修課点検計画見直し作業に係るチェック者は、「確認作業時チェックリスト」に記載のある「点検計画が一式外観点検で、点検要領書段階で可視可能

範囲等に限定しているものはないか」のチェックを行わなかった。

4. 機械保修課は、配管について連続性のある一機器であり、視認可能範囲を点検すれば、視認不可部についても健全性が確認できると考えていたため、配

管支持構造物の視認不可部の識別と当該部の評価について、水平展開が行えなかった。

【是正処置計画】（計画の内容、HE防止検討会付議事項の場合は、その検討結果を反映）

・直接要因1）【対策1】

機械保修課は、配管の視認不可部の健全性評価方法等を含めた配管点検要領を定め、点検方法及び健全性評価方法をプラント保全部内教育により周知

する。

・直接要因2）【対策2】

機械保修課は、内外面腐食に関わる劣化に関する技術的根拠書を整備しマニュアル改訂等の検討を行う。配管を含めた技術的根拠書は、プラント保全部内

「技術的な根拠書作成に係る専従チーム」にて作成中であり、作成後、課内教育により周知する。

・直接要因3）【対策3】

機械保修課長は、作業を行う場合（今回のチエック作業も含む）は要領書，手順書どおりに行うことの重要性、手順書通り行わないことはマニュアル違反に当

ることについて課員に指導する。また、継続性についてMO（現場観察）にて定期的に確認する。

・直接要因4）【対策4】

機械保修課長は、配管支持構造物の不適合事象について十分な水平展開ができなかったことを、本事象を用いて課内で周知するとともに、プラント保全部で

制定する、配管の健全性を維持するための視認不可部の健全性評価等を含めた配管点検要領を用いて、部内教育により外観点検及び健全性評価方法を周
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用語：

・実績部の要領書に係る場合は、「可視可能範囲」

・点検計画に係る場合は、「可視可能範囲」、点検要領書も同様

・保安検査結果等に係る場合は、「視認不可部」 　

・視認可能範囲　⇒　使わない
A-6 B-6 C-6 Ｄ-6 Ｅ-6 Ｆ-6 G-6 H-6 I-6 J-6

要因A1

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課は、配管支持構造物の是

正処置の水平展開を確実に実施

すべきであったが、配管において

視認不可部の識別と当該部の評

価を実施していないことが再発し

た

凡例

問題事象○ ：本報告における「問題事象」の番号を示す

：平成XX年XX月XX日報告における「直接要因」及びその番号を示す直接要因

：JOFL組織要因分類表に基づく該当する分類を示す。

*「組織要因を含む背後要因」の下線部は、該当する組織要因の分類を

示す。

頂上事象○ ：本報告における「頂上事象」を示す

：要因１（問題点抽出からの要因）

：要因２（要因分析から出た要因）

：連鎖の断ち切り点

問題事象A２

問題事象A３

問題事象A４

※１ ： 「点検計画の実績部の確認作業要領書」

「確認作業時チェックリスト」の主要点

項目：点検（点検記録）の成立性の考え方の整理

④一式管理

以下を要件を満たしているか。

【一式の内訳が特定できる】

・「支持構造物」は、記録にリスト又は、アイソメ図にて機器を特定できるので検査

結果を有効とする。（例：支持構造物は、リスト又はアイソメ図にて特定される。）

・ 「ライナー」は部屋番号まで特定できれば、機器を特定できるので検査結果を有

効とする。

・ 「配管」「ダクト」は、記録にリスト又は対象範囲を識別した系統図(色分け)があ

れば、機器を特定できるので検査結果を有効とする。

・ 点検計画に機器番号があり、同機器番号で１式の範囲を特定できるものは検

査結果を有効とする。（例：要領書とは紐付かないが、盤外形図で機器番号の範

囲を特定できる。）

⑤点検計画の点検対象を全て点検しているか。

・点検要領書の段階で可視可能範囲等に限定している。（例 点検計画では支持

構造物（一式）を外観点検すると記載しているが、要領書において「可視可能範

囲な支持構造物」という条件をつけている。ただし機器毎の外観点検要領で据付

状態で可視可能範囲を点検することとしている場合は良しとする。）

組織の要因A1-1-①-2

要領類の検討・審査・承認等を行

う職位は、要領書の内容にあいまい

な記載がないことを確実に確認すべ

きであったが、会議体での説明者の

考え方が当然であると、出席者が一

様に受け止め、要領書のあいまいな

記載を各々の立場でチェックを行う

仕組みが機能していなかった

5.集団要因
5-3 集団浅慮

※2 改善作業チーム：要領書の検討、確認作業の支援、結果の確認

・改善作業チーム事務局

・各課とりまとめ者

・設備課長

・保修計画課長

・保全部次長（改善作業チーム責任者）

・保全部長（要領書承認者）

※3

・保全部安全技術検討会 （保全部次長、各課長、他）

・保全計画改善検討委員会 （所長、所長代理、副所長、各部長、品証室長、他）

要因A1-1-①m

改善作業チーム事務局は、実績

部の確認作業要領書の策定段階

で、要件を満たさない点検計画の

各項目（タスク）を抽出できるか確

認すべきであったが、要領書の策

定前の試作業等による業務プロ

セスの妥当性確認が十分でな

かったため、要領書のあいまいな

記載に気付かなかった

要因A

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課では、安全上重要な配管

の外観点検において、視認不可

部の識別と健全性の評価が十分

に行われていなかった

要因A1-1-①

実績部の確認作業に従事した者は、

「確認作業時チェックリスト」（※1）に

記載のある⑤のチェック項目で、可

視可能範囲の点検に限定している配

管を抽出すべきであったが、「ただし、

機器毎の外観点検要領で据付状態

で可視可能範囲を点検することとし

ている場合は良しとする。」(以下「た

だし書き」という。）としたあいまいな

記載である要領書を使用した

頂上事象A

直接要因A1-1-①

問題事象A１

*A2

要因A1-1-①i

改善作業チーム関係者(※2)は、

要領書策定担当者がコメントを反

映した要領書にあいまいな記載

の「ただし書き」があることに気付

くべきであったが、視認できない

範囲があることは当然であると考

えていたことから気付かなかった

要因A1-1-①h

要領書策定担当者は、燃料環

境課の各課取りまとめTLからの

除外範囲を追加するコメントを反

映したが、追加した「ただし書き」

は、「可視可能範囲」と限定した条

件でも良しと解釈できるような文

章となっていた

要因A1-1-①g

実績部の確認作業の要領書は、

複数の検討段階を経ていたが、

あいまいな記載である「ただし書

き」が修正されることなく、承認さ

れていた

要因A1-1-①a

燃料環境課の設備担当チェック

者は、配管支持構造物以外で可

視可能範囲の点検に限定してい

る機器（配管を含む）を抽出すべ

きであったが、外観点検要領書に

可視可能範囲と記載されていても、

確認作業時チェックリストの「ただ

し書き」に該当するとして良いと燃

料環境課TLから指示を受けてい

たことから、抽出しなかった

E-1より

要因A1-1-①b

燃料環境課の各課取りまとめTL

は、要領書の「ただし書き」につい

て、自分がコメントした内容が反

映されたものが承認されているこ

とから、可視可能範囲と記載され

ている機器は抽出しなくてもよい

と指示した

要因A1-1-①d

燃料環境課の各課取りまとめTL

は、実績部の確認作業要領書の

検討打ち合わせにおいて、外観

点検の範囲を可視範囲としている

機器について、抽出の対象から

除外するようコメント（配管を意識

してはいない）した

*A2

要因A1-1

視認不可部の識別と当該部の

評価のため、点検計画の実績部

の確認作業（以下「実績部の確認

作業」という）において、点計画書

に記載がなく点検要領書の段階

で可視可能範囲に限定している

配管を抽出するべきであったが、

あいまいな記載である要領書を用

いたこと、抽出作業で見逃したこ

とにより抽出することができなかっ

た

要因A1-1-①n

改善作業チーム事務局は、試作

業等により業務プロセスの妥当性

を確認するべきであったが、試作

業では作業時間の把握だけに止

まり、要領書のあいまいな記載を

見つけられなかった

組織の要因A1-1-①-3

改善作業チーム事務局は、実績

部の確認作業要領書において、業

務プロセスの妥当性を確認するべ

きであったが、試作業では、作業時

間の確認に留まり、要領書にあい

まいな記載がなく、要件を満たして

いることを確認するための仕組み

が不足していた

要因A1-1-①k

要領書を審議した会議(※3)で

は、「ただし書き」のあいまいな記

載に気付くべきであったが、作業

要領書策定者から、ポンフ゜の据

付部の下面などを例として、機器

には外観からは視認できない範

囲があることは当然であり、これ

らを「ただし書き」で除外するとの

説明に納得し、要領書のあいまい

な記載に気付くことなく承認した

要因A1-1-①l

要領書を審議した会議(※3)で

は、作業要領書策定者からの説

明について、保安検査での指摘と

矛盾することに気付くべきであっ

たが、設備保守経験者として当然

であると受け止めたため、深く考

えなかった

*A2

要因A1-1-①c

要領書策定担当者は、実績部

の確認作業要領書の検討打ち合

わせにおいて、燃料環境課TLか

ら出された除外範囲を追加するコ

メント（配管を意識してはいない）

を受け入れた

組織の要因A1-1-①-1

もんじゅは、配管支持構造物の

保安検査の指摘事項を踏まえ、不

適合の再発防止を確実にするた

めの措置として、課題の原点まで

立ち返って改善につなげる仕組み

（不適合管理、是正処置）が機能し

ていなかった
*A1

*A1

*A2

要因A1-1-①j

改善作業チーム関係者(※2)は、

燃料環境課の各課取りまとめTL

からの説明について、保安検査で

の指摘と矛盾することに気付くべ

きであったが、設備保守経験者と

しては当然であると受け止めたた

め、深く考えなかった

*A3

*A3

4.中間管理要因
4-1-3 マニュアルの整備

*A1

4.中間管理要因
4-11 不適合管理
4-12 是正処置・予防処置

要因A1-1-①f

もんじゅでは、配管支持構造物

の点検計画にない「可視可能範

囲」の条件が点検要領書の段階

で記載されている不適合ついて、

他の機器についても例外なく水平

展開するべきであったが、不適合

の再発防止を確実にするための

措置の必要性の評価が行われず、

是正処置ができていなかった

要因A1-1-①e

もんじゅは、外観点検の要領書

において可視可能範囲に限定す

るとしたこと自体が誤っていること

に気付くべきであったが、指摘さ

れた課題（視認不可部の識別と当

該部の評価）の本質（原点）に立

ち返って対応することなく、配管支

持構造物の点検計画の備考欄に

注記を追加する対応に止まってい

た

Ｃ7よりB7より
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要因A1-2-①a

機械保修課長は、保安検査にお

いて配管の視認不可部が配管支

持構造物と同様の指摘を受ける可

能性があると考えたが、指摘され

た場合、配管の健全性は構造的な

特徴やこれまでの保安検査での状

況を説明することで対処することと

していた

要因A1-2-①

プラント保全部は、配管支持構

造物の保安検査での指摘を踏ま

えた不適合是正処置として、配

管の視認不可部に水平展開す

べきであったが、不適合の再発

防止の検討が十分でなく、類似

機器への展開が行われず、保安

検査で指摘された配管支持構造

物の対応に留まった

組織の要因A1-2-①-1

もんじゅは、配管支持構造物の保

安検査の指摘事項を踏まえ、不適合

の再発防止を確実にするための措

置として、課題の原点まで立ち返っ

て改善につなげる仕組み（不適合管

理、是正処置）が機能していなかっ

た

直接要因A1-2-①

要因A1-1-②a

設備担当者は、点検要領に記

載されていた可視可能範囲を対

象とする記述に気付くべきであっ

たが、実績部の確認作業に注目

していたため、点検記録の確認に

傾注し、外観点検要領（作業内

容）の確認を流し見していた

要因A1-1-②

実績部の確認作業のチェック者は、

要領書のチェックリストに従って可

視可能範囲の点検に限定している

配管を抽出すべきであったが、外

観点検要領書に可視可能範囲と記

載されていることを見逃した

直接要因A1-1-②

要因A1-1-②e

設備担当者は、可視可能範囲

の点検に限定している配管を抽

出すべきであったが、保安検査で

指摘された配管支持構造物の「一

式管理」に該当する配管を抽出し

たことで良いと考えたため、可視

可能範囲の点検に限定している

チェック項目で配管を抽出しな

かった

組織の要因A1-1-②-1

もんじゅは、措置命令の解除を

早期達成しようとしたため、実績

部の確認作業に係る作業時間の

確保が十分でなく段取りが不足し

ていた

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

*A5

要因A1-1-②b

設備担当者は、点検要領を記載

した部分の文書まで確認を実施

すべきであったが、担当する設備

の多量の文書確認が必要であっ

たため、点検要領の記載に注意

せず、処理件数を消化した

要因A1-1-②c

設備担当者は、実績部の確認

作業要領書どおりの手順で確認

作業を行うべきであったが、改善

作業チーム責任者からの伝達と

思われる進捗を促す指示があり、

作業を焦って進めた

要因A1-2-①b

保全部は、配管は連続性のある

一機器であり、可視可能範囲を点

検すれば、視認不可部についても

健全性が確認できると考え、配管

の視認不可部の存在が問題とは

思わないのが共通の考えであっ

た

組織の要因A1-1-②-2

設備担当課のライン職は、確認

作業を設備担当者に任せっきりに

し、その実施状況を自ら確認して

おらず、要領書の手順どおりに実

施されているかの観点からライン

としてのフォローやチェックができ

ていない

4.中間管理要因
4-5-2 部署レベルのコミュニケー
ション

*A5

B2へ
要因A1-1-②d

改善作業チーム責任者は、実績

部の確認作業の時間の確保に注

意していたつもりではあったが、も

んじゅの運転再開のため措置命

令の解除を絶対にやり遂げなけ

ればならない思いで作業の進捗

を管理した

要因A1-1-②g

作業班ＴＬは、設備担当のＴＬと

して配管の視認不可部について

抽出されないことについて疑問を

持つべきであったが、保安検査の

指摘事項の配管支持構造物の対

応に追われ、深く考える余裕はな

かった

要因A1-1-②f

作業班ＴＬは、配管の視認不可

部が抽出されないことに気付くべ

きであったが、「一式」ローラで配

管は問題ないと判断されていると

思い、抽出されないことに疑問を

持たなかった

要因A1-1-②h

保全部は、配管の視認不可部

について抽出されないことについ

て気付き、視認不可部の技術的

な評価を行って健全性を確認する

ことを行うべきであったが、その対

応には膨大な作業が必要となる

一方で、保安検査で指摘される都

度、対応業務が増加したため、そ

の面前の対応に追われて対応す

ることができなった

*A4

*A4

要因A1-1-②i

改善作業チーム責任者は、配管

の視認不可部が抽出されていな

いことを指摘するべきであったが、

実質的に可視可能な部分しか点

検はできないため、その点検結果

をもって全ての部分を判断するし

かないと考え、問題はないと考え

て指摘することはなかった

*A3

*A1

4.中間管理要因
4-11 不適合管理
4-12 是正処置・予防処置

*A6

要因A1-1-②j

実績部の確認作業の結果を確認

したタスクフォースは、可視可能範

囲の点検に限定している配管が抽

出されていないことに気付くべきで

あったが、配管はほとんど視認でき、

かつ連続性があることから、問題

はないと考え、抽出されないことに

疑問を持たなかった

*A7

Ｃ2へ



　「点検計画の実績部の十分でない確認作業による未点検状態機器の確認」に関する要因分析図（3/4） 添付資料－2

0 A B C Ｄ Ｅ Ｆ G H I J

14

　

A-14 B-14 C-14 Ｄ-14 Ｅ-14 Ｆ-14 G-14 H-14 I-14 J-14

15

A-15 B-15 C-15 Ｄ-15 Ｅ-15 Ｆ-15 G-15 H-15 I-15 J-15

16

A-16 B-16 C-16 Ｄ-16 Ｅ-16 Ｆ-16 G-16 H-16 I-16 J-16

17

 

A-17 B-17 C-17 Ｄ-17 Ｅ-17 Ｆ-17 G-17 H-17 I-17 J-17

18

A-18 B-18 C-18 Ｄ-18 Ｅ-18 Ｆ-18 G-18 H-18 I-18 J-18

19

A-19 B-19 C-19 Ｄ-19 Ｅ-19 Ｆ-19 G-19 H-19 I-19 J-19

要因A2-3-①

機械保修課、燃料環境課、施設

課保全課は、配管の健全性を確認

するため、視認不可部の識別、健

全性評価等を含めた外観点検要

領を定めなければならなかったが、

従前の方法でも健全性が維持でき

ていると考えていたことから新たに

策定しなかった

(要因A2-3-①-機、要因A2-3-①-

燃、要因A2-3-①-施)

要因A3

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課は、配管の外観点検にお

いて、高所・貫通部、保温材敷設

部等、配管の点検範囲の一部若

しくは、全てが視認不可である部

分の識別を行わなければならな

かったが、実施していなかった

(要因A3-機、要因A3-燃、要因

A3-施)

要因A4

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課は、配管の外観点検の点

検記録において、視認不可部の

識別を実施し、視認不可部につい

て健全性の評価を行わなければ

ならなかったが、評価を実施して

いなかった

(要因A5-機、要因A5-燃、要因

A5-施)

問題事象A３

問題事象A４

要因A2-3-①a

（旧要因A2-3-①b）

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課の設備担当は、前任者か

ら引継ぎを受けた実績のある要

領書を用いた点検において問題

は発生しなかった

(要因A2-3-①b-機、要因A2-3-

①b-燃)

組織の要因A2-3-①-1

機械保修課、燃料環境課、施設保全課

は配管支持構造物で指摘された視認不

可部の問題を踏まえ、配管の視認不可

部について識別し、健全性評価を行って

点検方法を定めるべきであったが、配管

は連続性のある一機器であり、可視可能

範囲を点検すれば、視認不可部につい

ても健全性が確認できると考えていたこ

とから問題はないと考え、課題の原点ま

で立ち返って改善につなげる仕組み（不

適合管理、是正処置）が機能していな

かった

*A8

*A8

4.中間管理要因
4-11 不適合管理
4-12 是正処置・予防処置

直接要因A2-3-①
*A8

要因A1-2-①c

機械保修課長は、保安検査にお

いて配管の系統図（2次系配管）

に色塗りした外観検査記録を提

示し、問題として指摘を受けな

かったことから、視認不可部の点

検を含む従前の記録は有効であ

ると考えていた

要因A1-2-①f

所長代理は、配管支持構造物の

保安検査での指摘を踏まえ、配管

の視認不可部についても配管支持

構造物と同様な是正措置を図るよう

指示するべきであったが、炉室部を

除く配管はほとんど視認でき、かつ

連続性があることから、問題はない

と考えていた

*A6

*A6

要因A1-2-①e

保全部は、問題の根幹となって

いる点検計画の抜本的な改善を

図るべきであったが、措置命令の

解除に向けた面前の課題を解決

するための作業時間を優先してい

た

要因A1-2-①d

機械保修課長は、配管支持装

置の管理マニュアル（MQ-保全-

38）と同様に配管についても作成

し、点検計画を改正すべきであっ

たが、配管の対応は全課にまた

がり、波及効果も大きかったこと

から、この作業は避けたかった

組織の要因A1-2-①-2

プラント保全部は、配管について

も配管支持構造物と同様の指摘を

受ける可能性があるとの情報を所

幹部に対し伝達するべきであったが、

措置命令の解除に向けた面前の課

題を解決するための作業時間を優

先し、配管の問題を説明しておらず、

組織判断のためのコミュニケーショ

ンが不足していた

4.中間管理要因
4-1-4 発電所の意思決定

要因A2

機械保修課、燃料環境課、施

設保全課は、配管の外観点検に

おいて保温材が敷設された配管

の外表面を直接確認できない場

合には、健全性を評価して確認

しなければならなかったが、実施

していなかった

(要因A2-機、要因A2-燃、要因

A2-施)

要因A2-1

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課は、保温材が敷設されて

いる配管の外表面の健全性は、

実績がある保温材外表面からの

目視確認により確認できていると

判断していた

(要因A2-1-機、要因A2-1-燃、要

因A2-1-施)

要因A2-2

機械保修課、燃料環境課、施設

保全課は、「保温材外面からの外

観検査を行う場合の観点につい

て」（ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞシート（Q4-

07037R0L)）を引用し、保温材外

表面からの目視確認による点検

で良いとしていた

(要因A2-2-機、要因A2-2-燃、要

因A2-2-施)

問題事象A２

*A7
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要因B1-1-①a

機械保修課は、配管の内外面、

保温材の内側での「腐食・減肉の

進行状況」を考慮した減肉管理要

領を策定すべきであったが、腐食

に関しては、当該マニュアルを使

用することで妥当と判断していた

要因B1

機械保修課は、点検計画の配

管の外観点検の管理基準に「外

観状態に異常等なし（腐食・減肉

の進行状況に応じて肉厚測定を

実施）」と記載してあり、外面で異

常が認められなかったことから、

肉厚測定を行わなかった

要因B

機械保修課では、安全機能の

重要度の高いクラス１機器である

配管について、「腐食・減肉状況」

の管理としての肉厚測定が実施さ

れていなかった

頂上事象B
問題事象B1

要因B1-1

機械保修課は、内面からの腐

食は抑制されていると考えてお

り、また、保温材敷設部は他の

点検要領で考慮していることか

ら、外面の点検で異常がなけれ

ば、肉厚測定は不要とする「外

面劣化機器・設備の肉厚測定マ

ニュアル」（MQ-保全-13）に従っ

ていた

要因B1-1-①b

もんじゅでは、配管の内外面、

保温材の内側での「腐食・減肉の

進行状況」を考慮した減肉管理要

領を策定すべきであったが、屋外

排気ダクトの腐食孔のトラブル経

験を踏まえ、腐食・減肉を管理す

るために当該マニュアルを策定し

ていた

直接要因B1-1-①

組織の要因B1-1-①-1

もんじゅは、配管の肉厚測定の

実施の判断について、「外面劣化

機器・設備の肉厚測定マニュアル」

を適用する際は、配管の内外面、

保温材の内側での「腐食・減肉の

進行状況」の管理の適用性を検討

すべきであったが、これが行われ

ておらず、ＱＭＳの維持管理に関

する対応が不足していた

4.中間管理要因
4-2-3ルールの維持管理
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番号 分析結果 番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類

組織の要因
A1-1-①-1

　もんじゅは、配管支持構造物の保安検査の指摘事項を踏まえ、
不適合の再発防留を確実にするための措置として、課題の原点ま
で立ち返って改善につなげる仕組み（不適合管理、是正処置）が
機能していなかった

4.中間管理要因
4-11　不適合管理
4-12　是正処置・
予防処置

　課題発生時や不適合に対する検討・審査を行う職制及び会議体では、その課題や
問題だけでなく、それが発生した起点（原因・意図）を明確（分析）にし、それを解決す
るための要求事項が検討され、それの対処方法が整理されているか等、本質に立ち
返って審査・検討を行うように取組むステップ等を設けること。また、もんじゅ職員に
対し、教育等により課題や問題の本質に立ち返り審査・検討を行う意識を醸成させる
ようにRCA等の分析手法（課題解決のための論理的手法）の理解・習得に努めるこ
と

組織の要因
A1-1-①-2

　要領類の検討・審査・承認等を行う職位は、要領書の内容にあい
まいな記載がないことを確実に確認すべきであったが、会議体で
の説明者の考え方が当然であると、出席者が一様に受け留め、要
領書のあいまいな記載を各々の立場でチェックを行う仕組みが機
能していなかった

【組織の要素を含む背後要因1-⑤に準ずる】

5.集団要因
5-3　集団浅慮

　もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等の制改定の際に、ライン職による
チェックや品質保証部門による横串チェック、部や所に設置された会議体で要求事
項（課題の対応に際しては、原点まで立ち返った検討の有無）や規格・基準類との整
合が保たれていることを確認すること

【対策の提言(2)①ⅳに準ずる】

組織の要因
A1-1-①-3

　改善作業チーム事務局は、実績部の確認作業要領書において、
業務プロセスの妥当性を確認するべきであったが、試作業では作
業時間の確認に留まり、要領書にあいまいな記載がなく、要件を
満たしていることを確認するための仕組みが不足していた

【組織の要素を含む背後要因2-⑧に準ずる】

4.中間管理要因
4-1-3 マニュアル
の整備

　業務の実施にあたっては、業務の要求事項を明確にし、業務に特有なプロセス、資
源の必要性、妥当性確認、監視・測定、合否判定基準、記録等が適切に検討された
計画を策定し、予め計画どおりのアウトプットが得られることを確認し、業務実施途中
で新たに課題が発生した場合は、その都度、要領書等に反映・確認した上で、関係
者間で共有を図り「段取り八分」を整えること

【対策の提言(1)③ⅱに準ずる】

組織の要因
A1-1-②-1

　もんじゅは、措置命令の解除を早期達成しようとしたため、実績
部の確認作業に係る作業時間の確保が十分でなく段取りが不足し
ていた

【組織の要素を含む背後要因1-㉗に準ずる】

4.中間管理要因
4-9-3 工程・計画

　適切な保全計画を確実に実施するため、計画に要求される事項を明らかにし、そ
の業務の検証、妥当性評価、監視・測定、検査及び試験活動、並びにこれらの合否
判定、記録等が明確化された計画を作成して、工程に縛られることなく、また必要な
資源が確保されることを確実にすること

【対策の提言(1)③ⅲに準ずる】

組織の要因
A1-1-②-2

　設備担当課のライン職は、確認作業を設備担当者に任せっきり
にし、その実施状況を自ら確認しておらず、要領書の手順どおりに
実施されているかの観点からラインとしてのフォローやチェックがで
きていない

【組織の要素を含む背後要因1-⑱に準ずる】

4.中間管理要因
4-5-2 部署レベル
のコミュニケーショ
ン

　管理職とチームリーダー、チームリーダーと担当者間の報告・連絡・相談の徹底に
よって、各課室が取り組む課題に係る対応の進捗や課題を把握・管理し、週毎にフェ
イストゥフェイスでの指導・支援を強化すること

【対策の提言(1)⑥ⅰに準ずる】

組織の要因
A1-2-①-1

組織の要因A1-1－①-1に同じ （再掲）

4.中間管理要因
4-11　不適合管理
4-12　是正処置・
予防処置

組織の要因A1-1－①-1の対策の提言に同じ（再掲）

組織の要因
A1-2-①-2

　プラント保全部は、配管についても配管支持構造物と同様の指
摘を受ける可能性があるとの情報を所幹部に対し伝達するべきで
あったが、措置命令の解除に向けた面前の課題を解決するための
作業時間を優先し、配管の問題を説明しておらず、組織判断のた
めのコミュニケーションが不足していた

【組織の要素を含む背後要因3-⑥に準ずる】

4.中間管理要因
4-1-4　発電所の
意思決定

　もんじゅの幹部は、不適合につながる情報等については、もんじゅの幹部も参画す
るCAPにかかる会合を活用して、必要な情報の共有化を図り適切な判断が行えるよ
う慎重な対応を行うこと

【対策の提言(1) ⑤ⅰに準ずる】

直接要因
A1-2-①

　プラント保全部は、配管支持構造物の保安検査で
の指摘を踏まえた不適合是正処置として、配管の
視認不可部に水平展開すべきであったが、不適合
の再発防留の検討が十分でなく、類似機器への展
開が行われず、保安検査で指摘された配管支持構
造物の対応に留まった

対策の提言

　機械保修課、燃料環境課、施
設保全課では、安全上重要な配
管の外観点検において、視認不
可部の識別と健全性の評価が十
分に行われていなかった

問題事象A1

　機械保修課、燃料環境
課、施設保全課は、配管支
持構造物の是正処置の水
平展開を確実に実施すべ
きであったが、配管におい
て視認不可部の識別と当
該部の評価を実施していな
いことが再発した

直接要因
A1-1-①

　実績部の確認作業に従事した者は、「確認作業時
チェックリスト」に記載のある⑤のチェック項目で、
可視可能範囲の点検に限定している配管を抽出す
べきであったが、「ただし、機器毎の外観点検要領
で据付状態で可視可能範囲を点検することとしてい
る場合は良しとする。」(以下「ただし書き」という。）
としたあいまいな記載である要領書を使用した

直接要因
A1-1-②

　実績部の確認作業のチェック者は、要領書の
チェックリストに従って可視可能範囲の点検に限定
している配管を抽出すべきであったが、外観点検要
領書に可視可能範囲と記載されていることを見逃し
た

頂上事象
問題事象 直接要因 組織の要素を含む背後要因
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番号 分析結果 番号 分析結果 分類 分析結果 JOFL分類
対策の提言頂上事象

問題事象 直接要因 組織の要素を含む背後要因

問題事象A2

　機械保修課、燃料環境
課、施設保全課は、配管の
外観点検において保温材
が敷設された配管の外表
面を直接確認できない場合
には、健全性を評価して確
認しなければならなかった
が、実施していなかった

問題事象A3

　機械保修課、燃料環境
課、施設保全課は、配管の
外観点検において、高所・
貫通部、保温材敷設部等、
配管の点検範囲の一部若
しくは、全てが視認不可で
ある部分の識別を行わな
ければならなかったが、実
施していなかった

問題事象A4

　機械保修課、燃料環境
課、施設保全課は、配管の
外観点検の点検記録にお
いて、視認不可部の識別を
実施し、視認不可部につい
て健全性の評価を行わな
ければならなかったが、評
価を実施していなかった

  機械保修課では、安全機能の
重要度の高いクラス１機器である
配管について、「腐食・減肉状況」
の管理としての肉厚測定が実施
されていなかった

問題事象B1

　機械保修課は、点検計画
の配管の外観点検の管理
基準に「外観状態に異常等
なし（腐食・減肉の進行状
況に応じて肉厚測定を実
施）」と記載してあり、外面
で異常が認められなかった
ことから、肉厚測定を行わ
なかった

直接要因
B1-1-①

　機械保修課は、内面からの腐食は抑制されてい
ると考えており、また、保温材敷設部は他の点検要
領で考慮していることから、外面の点検で異常がな
ければ、肉厚測定は不要とする「外面劣化機器・設
備の肉厚測定マニュアル」（MQ-保全-13）に従って
いた

組織の要因
B1-1-①-1

　もんじゅは、配管の肉厚測定の実施の判断について、「外面劣化
機器・設備の肉厚測定マニュアル」を適用する際は、配管の内外
面、保温材の内側での「腐食・減肉の進行状況」の管理の適用性
を検討すべきであったが、これが行われておらず、ＱＭＳの維持管
理に関する対応が不足していた

【組織の要素を含む背後要因3-⑨に準ずる】

4.中間管理要因
4-2-3 ルールの維
持管理

　もんじゅは、保守管理で重要な計画や要領類等を準用する際に、ライン職による
チェックや品質保証部門による横串チェックに加え、部や所に設置された会議体で要
求事項や規格・基準類との整合が保たれていることを確認すること

【対策の提言(2)①ⅳに準ずる】

組織の要因A1-1-①-1の対策の提言に同じ（再掲）

　機械保修課、燃料環境課、施
設保全課では、安全上重要な配
管の外観点検において、視認不
可部の識別と健全性の評価が十
分に行われていなかった

直接要因
要因A2-3-①

　機械保修課、燃料環境課、施設保全課は、配管
の健全性を確認するため、視認不可部の識別、健
全性評価等を含めた外観点検要領を定めなければ
ならなかったが、従前の方法でも健全性が維持でき
ていると考えていたことから新たに策定しなかった

組織の要因
A2-3-①-1

　機械保修課、燃料環境課、施設保全課は配管支持構造物で指
摘された視認不可部の問題を踏まえ、配管の視認不可部について
識別し、健全性評価を行って点検方法を定めるべきであったが、配
管は連続性のある一機器であり、可視可能範囲を点検すれば、視
認不可部についても健全性が確認できると考えていたことから問
題はないと考え、課題の原点まで立ち返って改善につなげる仕組
み（不適合管理、是正処置）が機能していなかった

【組織の要素を含む背後要因1-㉘に準ずる】

4.中間管理要因
4-11　不適合管理
4-12　是正処置・
予防処置
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